
  

                                                      

 

 

 

 

第 12 次鹿児島県交通安全計画 

（素案） 

 

（令和８年度～12 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鹿児島県交通安全対策会議 

 

令和８年５月パブリックコメント用



  

目  次 

 

Ⅰ 計画の基本的事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

１ 計画策定の趣旨 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

２ 計画の位置付け ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

３ 計画期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

４ 計画の基本理念 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

５ 第11次交通安全計画の成果  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

 

Ⅱ 施策の展開 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

第１部 道路交通の安全 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

第１章 道路交通事故のない社会を目指して ・・・・・・・・・・・・ ４ 

第２章 道路交通の安全についての目標 ・・・・・・・・・・・・・・ ６ 

第１節 道路交通事故の現状と今後の見通し ・・・・・・・・・・・ ６ 

  １ 道路交通事故の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６ 

２ 道路交通事故等の特徴と課題 ・・・・・・・・・・・・・・ ８ 

第２節 交通安全計画における目標 ・・・・・・・・・・・・・・・ 14 

第３章 道路交通の安全についての対策 ・・・・・・・・・・・・・・ 15 

第１節 今後の道路交通安全対策を考える視点 ・・・・・・・・・・ 15 

１ 交通事故による被害を減らすために重点的に 

対応すべき事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 

  ◎ 最重点 高齢者及びこどもの安全確保 ・・・・・・・・・・ 15 

  ○ 重点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 

   ⑴ 歩行者及び自転車の安全確保と遵法意識の向上 ・・・・・ 17 

   ⑵ 生活道路における歩行者等の安全確保 ・・・・・・・・・ 18 

   ⑶ 県民自らの意識改革等による交通安全意識の高揚 ・・・・ 19 

 ２ 重点推進事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 

   ⑴ 先進技術の活用促進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 

   ⑵ 交通実態等を踏まえたきめ細やかな対策の推進 ・・・・・ 20 

   ⑶ 地域が一体となった交通安全対策の推進 ・・・・・・・・ 20 

   ⑷ 外国人の交通安全対策の推進 ・・・・・・・・・・・・・ 21 

   ⑸ 特定小型原動機付自転車を始めとする小型モビリティ 

    の安全対策の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22 

第２節 講じようとする施策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 

１ 道路交通環境の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 



  

 ⑴ 生活道路等における人優先の安全・安心な 

歩行空間の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 

     ⑵ 高速道路の更なる活用促進による生活道路との機能分化・・・ 27 

     ⑶ 幹線道路における交通安全対策の推進 ・・・・・・・・・・ 27 

     ⑷ 交通安全施設等整備事業の推進 ・・・・・・・・・・・・・ 31 

     ⑸ 高齢者等の移動手段の確保・充実 ・・・・・・・・・・・・ 34 

     ⑹ 歩行空間のユニバーサルデザイン化 ・・・・・・・・・・・ 34 

     ⑺ 無電柱化の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34 

     ⑻ 効果的な交通規制の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 35 

     ⑼ 自転車利用環境の総合的整備 ・・・・・・・・・・・・・・ 35 

     ⑽ ＩＴＳの活用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36 

     ⑾ 交通需要マネジメントの推進 ・・・・・・・・・・・・・・ 37 

     ⑿ 災害に備えた道路交通環境の整備 ・・・・・・・・・・・・ 38 

     ⒀ 総合的な駐車対策の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 39 

     ⒁ 道路交通情報の充実 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41 

     ⒂ 交通安全に寄与する道路交通環境の整備 ・・・・・・・・・ 42 

２ 交通安全思想の普及徹底 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44 

 ⑴ 段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 ・・・・・・・・・ 46 

 ⑵ 効果的な交通安全教育の推進 ・・・・・・・・・・・・・・ 52 

 ⑶ 交通安全に関する普及啓発活動の推進 ・・・・・・・・・・ 53 

 ⑷ 交通の安全に関する民間団体等の主体的活動の推進 ・・・・ 61 

 ⑸ 地域における交通安全活動への参加・協働の推進 ・・・・・ 62 

３ 安全運転の確保 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63 

 ⑴ 運転者教育等の充実 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63 

 ⑵ 運転免許業務の改善 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66 

 ⑶ 自動運転等の安全の確保と支援 ・・・・・・・・・・・・・ 67 

 ⑷ 安全運転管理の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 67 

 ⑸ 事業用自動車の安全プラン等に基づく安全対策の推進 ・・・ 68 

 ⑹ 交通労働災害の防止等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71 

 ⑺ 道路交通に関連する情報の充実 ・・・・・・・・・・・・・ 72 

４ 車両の安全性の確保 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 73 

 ⑴ 自動車アセスメント情報の提供等 ・・・・・・・・・・・・ 73 

 ⑵ 自動車の検査及び点検整備の充実 ・・・・・・・・・・・・ 74 

 ⑶ リコール制度の充実・強化 ・・・・・・・・・・・・・・・ 75 

 ⑷ 自転車の安全性の確保 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 76 



  

５ 道路交通秩序の維持 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 77 

 ⑴ 交通指導取締りの強化等 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 77 

 ⑵ 交通事故事件等に係る適正かつ緻密な捜査の一層の推進 ・・ 80 

 ⑶ 暴走族対策の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80 

６ 救助・救急活動の充実 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 83 

 ⑴ 救助・救急体制の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 83 

 ⑵ 救急医療体制の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 85 

 ⑶ 救急関係機関の協力関係の確保等 ・・・・・・・・・・・・ 86 

７ 被害者等支援の充実と推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 87 

 ⑴ 自動車損害賠償保障制度の充実等 ・・・・・・・・・・・・ 87 

 ⑵ 損害賠償の請求についての援助等 ・・・・・・・・・・・・ 88 

 ⑶ 交通事故被害者支援の充実強化 ・・・・・・・・・・・・・ 88 

８ 交通事故分析の高度化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 90 

 

第２部 鉄道交通の安全 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 91 

 第１章 鉄道事故のない社会を目指して ・・・・・・・・・・・・・・ 92 

  １ 鉄道事故の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 92 

２ 鉄道交通の安全についての目標 ・・・・・・・・・・・・・・ 92 

第２章 鉄道交通の安全についての対策 ・・・・・・・・・・・・・・ 93 

   第１節 今後の鉄道交通安全対策を考える視点 ・・・・・・・・・・ 93 

   第２節 講じようとする施策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 93 

    １ 鉄道交通環境の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 93 

 ⑴ 鉄道施設等の安全性の向上 ・・・・・・・・・・・・・・・ 93 

 ⑵ 運転保安設備等の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 94 

２ 鉄道交通の安全に関する知識の普及 ・・・・・・・・・・・・ 94 

３ 鉄道の安全な運行の確保 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 94 

 ⑴ 保安監査の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 95 

 ⑵ 運転士の資質の保持 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 95 

 ⑶ 安全上のトラブル情報の共有・活用 ・・・・・・・・・・・ 95 

 ⑷ 気象情報等の充実 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 95 

 ⑸ 大規模な事故等が発生した場合の適切な対応 ・・・・・・・ 96 

 ⑹ 運輸安全マネジメント評価の実施 ・・・・・・・・・・・・ 96 

 ⑺ 計画運休への取組 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 96 

４ 救助・救急活動の充実 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 97 

 



  

第３部 踏切道における交通の安全 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 98 

第１章 踏切事故のない社会を目指して ・・・・・・・・・・・・・・ 99 

１ 踏切事故の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 99 

２ 近年の踏切事故の特徴 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 99 

    ３ 踏切道における交通の安全についての目標 ・・・・・・・・・ 99 

第２章 踏切道における交通の安全についての対策 ・・・・・・・・・ 100 

 第１節 今後の踏切道における交通安全対策を考える視点 ・・・・・ 100 

 第２節 講じようとする施策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100 

１ 踏切道の立体交差化、構造の改良及び歩行者等立体横断施設 

の整備、バリアフリー化の促進 ・・・・・・・・・・・・・・・ 100 

    ２ 踏切道の統廃合の促進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 101 

３ 踏切保安設備等の整備及び交通規制の実施 ・・・・・・・・・ 101 

    ４ その他踏切道の交通の安全及び円滑化等を図るための措置 ・・ 102 

 

参考  交通安全対策基本法（抜粋） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 103 

    交通安全対策基本法施行令（抜粋） ・・・・・・・・・・・・・・ 105 

    鹿児島県交通安全対策会議委員構成 ・・・・・・・・・・・・・・ 106 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 1 -

Ⅰ 計画の基本的事項 

 

 第 12 次鹿児島県交通安全計画の基本的事項は、次のとおりとします。 

 

１ 計画策定の趣旨 

 本県の交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、交通安全

対策基本法（昭和 45 年法律第 110 号）に基づき、昭和 46 年度に第１次

の鹿児島県交通安全計画（以下「交通安全計画」という。）を策定し、

以後５年ごとに交通安全計画を改訂し、国、県、市町村、関係機関・団

体等が一体となって各般にわたる交通安全対策を強力に実施してきまし

た。 

 その結果、道路交通事故による死者数は、昭和 47 年の 254 人をピーク

として増減を繰返しながらも着実に減少し、令和５年に 40 人となり、昭

和 26 年以降最小となりましたが、令和７年中における人口 10 万人当た

りの死者数は 2.87 人と全国平均の 2.06 人よりも高い状況にあります。 

 また、鉄道（軌道を含む。以下同じ。）の分野においても鉄道交通の

事故件数は減少していますが、大量・高速輸送システムの進展の中で、

ひとたび交通事故が発生した場合には、多数の死傷者を伴う重大な事故

となるおそれが常にあります。 

 人命尊重の理念のもと、交通事故のない安全で安心な鹿児島県を実現

していくためには交通社会を取り巻く情勢はもとより、本県における交

通事故の特徴に対応した適切かつ効果的な諸施策を引き続き講じていく

必要があります。 

  

２ 計画の位置付け 

この交通安全計画は、現在の交通事故等の状況を踏まえ、交通安全対

策基本法第 25 条第１項の規定に基づき、陸上交通（道路交通、鉄道交通、

踏切道における交通）の安全に関し、各関係機関・団体等が講ずべき施

策の大綱を定めたものです。 

 

３ 計画期間 

  令和８年度から 12 年度までの５年間です。 

各年度の具体的な事業計画については、毎年度、この計画に基づき「鹿

児島県交通安全実施計画」を作成します。 
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４ 計画の基本理念   

 ○交通事故のない社会を目指して 

 ○人優先の交通安全思想 

 ○少子高齢化が進展しても安全に移動できる社会の構築 

 

５ 第 11 次交通安全計画の成果 

 第 11 次交通安全計画（令和３年度～令和７年度）では、道路交通、鉄

道交通及び踏切道における交通の３分野において、それぞれの目標を掲

げ、交通安全対策を講じてきました。 

 その結果、第 11 次交通安全計画（令和３年度～令和７年度）における

「年間の 24 時間死者数 43 人以下」の目標については、令和４年に 42 人、 

令和５年には 40 人となり２年連続で目標を下回りました。 

 また、「年間の重傷者数 400 人以下」の目標については、令和４年に

396 人、令和６年には 391 人、令和７年には 366 人となり、５か年のう

ちの３年間で目標を下回りました。 
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Ⅱ 施策の展開 

 

    第１部 道路交通の安全 

  

１ 道路交通事故のない社会を目指して（基本的考え方） 

○ 人命尊重の理念に基づき、究極的には交通事故のない社会 

を目指します。 

○ 道路交通事故による死者数及び命に関わり優先度が高い 

重傷者数をゼロに近づけることを目指し取り組みます。 

 

 

２ 道路交通の安全についての目標 

 令和 12 年までに 

 ◆ 交通事故死者数（24 時間以内）を 41 人以下 

 ◆ 重傷者数を 360 人以下 

  にすることを目指します。 

 

 

３ 道路交通の安全についての対策 

 交通事故による被害を減らすために重点的に対応すべき事項 

  ◎ 最重点  高齢者及びこどもの安全確保 

  ○ 重 点  ⑴歩行者及び自転車の安全確保と遵法意識の向上 

               ⑵生活道路における歩行者等の安全確保 

⑶県民自らの意識改革等による交通安全意識の高揚  

 重点推進事項 

①   先進技術の活用推進 

②   交通実態等を踏まえたきめ細やかな対策の推進 

 ③ 地域が一体となった交通安全対策の推進 

 ④ 外国人の交通安全対策の推進 

 ⑤ 特定小型原動機付自転車を始めとする小型モビリティの安全対策の推進  

 

 

４ 講じようとする８つの施策 

 ① 道路交通環境の整備  ⑤ 道路交通秩序の維持 

 ② 交通安全思想の普及徹底 ⑥ 救助・救急活動の充実 

 ③ 安全運転の確保     ⑦ 被害者等支援の充実と推進  

 ④ 車両の安全性の確保   ⑧ 交通事故分析の高度化   
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第１章 道路交通事故のない社会を目指して（基本的な考え方） 

 

１ 道路交通事故のない社会を目指して 

我々は、人命尊重の理念に基づき、究極的には、交通事故のない社会を 

目指すべきです。 

  近年における本県の交通情勢は、発生件数、死傷者数ともに減少傾向に

ある一方で、小学生を始めとするこどもが関係する交通事故や高齢者が当

事者となる交通事故が後を絶たず、特に高齢者の交通事故死者数は、23年

連続で全死者数の過半数を占めています。 

次世代を担うこどものかけがえのない命を守るとともに、今後も続くこ

とが予想されている少子高齢化の進展に適切に対処するため、時代のニー

ズに応える交通安全の取組がより一層求められています。 

今後も、道路交通事故による死者数及び命に関わり優先度が高い重傷者

数をゼロに近づけることを目指し、究極的には、道路交通事故のない社会

の実現に向けて、県を挙げて更に積極的な取組が必要です。 

交通安全対策の推進に当たっては、我が国における道路交通事故による

経済的損失が少なくとも年間10兆5,540億円に達していることを念頭に置

きつつ、交通社会に参加する全ての県民が交通安全に留意するとともに、

より一層交通安全対策を充実していくことが必要です。  

特に、交通安全は、地域社会と密接な関係を有することから、地域の交

通事情等を踏まえた上で、それぞれの地域における活動を強化していくこ

とが重要です。 

その際、行政、学校、家庭、職場、団体、企業等が役割分担しながら、

その連携を強化し、住民が交通安全に関する各種活動に対して、その計画、

実行、評価の各場面において様々な形で参加・協働していくことが有効です。  

また、第12次県交通安全計画期間中においても、交通事故発生状況等の

各種データ分析を適切に行い、その結果に応じて、交通実態等に即した必

要な施策を講じます。 

 

２ 歩行者の安全確保 

特に、我が国では、欧米諸国と比較して、交通事故死者数に占める歩行

者の割合が高くなっており、人優先の交通安全思想の下、歩道の整備等に

より歩行者の安全確保を図ることが重要です。 
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３ 地域の実情を踏まえた施策の推進 

交通安全に関しては、様々な施策メニューがあるところ、市町村等それ

ぞれの地域の実情を踏まえた上で、その地域に最も効果的な施策の組合せ

を地域が主体となって行うべきであり、特に、生活道路における交通安全

対策については、総合的なまちづくりの中で実現していくことが有効です。  

このようなまちづくりの視点に立った交通安全対策の推進に当たっては、

住民に一番身近な市町村や警察署の役割が極めて大きく、さらに、地域の

安全性を総合的に高めていくためには、交通安全対策を防犯や防災と併せ

て一体的に推進していくことが有効かつ重要です。 

 

４ 役割分担と連携強化 

行政のほか、学校、家庭、職場、団体、企業等それぞれが責任を持ちつ

つ役割分担をしながら、その連携を強化し、また、住民が交通安全に関す

る各種活動に対して、その計画、実行、評価の各場面において様々な形で

積極的に参加し、協働していくことが有効です。 

 

５ 交通事故被害者等の参加・協働 

交通事故被害者等は、交通事故により家族を失い、傷害を負わされるな 

ど、交通事故の悲惨さを我が身をもって経験し、理解していることから、 

交通事故被害者等の参加や協働は重要です。



 - 6 - 

第２章 道路交通の安全についての目標 

 

   第１節 道路交通事故の現状と今後の見通し 

 

１ 道路交通事故の推移 

 本県の交通事故による 24 時間死者数は、昭和 47 年に 254 人を数えまし

たが、昭和 48 年以降、多少の変動はあるものの減少傾向で推移し、昭和

60 年には 118 人まで減少しました。その後、増勢に転じ、平成５年には死

者数が 154 人に至りましたが、翌年から再び減少傾向に転じ、第 10 次交

通安全計画（平成 28 年度～令和２年度）最終年の、令和２年中の死者数

は 53 人で、第１次交通安全計画が開始された昭和 46 年以降で最少となり

ました。 

 令和３年に国が示した第 11 次交通安全基本計画の「令和７年までに年

間の交通事故死者数を 2,000 人以下にする」という目標を受け、本県にお

いても交通事故死者数の減少を目指すこととし、第 11 次交通安全計画に

おいて「年間の 24 時間死者数 43 人以下」の目標を掲げ、各般の交通安全

対策を鋭意推進し、令和４年には 42 人、令和５年には昭和 46 年以降最小

の 40 人となりました。 

なお、重傷者数については、令和４年に 396 人、令和６年に 391 人、 

令和７年には昭和 46 年以降最小の 366 人となりました。 
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【参考】これまでの交通安全計画における交通事故死者数の目標値と実績値 

区   分  目 標 値    説            明   実  積  値 

第１次(S46～S50) 113 人 歩行者について過去５年間の平均の半減 S50  162 人 

第２次(S51～S55) 127 人 昭和 47 年（254 人：過去最高）の半減 S55  126 人 

第３次(S56～S60) 121 人以下 昭和 60 年までに S60  118 人 

第４次(S61～H 2) 120 人以下 平成２年までに定着させる H 2  122 人 

第５次(H 3～H 7) 120 人以下 平成７年までに H 7  150 人 

第６次(H 8～H12) 133 人以下 過去５年間の平均の 10％減 H12  123 人 

第７次(H13～H17) 118 人以下 基本法施行以降最低の昭和 60 年の数以下 H17  103 人 

第８次(H18～H22) 75 人以下 国の「24 年までに 5,000 人以下」を受けて H20   88 人 

第９次(H23～H27) 62 人以下 国の「3,000 人以下」を受けて H27   77 人 

第 10 次(H28～R2) 62 人以下 目標を達成していないことから据え置き R 2   53 人 

第 11 次(R3～R7) 43 人以下 第 10 次計画の平均値(62 人)に第９次から

第 10 次の減少率(約 30%)を基に設定 
R 5   40 人 

※ 実績値は各計画期間中の最小値 
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２ 道路交通事故等の特徴と課題 

⑴ 死亡事故の特徴 

 ア 全死者の約６割以上が高齢者 

 全交通事故死者に占める 65 歳以上の高齢者の割合は平成 15 年から

23 年連続で過半数を超えており、令和５年と７年には７割を超えてい

ます。 

【図―①参照】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 歩行中における高齢者の死者が多い 

 状態別で見ると、最も多いのは自動車運転中の死者（36.7％）です

が、ほぼ同程度の割合で歩行中等の死者（33.6％）も多く、中でも、

高齢者の割合が歩行中死者全体の 79％を占めているなど、高齢死者の

割合が非常に高くなっています。 

【図―②、③参照】 

 また、歩行中死者の昼夜別では、夜間の割合が高く、夜光反射材の

着用率が著しく低くなっています。 

【図―④参照】 

 

 

 

 

 

出典） 鹿児島県警交通統計より
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 出典） 鹿児島県警交通統計より
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 今後も、人口の減少に伴い、県の人口に占める高齢者の割合は高い

状態が続くことが予想されるほか、特に 75 歳以上の「後期高齢者」が

増加傾向にある状況を考慮すると、高齢者の安全の確保はより一層重

要となります。 

                         【図―⑤参照】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出 典 ） 鹿 児 島 県 年 齢 別 推 計 人 口 及 び 人 口 動 態 （ 令 和 ６ 年 10 月 １ 日 現 在 ） よ り  
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⑵ 過去５年における交通事故死者の約４割が自動車乗車中 

 過去５年間における全交通事故死者 226 人のうち、約４割の 99 人が自

動車乗車中死者（運転中死者と同乗中死者の合計）で、次いで歩行中が

76 人（約３割）、自動二輪乗車中が 21 人（約１割）となっています。 

                             【図―⑥参照】 

 また、令和６年のシートベルト着用率（警察庁と日本自動車連盟によ

る合同調査結果）は、一般道、高速道路ともに後部座席の着用率が低い

結果となっており、自動車乗車中の交通事故死者を減少させるためには、

交通事故発生時の被害軽減効果の高いシートベルトの着用を徹底する必

要があります。                   【図―⑦参照】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

出典） 鹿児島県警交通統計より

出 典 ） シ ー ト ベ ル ト 着 用 率 ： 警 察 庁 ・ 日 本 自 動 車 連 盟 (JAF)合 同 調 査 結 果 よ り  
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⑶ 飲酒運転による交通事故 

 飲酒運転については、平成 11 年 11 月に発生した東京都の「東名高速

飲酒運転事故」、平成 18 年８月に発生した福岡県の「海の中道大橋飲酒

運転事故」等を契機に飲酒運転撲滅機運が高まり、道路交通法の改正等

により厳罰化、行政処分の強化等が行われました。 

 また、道路交通法の改正により、令和６年 11 月から自転車運転者等に

対する飲酒運転の罰則が強化されるなど、飲酒運転の根絶に向けた取組

を引き続き講じていく必要があります。 

                                                     【図―⑧参照】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷ こども、自転車の事故 

ア こどもの事故 

 こどもが負傷者となる交通事故は、自動車同乗中の負傷が例年最も

多くなっていますが、チャイルドシートの着用率（令和７年度）は  

68.6 パーセント（全国平均 82.4 パーセント）にとどまっています。 

 自動車乗車中のこどもの負傷事故を減少させるためには、交通事故

発生時の被害軽減効果の高い、チャイルドシートの使用と正しい着用

を徹底していく必要があります。 

 また、歩行中、自転車乗車中の交通事故も依然として発生しており、

引き続き、こどもの安全確保に取り組む必要があります。 

【図―⑨参照】 

 

 

出典） 鹿児島県警交通統計より

出典） 鹿児島県警交通統計より
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イ 自転車の事故 

 自転車の事故については過去５年間の全人身事故の約１割を占め、

当事者の約９割に誤った利用（法令違反等）が認められます。 

 自転車については、自動車等に衝突された場合には被害者となる反

面、歩行者等と衝突した場合には加害者となるため、それぞれの対策

を講じていく必要があります。 

また、令和８年４月からは、自転車利用者に対する交通反則通告制度、

いわゆる「青切符」の運用が開始されますので、今後､更に自転車利用

者に対する正しい交通ルールの周知徹底が重要となってきます。 

【図―⑩参照】 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典） 鹿児島県警交通統計より

出典） 鹿児島県警 交通統計
チ ャ イ ル ド シ ー ト の 着 用 率 は 警 察 庁 ・ 日 本 自 動 車 連 盟 (JAF)合 同 調 査 結 果 よ り  
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 第２節 交通安全計画における目標 

 

   令和 12 年までに 

年間の 24 時間死者数を   41 人以下 

年間の重傷 *1者数を    360 人以下 

  にすることを目指します。 

 

 交通事故のない社会を達成することが究極の目標ですが、中期的には本計

画の計画期間である令和 12 年までに、「年間の 24 時間死者数を 41 人以下

にする」ことを目指します。 

 このことは、24 時間死者数のみならず、道路交通事故に起因する死者数 

（30 日以内死者数等）も、同様に減少させることを意味します。 

 また、最先進技術や救急医療の発達等により交通事故の被害が軽減し、従

来であれば死亡事故に至るような場合であっても、重傷に留まる事故も少な

くないことから、命に関わり優先度が高い重傷者の減少や事故そのものの減

少にも取り組み、重傷者数を令和 12 年までに「年間 360 人以下とする」こと

を目指します。 

 そのため、県及び市町村は、県民の理解と協力のもと、第３章に掲げた諸

施策を総合的かつ強力に推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1重傷：交通事故によって、負傷し、１か月（30 日）以上の治療を要する場合をいいます。 
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第３章 道路交通の安全についての対策 

 

   第１節 今後の道路交通安全対策を考える視点 

 

 近年、道路交通事故の発生件数及び道路交通事故による死者数並びに死傷

者数が減少してきている状況を鑑みると、これまでの交通安全計画に基づき

実施されてきた施策には、一定の効果があったものと考えられます。 

 また、安全不確認、脇見運転、動静不注視等の安全運転義務違反に起因す

る死亡事故が依然として多く、相対的にその割合は高くなっているほか、ス

マートフォン等の普及に伴い歩行中や自転車乗車中の操作による危険性も指

摘されています。 

 このため、従来の交通安全対策を基本としつつ、経済社会情勢、交通情勢、

技術の進展・普及の変化等に柔軟に対応し、また、変化する状況の中で実際

に発生した交通事故に関する情報の収集・分析を充実させ、より効果的な対

策への改善を図るとともに、有効と見込まれる施策を推進します。 

 対策の実施に当たっては、可能な限り、対策ごとの目標を設定するととも

に、その実施後において効果評価を行い、必要に応じて改善していくことも

必要となります。 

 交通事故死者数及び重傷者数の一層の減少を図るとともに、安全で安心し

て暮らせる交通社会の実現に向け、本県の交通事故の特徴と課題に即した①

道路交通環境の整備、②交通安全思想の普及徹底、③安全運転の確保、④車

両の安全性の確保、⑤道路交通秩序の維持、⑥救助・救急活動の充実、⑦被

害者等支援の充実と推進、⑧交通事故分析の高度化、の８つの交通安全対策

を実施します。 

 その際、次の１及び２のように重点的に対応すべき事項を明確にした上で

対策の推進を図っていきます。 

 

１ 交通事故による被害を減らすために重点的に対応すべき事項 

◎ 最重点 

高齢者及びこどもの安全確保 

 本県は、交通事故による死者の中で、高齢者の占める割合が極めて高

いことや、今後においても本県の高齢化は急速に進むことなどを踏まえ

ると、高齢者が安全にかつ安心して外出し、移動できるような交通社会

の形成が必要です。 

 高齢者については、主として歩行及び自転車等を交通手段として利用
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する場合の対策とともに、自動車を運転する場合の安全運転を支える対

策を推進します。さらに、運転免許返納後の、高齢者の移動を伴う日常

生活を支えるための対策は、この計画の対象となる政策に留まりません

が、これらの対策とも連携を深めつつ推進することが重要となります。 

 高齢者が歩行及び自転車等を交通手段として利用する場合について

は、歩道の整備や生活道路の対策、高齢者の特性を踏まえた交通安全教

育や見守り活動などのほか、多様なモビリティの安全な利用を図るため

の対策、地域の状況に適った自動運転サービス等の活用なども重要とな

ると考えられます。 

また、年齢等にかかわらず多様な人々が利用しやすいよう都市や生活

環境を設計するとの考え方に基づき、バリアフリー化された道路交通環

境を形成します。 

 高齢者の安全運転を支える対策については、身体機能の衰え等を補う

技術の活用・普及を一層積極的に進める必要があります。 

一方で、運転支援機能の過信・誤解による事故が発生しており、運転

支援機能を始めとする技術とその限界、技術の進展の状況について、交

通安全教育等を通じて幅広く情報提供していく必要があります。 

 さらに、少子化の進行が深刻さを増している中で、安心してこどもを

産み育てることができる環境の整備、幼いこどもと一緒に移動しやすい

環境の整備も必要です。 

こどもの交通事故死者数は減少していますが、次代を担うこどもの安

全を確保する観点から、未就学児を中心にこどもが日常的に集団で移動

する経路や通学路等のこどもが移動する経路において、横断歩道の設置

や適切な管理、歩道の整備等の安全・安心な歩行空間の整備を積極的に

推進するとともに、地域の交通情勢に応じた交通安全教育等の対策を講

じます。 

加えて、こどもを保育所等に預けて働く世帯が増えている中で、保育

所等を始め地域でこどもも見守っていくための取組も充実させていく必

要があります。 

  

  



 - 17 - 

◎ 重点 

 ⑴ 歩行者及び自転車の安全確保と遵法意識の向上 

  第 11 次交通安全計画期間中（令和３年から令和７年）、本県の交通事故

死者数に占める歩行者の割合は約３割を占め、その中の約８割が高齢者

となっています。 

 状態別に見ると、歩行中の死者数は自動車乗車中に次いで２番目に多

く、横断歩道において自動車が一時停止しない等、歩行者優先が徹底さ

れているとは言えない現状であり、特に、高齢者やこどもが普段から利

用する道路の安全性を高める必要があります。 

 人優先の考えの下、未就学児を中心にこどもが日常的に集団で移動す

る経路、通学路、生活道路及び市街地の幹線道路において、歩車分離式

信号の整備、横断歩道の設置や適切な管理、歩道の整備を始め、安全・

安心な歩行空間の確保を積極的に進めるなど、歩行者の安全確保を図る

対策を推進します。 

 また、横断歩行者が関係する交通事故を減少させるため、運転者には

横断歩道に関する交通ルールの再認識と歩行者優先の徹底を周知するな

ど、運転者の遵法意識の向上を図ります。 

 歩行者に対しては、横断歩道を渡ること、信号機のあるところでは、

その信号に従うことに加え、信号機のない場所で横断するときは手を上

げるなど、横断する意思を明確に伝える必要性があることを含め、安全

を確認してから横断を始め、横断中も周りに気をつけること、歩きスマ

ホはしないこと等、歩行者が自らの安全を守るための行動を促すための

交通安全教育等を推進します。 

 次に、自転車については、自動車等に衝突された場合には被害者とな

る反面、歩行者等と衝突した場合には加害者となるほか、自転車利用者

による自転車の交通ルールに関する理解が不十分な現状です。 

令和６年には道路交通法（昭和 35 年法律第 105 号）の改正により、 

同年 11 月から自転車運転中の携帯電話使用等に対する罰則が強化され、

酒気帯び運転が罰則の対象とされたほか、令和８年４月から自転車に対

する交通反則通告制度が適用されることとなりました。 

これを踏まえ、官民が連携し、ライフステージに応じた交通安全教育

の充実を図り、自転車の基本的なルールの周知徹底を図るとともに、自

転車の悪質・危険な違反に対しては厳正な取締りを推進します。 

また、ヘルメットの着用義務（高校生以上は努力義務）、自転車損害

賠償責任保険等の加入義務などについて規定したかごしま県民のための
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自転車の安全で適正な利用に関する条例（以下「かごしま自転車条例」

という。）の広報啓発に取り組みます。 

さらに、駆動補助機付自転車（以下「電動アシスト自転車」という。）

の普及が進み、全国的にはその交通事故が増加していることを踏まえ、

交通事故の防止を図るための、車両の特性を踏まえた交通安全教育、広

報啓発を推進します。 

 自転車の安全利用を促進するためには、車線や歩道の幅員の見直し等

により、歩行者、自転車及び自動車が適切に分離された、安全で快適な

自転車通行空間の確保を積極的に進める必要があり、特に、生活道路や

市街地の幹線道路において自転車の通行空間の確保を進めるに当たって

は、自転車交通の在り方や多様なモード間の分担の在り方を含め、まち

づくり等の観点にも配慮します。 

自動車の運転者に対しても、令和８年４月から適用される自転車の側

方を通過する際の安全確保に関する規定を始め、車道を通行する自転車

の安全を確保するための交通ルールについて周知を図ります。 

  

 ⑵ 生活道路における歩行者等の安全確保 

 生活道路においては、高齢者、障害者、こどもを含む全ての歩行者や

自転車が安全で安心して通行できる環境を確保し、生活道路における歩

行者等の安全確保のための取組を進め、「生活道路は人が優先」という

意識を県民に浸透することを目指します。 

 生活道路の安全対策については、歩行者や自転車等の安全を確保する

ため、歩道の整備やハンプ（車道の一部を盛り上げる）の設置、無電柱

化、歩車分離式信号の整備、必要な箇所に対する交通規制の実施、交通

情報の提供、交通事故データの客観的な分析による事故原因の検証とい

ったハード・ソフト両面の対策を組み合わせて推進します。 

 特に面的対策が必要な地区についは、区域内の速度や通過交通の抑制

を図るため、最高速度 30 キロメートル毎時の区域規制を中心とする対策

である「ゾーン 30」や、最高速度 30 キロメートル毎時の区域規制に加

え、ハンプやスムーズ横断歩道（車両の運転者に減速と横断歩行者優先

の遵守を促す、ハンプと横断歩道を組み合わせた構造物）といった物理

的デバイスを適切に組み合わせた「ゾーン 30 プラス」の整備を一層強力

に推進します。 

また、引き続き、自動車の速度抑制を図るための道路交通環境整備を

進めるほか、可搬式速度違反自動取締装置による取締りを実施するなど、



 - 19 - 

生活道路における適切な交通指導取締りの実施、安全な走行方法の普及、

幹線道路を通行すべき自動車の生活道路への流入を防止するための対策

等を推進していく必要があります。 

 令和８年９月より、生活道路における法定速度が 30 キロメートル毎時

に引き下げられることから、関係機関が連携して施行準備を行うととも

に、広報啓発等を実施するなど円滑な施行を図ります。 

生活道路における違法駐車については、歩行者や車両の安全な通行の

妨げとなるなど、地域住民の生活環境に大きな影響を及ぼすため、違法

駐車の取締り等を推進します。 

なお、これら生活道路における各種対策を実施していく上では、対策

着手段階から一貫して住民の意見を反映していくことが重要であり、地

域住民を交えた取組を進めるなど、対策の推進に当たっては留意が必要

です。 

   

⑶ 県民自らの意識改革等による交通安全意識の高揚 

 交通行政に携わる者、交通機関にかかわる者を含め、交通社会に参加

するすべての県民が、交通事故の危険性を十分認識した上で、交通事故

のない社会を目指し、交通事故を起こさない、交通事故に遭わないとい

う意識を再認識する必要があります。 

 そのためには、交通安全教育や交通安全に関する広報・啓発活動を一

層充実する必要がありますが、一方的な情報提供や呼び掛けでは効果は

限定的であることから、県民が自ら安全で安心な交通社会を構築してい

こうとする前向きな意識を持つようになることが重要です。 

 このため、住民が身近な地域や団体において、自ら具体的な目標や方

針を設定し、交通安全に関する各種活動に直接関わるなど、安全で安心

な交通社会の形成に積極的に関与していくような仕組みづくりが求めら

れており、県や市町村において、それぞれの実情に応じた仕組みを工夫

する必要があります。 

 さらに、その目標を設定するに際しては、交通事故死者や交通事故件

数等とは異なる当該地域に根ざした目標（例えば、夜光反射材の着用率

向上等）を生み出すことも、住民の交通安全意識を高める上で効果的です。 

 また、市町村交通安全計画の作成に当たっては、国の交通安全基本計

画や当計画を踏まえつつ、地域の交通情勢や社会情勢等の特徴を十分考

慮するとともに、地域住民の意向を十分反映させることも、交通安全意

識の高揚のためには有効です。 
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２ 重点推進事項 

 ⑴ 先進技術の活用推進 

 衝突被害軽減ブレーキを始めとした先進技術の活用は、交通事故が減

少している要因のひとつと考えられます。 

今後も、安全運転サポート車（サポカー）の普及はもとより、運転者

の危険認知の遅れや運転操作の誤りによる事故を未然に防止するための

運転支援システムの更なる発展や普及、車間通信、自動運転の実用化や

自動運転車へのインフラからの支援等、先進技術の活用により、交通事

故の更なる減少が期待されます。   

他方、運転支援機能や自動運転は、それぞれについて機能に限界があ

ることから、性能を過信・誤解せず、正しく理解し利用するよう広報啓

発を推進します。 

また、安全な自動運転を実用化するための交通ルールの在り方や安全

性の担保方策等について、技術開発等の動向を踏まえつつ広報を推進し

ていくほか、車両分野にとどまらず、例えば、交通事故が発生した場合

にいち早く駆けつけるシステム等、技術発展を踏まえたシステムについ

ても広報を推進します。 

加えて、少子高齢化等により、職業運転手等の人手不足が深刻化して

いる中で、先進技術の活用により、人手不足を解決しつつ、安全の確保

に取り組みます。 

 

⑵ 交通実態等を踏まえたきめ細やかな対策の推進 

 これまで、総合的な交通安全対策の実施により交通事故は減少しまし

たが、安全運転義務違反に起因する死亡事故は依然として多く、近年、

相対的にその割合は高くなっています。 

 このため、これまでの対策では抑止が困難である交通事故について、

発生地域、場所、形態等を詳細な情報に基づき分析し、よりきめ細かな

対策を効果的かつ効率的に実施していくことにより、交通事故の減少を

図ります。 

 また、道路システムの DX を通じて道路関係のデータの利活用を推進す

るとともに、ビッグデータ等や専門家の知見を幅広く活用していきます。 

    

⑶ 地域が一体となった交通安全対策の推進 

 各地域においては、少子高齢化の一層の進展等に伴う、地域社会のニ

ーズと交通情勢の変化を踏まえつつ、安全安心な交通社会の実現に向け
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た取組を具体化することが急がれる中で、行政、関係団体、住民等の協

働により、地域に根ざした交通安全の課題の解決に取り組んでいくこと

が一層重要となります。 

 このため、地域活動で中心的役割を担う人材と協働し、地域住民の交

通安全対策への関心を高め、交通事故の発生場所や発生形態等事故特性

に応じた対策を実施していくため、インターネット等を通じた交通事故

情報の提供に一層努めます。 

 また、安全な交通環境の実現のためには、交通社会の主体となる運転

者、歩行者等の意識や行動を周囲・側面からサポートしていく社会シス

テムを、それぞれの地域における交通情勢を踏まえ、行政、関係団体、

住民等の協働により形成していきます。 

 各自治体で取り組んでいる飲酒運転対策、自転車の交通安全対策など

については、他の地域における施策実施に当たっての参考となるよう、

積極的な情報共有を図ります。 

 

 ⑷ 外国人の交通安全対策の推進 

   本県における在留外国人、訪日外国人旅行者等が近年増加しており、

日本の運転免許を保有する外国人も増加しています。また、全国的には

外国人運転者による交通事故件数も増加しているほか、外国人による無

免許運転、飲酒運転等の悪質な交通違反が伴う交通事故も発生していま

す。さらに、バスやタクシー等の自動車運送業分野等が特定技能制度の

対象とされるなど、外国人労働者の受入れ増加に伴い、外国人運転者も

更に増加していくことが見込まれるため、日本の交通ルールやマナーに

ついて理解を徹底させ、交通安全への意識変容を図るための取組を強化

する必要があります。 

   取組を強化するに当たっては、母国との交通ルールの違い等を理解で

きるよう、啓発動画やリーフレット等を活用した効果的な交通安全教育

や広報啓発を行うとともに、外国人労働者を雇用する使用者等による交

通安全教育や安全運転管理の強化（外国人運転者の運転技術に応じた個

別指導の推進）等、県・市町村、関係団体、地域社会や外国人労働者を

雇用する企業、観光事業者、レンタカー事業者、シェアリング事業者と

いった関係者それぞれが連携した横断的なアプローチが必要となってき

ます。 

   加えて、外国人の歩行者や自転車、特定小型原動機付自転車等利用者

に対しても、外国人運転者と同様に日本の交通ルール等について理解を
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促進して、交通安全への意識変容を図り、外国人が当事者となる交通事

故の抑止に取り組む必要があります。 

また、外国人にとって分かりやすい英語を併記した規制標識の整備や

案内標識の英語表記改善、路面標示を活用した注意喚起等を推進するほ

か、外国の運転免許から日本の運転免許に切り替える、いわゆる「外免

切替」制度についても、厳格な運用を図ります。 

 

⑸ 特定小型原動機付自転車を始めとする小型モビリティの安全対策の推進 

 特定小型原動機付自転車について、利用者による交通事故実態や違反

の状況を踏まえ、関係事業者と連携し、基本的な交通ルールの周知徹底

や、交通安全教育等の交通安全対策を推進するとともに、交通指導取締

りを強化します。 

ペダル付き電動バイクについては、一般原動機付自転車又は自動車に

該当し、運転には運転免許を要し、ヘルメットの着用が義務とされてい

ることに加え、ナンバープレート、方向指示器等が必要なこと等につい

て、関係機関、販売事業者等と連携して周知徹底を図るほか、無免許運

転、通行区分違反等の悪質・危険な運転に対する交通指導取締りを強化

するとともに、ペダル付き電動バイクを電動アシスト自転車と称して販

売する違法販売業者対策を推進します。 

 このほか、電動車椅子は歩行者であることについて周知に努めるとと

もに、安全な利用のための交通安全教育を推進します。さらに、遠隔操

作型小型車の届出制度が道路交通法に新設され、他の都道府県では既に

自動配送ロボットによる荷物・飲食物等の配送が行われているところも

ありますので、今後、本県においても関係機関や事業者と連携して安全

対策を推進していく必要があります。 
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第２節 講じようとする施策 

 

１ 道路交通環境の整備 

 県内では道路交通環境の整備については、これまでも関係機関が連携

し、幹線道路と生活道路の両面で対策を推進してきたところであり、幹線

道路の事故多発地点対策等で一定の事故抑止効果が確認されていますが、

県内の幹線道路における事故が、全死傷事故件数の約半数、全死者数の約

３分の２を占めています。また、全国の歩行中・自転車乗用中の死者数は

諸外国と比べて高いことから、歩行者・自転車が多く通行する生活道路に

おける安全対策をより一層推進する必要があります。 

 このため、今後の道路交通環境の整備に当たっては、自動車交通を担う

幹線道路等と歩行者中心の生活道路の機能分化を進め、身近な生活道路の

安全の推進に取り組みます。 

 また、少子高齢化が一層進行する中で、こどもを事故から守り、高齢者

や障害者等が安全にかつ安心して外出できる交通社会の形成を図る観点

から、安全・安心な歩行空間が確保された人優先の道路交通環境整備の強

化を図ります。 

 そのほか、道路交通の円滑化を図ることによる交通安全の推進に資する

ため、道路利用の仕方に工夫を求め、輸送効率の向上や交通量の時間的・

空間的平準化を図る交通需要マネジメント（TDM）施策を総合的に推進す

るとともに、ICT 等を用いて、人と道路と車両とを一体のシステムとして

構築し、安全性、輸送効率及び快適性の向上を実現するとともに、渋滞の

軽減等の交通の円滑化を通じて環境保全に寄与することを目的とした高

度道路交通システム（ITS*1）の開発・普及啓発に努めます。 

 

⑴    生活道路等における人優先の安全・安心な歩行空間の整備 

 これまで一定の成果をあげてきた交通安全対策は、主として「車中心」

の対策であり、歩行者や自転車の視点からの道路整備や交通安全対策は

依然として十分とはいえず、また、生活道路への通過交通の流入等の問

題も依然として深刻です。 

このため、地域の協力を得ながら、通学路、生活道路、市街地の幹線

道路等において歩道を積極的に整備するなど、「人」の視点に立った交

 

*1ITS：Intelligent Transport Systems 
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通安全対策を推進していく必要があり、特に交通の安全を確保する必要

がある道路において、歩道や自転車通行空間等の交通安全施設等の整備、

効果的な交通規制の推進等きめ細かな交通事故防止対策を実施すること

により、車両の速度の抑制や、歩行者、自転車及び自動車が適切に分離

された安全な道路交通環境を形成します。 

ア 生活道路における交通安全対策の推進 

 通行禁止等の交通規制、路側帯の設置・拡幅等を実施するほか、面

的対策が必要な地区については、最高速度 30 キロメートル毎時の区域

規制を中心とする対策である「ゾーン 30」や最高速度 30 キロメート

ル毎時の区域規制とハンプや狭さくといった物理的デバイスを組み合

わせた「ゾーン 30 プラス」の整備を推進し、車両速度の抑制や通過交

通の排除に重点を置いた対策を推進します。 

また、自動車と歩行者の交通事故を抑止するため、令和８年９月か

ら生活道路の法定速度が 30 キロメートル毎時に引き下げられること

となりましたが、関係機関が連携して施行準備を行うとともに、これ

に関する広報啓発を実施するなど、制度の円滑な施行を図ります。  

県警察においては、交通規制、交通管制及び交通指導取締りの融合

に配意した施策を推進します。高輝度標識等の見やすく分かりやすい

道路標識・道路標示の整備や信号灯器の LED 化、路側帯の設置・拡幅

等の安全対策や外周幹線道路を中心として、信号機の改良、光ビーコ

ン・交通情報板等によるリアルタイムの交通情報提供等の交通流円滑

化対策を実施します。 

また、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平

成 18 年法律第 91 号。以下「バリアフリー法」という。）に定められ

た生活関連経路を構成する道路を中心に音響により信号表示の状況を

知らせる音響式信号機、高度化 PICS*1を含めた歩行者等支援情報通信

システム、信号表示面に青時間までの待ち時間及び青時間の残り時間

を表示する経過時間表示機能付き歩行者用灯器、歩行者と自動車が通

行する時間を分離して交通事故を防止する歩車分離式信号等の整備を

推進します。 

 道路管理者においては、歩道の整備等により、安心して移動できる

 

*1高度化 PICS：Bluetooth を活用し、スマートフォン等に対して、歩行者用信号情報を送

信するとともに、スマートフォン等の操作により青信号時間の延長を可能とするもの。 
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歩行空間ネットワークを整備するとともに、最高速度 30 キロメートル

毎時の区域規制とハンプや狭さくといった物理的デバイスを組み合わ

せた「ゾーン 30 プラス」の整備を実施します。 

また、海外や国内の先進的なデータ分析や新技術の活用事例を収集

し、得られた知見を「ゾーン 30 プラス」の取組に反映することにより、

生活道路における面的な交通安全対策を強化します。 

 さらに、交通事故データや ETC2.0 プローブデータ等のデータを活用

することにより、効率的な交通安全対策を実施するほか、「ゾーン 30」

以外の生活道路においても、県公安委員会と道路管理者が連携し、自

動車の速度の抑制、道路の形状や交差点の存在の運転者への明示、歩

行者と自動車それぞれの通行区分の明示等を進め、歩行者と自動車が

共存する安全で安心な道路空間を創出するための取組を推進します。 

 加えて、ビッグデータの活用により潜在的な危険箇所の解消を進め

るほか、交通事故の多いエリアでは、県、自治体、地域住民等が連携

して効果的・効率的に対策を実施します。 

イ 通学路等における交通安全の確保 

 通学路における安全を確保するため、定期的な合同点検の実施や対

策の改善・充実等の継続的な取組を支援するとともに、道路交通実態

に応じ、警察、教育委員会、学校、道路管理者等の関係機関が連携し、

ハード・ソフトの両面から必要な対策を推進します。 

(ｱ) 高校、中学校に通う生徒、小学校、幼稚園、保育所や児童館等に

通う児童・幼児の通行の安全を確保するため、通学路等の歩道整備

等を積極的に推進するとともに、ハンプ・狭さく等の設置、路肩の

カラー舗装、防護柵の設置、自転車道・自転車通行帯等の自転車通

行空間の整備、押しボタン式信号機・歩行者用灯器等の整備、立体

横断施設の整備、横断歩道の拡充等の対策を推進します。 

 また、通学路における交通規制の担保の手法として、ライジング

ボラード(昇降式の車止め)の活用の効果を検討し、当該結果を踏ま

えてライジングボラードの活用の実現に向けた取組を推進します。 

  さらに、中学生・高校生の自転車での通学中の交通事故を減らす

ため、センサーによる注意喚起看板の設置等、学校等とも連携した

交通安全対策を面的に推進します。 

(ｲ) 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業におけるバス停

留所の交通安全上の実態把握及び安全性確保対策を講じるため、国、

県、県警察等の関係機関や道路管理者と乗合バス事業者及びその組
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織する団体で構成された「鹿児島県バス停留所安全性確保合同検討

会」(令和２年 12 月 15 日設置)を活用し、必要な対策を推進します。 

ウ 高齢者、障害者等の安全に資する歩行空間等の整備 

(ｱ) 高齢者や障害者等を含めて全ての人が安全に安心して参加し、活

動できる社会を実現するため、駅、公共施設、福祉施設、病院等の

周辺を中心に平坦性及び必要な幅が確保された歩道等を積極的に整

備します。 

 このほか、歩道の段差・傾斜・勾配の改善、バリアフリー対応型

信号機、歩車分離式信号、エスコートゾーン（視覚障害者誘導用道

路横断帯）、昇降装置付立体横断施設、歩行者用休憩施設、自転車

駐車場、障害者用駐車マス等を有する自動車駐車場等を整備します。 

 あわせて、高齢者、障害者等の通行の安全と円滑を図るとともに、

高齢運転者の増加に対応するため、信号灯器の LED 化、道路標識の

高輝度化を推進します。 

 特に、Bluetooth を活用し、スマートフォン等に歩行者用信号情

報を送信することで、スマートフォン等の操作により青信号時間の

延長を可能とする歩行者等支援情報通信システム（高度化 PICS）

の整備を推進し、高齢者、障害者等の安全な移動を支援します。 

また、高齢者の横断歩行中の交通事故を減らすため、センサー付

きスポットライトや二段階横断施設の設置等の交通安全対策を推進

するなど、高齢者が安心して健康に暮らせる道路交通環境の整備を

推進します。 

  さらに、駅前等の交通結節点において、エレベーター等の設置、

スロープ化や建築物との直結化が図られた立体横断施設、交通広場

等の整備を推進し、歩きたくなるような安全で快適な歩行空間を積

極的に確保します。 

 バリアフリー法に基づく重点整備地区に定められた駅の周辺地区

等においては、公共交通機関等のバリアフリー化と連携しつつ、誰

もが歩きやすい歩道、道路横断時の安全を確保する機能を付加した

バリアフリー対応型信号機等の整備を連続的・面的に整備しネット

ワーク化を図ります。 

 加えて、視覚障害者誘導用ブロック、歩行者用の案内標識、バリ

アフリーマップ等により、公共施設の位置や施設までの経路等を適

切に案内できるようにします。 
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(ｲ) 横断歩道、バス停留所付近の違法駐車などの悪質性、危険性、迷

惑性の高い駐車違反に対する取締りを強化するとともに、高齢者、

障害者等の円滑な移動を阻害する要因となっている歩道や視覚障害

者誘導用ブロック上等の自動二輪車等の違法駐車についても、放置

自転車等の撤去を行う市町村と連携を図りつつ、積極的な取締りを

推進します。 

    

⑵   高速道路の更なる活用促進による生活道路との機能分化 

   高規格幹線道路(自動車の高速交通の確保を図るために必要な道路

で、全国的な自動車交通網を構成する自動車専用道路であり、高速自動

車国道及び一般国道の自動車専用道路等で構成。)から生活道路に至る道

路ネットワークを体系的に整備し、道路の適切な機能分化を推進します。 

   特に、高規格幹線道路等、事故率の低い道路利用を促進するとともに、

生活道路においては、車両速度の抑制や通過交通を排除し、歩行者、自

転車中心の道路交通を形成します。 

 

⑶   幹線道路における交通安全対策の推進 

幹線道路における交通安全については、事故危険箇所を含め交通事故の

発生割合の大きい区間や、地域の交通安全の実績を踏まえた区間を優先

的に選定し、対策立案段階では、これまでに蓄積してきた対策効果デー

タにより対策の有効性を確認した上で次の対策に反映する「成果を上げ

るマネジメント」を推進するとともに、急ブレーキデータ等のビッグデ

ータを活用した潜在的危険箇所の対策等きめ細かく効率的な交通事故

対策を推進します。 

また、高規格幹線道路から生活道路に至るネットワークによって適切

に機能が分担されるよう、道路の体系的整備を推進するとともに、他の

交通機関との連携強化を図る道路整備を推進します。さらに、一般道路

に比べて安全性が高い高規格幹線道路の利用促進を図ります。 

ア 事故ゼロプラン（事故危険区間重点解消作戦）の推進 

国道３号や国道 10 号などの主要な幹線道路における交通安全に資

する道路整備事業の実施に当たっては、効果を科学的に検証しつつ、

マネジメントサイクル（一連の業務を行う上で、計画を立てて実行し、

結果を評価して改善し、次期業務へ反映させること）を適用すること

により、効率的・効果的な実施に努め、少ない予算で最大の効果を獲

得できるよう、次の手順により事故ゼロプランを推進します。 
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(ｱ) 特に交通事故の発生割合の大きい区間や地域の交通安全の実情を

反映した区間等、交通事故の危険性が高い特定の区間を第三者の意

見を参考にしながら選定します。   

(ｲ) 地域住民に対し、交通事故危険区間であることの注意喚起を行う

とともに、事故データより、卓越した交通事故類型や支配的な交通

事故要因等を明らかにした上で、今後蓄積していく対策効果データ

を活用しつつ、交通事故要因に即した効果の高い対策を立案・実施

します。 

(ｳ) 対策完了後は、対策の効果を分析・評価し、必要に応じて追加対

策を行うなど、評価結果を次の新たな対策の検討に活用します。 

イ 事故危険箇所（事故多発地点）対策の推進 

 特に、交通事故の発生割合の大きい区間やビッグデータの活用によ

り潜在的な危険区間等を事故危険箇所として指定し、県公安委員会と

道路管理者が連携して集中的な交通事故抑止対策を実施します。 

 事故危険箇所においては、信号機の新設・改良、歩車分離式信号の

運用、道路標識の高輝度化、歩道等の整備、隅切り等の交差点改良、

視距の改良、付加車線等の整備、中央帯の設置、バス路線等における

停車帯の設置及び防護柵、区画線等の整備、道路照明・視線誘導標等

の設置等の対策を推進します。 

ウ 幹線道路における交通規制 

  新規供用の高速自動車国道等については、道路構造、交通安全施設

の整備状況等を勘案し、安全で円滑な交通を確保するため、適正な交

通規制を実施するとともに、既供用の高速自動車国道等については、

交通流の変動、道路構造の改良状況、交通安全施設の整備状況、交通

事故の発生状況等を総合的に勘案して、交通実態に即した交通規制と

なるよう速度規制の引上げを含め、見直しを検討します。 

特に、交通事故多発区間においては、追越しのための右側部分はみ

出し通行禁止規制や速度規制等の必要な安全対策を推進するととも

に、交通事故、天候不良等の交通障害が発生した場合は、臨時交通規

制を迅速かつ適確に実施し、二次事故の防止を図ります。 

 また、一般道路については、交通の安全と円滑化を図るため、道路

の構造、交通安全施設の整備状況、交通の状況等を勘案しつつ、速度

規制及び追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止規制等について

見直しを行い、その適正化を図ります。 
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エ 重大事故の再発防止 

 社会的に大きな影響を与える重大事故が発生した際には、速やかに

事故要因を調査し、警察、道路管理者が連携して交通事故対策を講じ、

同様の事故の再発防止を図ります。 

オ 適切に機能分担された道路網の整備 

(ｱ) 高規格幹線道路から居住地域内道路に至るネットワークを体系的

に整備するとともに、歩道や自転車道等の整備を積極的に推進し、

歩行者、自転車及び自動車の適切な分離を図ります。 

(ｲ) 一般道路と比較して、死傷事故率が低く安全性の高い高規格幹線

道路等の整備や、インターチェンジの増設等による利用しやすい環

境を整備し、より多くの交通量を分担させることによって道路ネッ

トワーク全体の安全性の向上を図ります。 

(ｳ) 通過交通と域内交通の効果的な分散により、円滑で安全な道路交

通環境を確保するため、バイパス、環状道路等の整備を推進します。 

(ｴ) 幹線道路で囲まれた居住地域内や歩行者等の通行の多い商業地域

内等においては、通過交通をできる限り幹線道路に転換させるなど

道路機能の分化により生活環境を向上させるため、補助的な幹線道

路、区画道路、歩行者専用道路等の系統的な整備を行うとともに、

県公安委員会により実施される交通規制及び交通管制との連携を強

化し、ハンプ・狭さく等による車両速度及び通過交通の抑制等の整

備を総合的に実施します。 

(ｵ) 県民のニーズに応じた効率的な輸送体系を確立し、道路混雑の解

消など円滑な交通流が確保された良好な交通環境を形成するため、

道路交通、鉄道、海運、航空など複数の交通機関の連携を図るマル

チモーダル施策（複数の交通機関の連携を通じて利用者のニーズに

対応した効率的で良好な交通環境が提供される交通体系）を推進し、

鉄道駅等の交通結節点、空港、港湾の交通拠点へのアクセス道路の

整備等を推進します。 

カ 高速自動車国道等における交通事故防止対策の推進 

 高速自動車国道等においては、交通安全施設等の整備を計画的に進

めるとともに、道路の拡幅等の改築事業、適切な道路の維持管理、道

路交通情報の提供等を積極的に推進し、安全水準の維持、向上を図り

ます。  

(ｱ) 安全で円滑な自動車交通を確保するため、事故多発区間のうち緊

急に対策を実施すべき箇所について、雨天、夜間等の事故要因の詳
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細な分析を行い、これに基づき、中央分離帯強化型防護さく、自発

光式視線誘導標、高機能舗装、高視認性区画線の整備等を重点的に

実施するとともに、道路構造上往復に分離されていない非分離区間

については、対向車線へのはみ出しによる重大事故を防止するため、

長大橋梁、トンネルにおけるセンターブロックの設置等の安全対策

にも本格的に取り組むべく、積極的に検証を加速します。 

逆走及び歩行者、自転車等の立入り事案による重大事故防止のた

め、標識や路面標示等によるこれまでの対策の拡充に加え、産学官

が連携した新しい技術として、逆走車に対して強く衝撃を与えるよ

うな段差や突起物を路面上に設ける物理的対策等を実施するととも

に、高速道路に設置されている道路管理用カメラの画像からＡＩ技

術により逆走車両を検知し、カーナビやスマートフォンを通じて、

逆走車及び周囲の順走車に対して逆走情報を通知する技術の開発等

を推進します。 

渋滞区間における追突事故防止を図るため、臨時情報板を含む情

報板の効果的な活用を推進するほか、後尾警戒車等により渋滞最後

尾付近の警戒を行います。 

また、交通事故発生後の救助・救急活動を支援する緊急開口部の

整備等も併せて実施するとともに、高速自動車国道等におけるヘリ

コプターによる救助・救急活動を支援します。 

(ｲ) 過労運転やイライラ運転を防止し、安全で快適な自動車走行に資

するより良い走行環境の確保を図るため、本線拡幅やインターチェ

ンジの改良、交通事故や故障による停車車両の早期撤去等による渋

滞対策、休憩施設の混雑解消等を推進します。 

(ｳ) 道路利用者の多様なニーズに応え、道路利用者へ適切な道路交通

情報等を提供する道路交通情報通信システム（ V I C S * 1）及び 

ETC2.0 等の整備・拡充を図るとともに、渋滞の解消及び利用者サー

ビスの向上を図るため、情報通信技術を活用して即時に道路交通情

報の提供を行う利用者サービスの向上等を促進します。 

キ 道路の改築等による交通事故対策の推進 

 交通事故の多発等を防止し、安全かつ円滑・快適な交通を確保する

ため、次の方針により道路の改築等による交通事故対策を推進します。 

 

*1VICS：Vehicle Information and Communication System 
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(ｱ) 歩行者及び自転車利用者の安全と生活環境の改善を図るため、歩

道等を設置するための既存道路の拡幅、幹線道路の整備と併せた生

活道路におけるハンプや狭さくの設置等によるエリア内への通過車

両の抑制対策、歩行者、自転車及び自動車を適切に分離するための

自転車道、自転車専用通行帯等の自転車通行空間の整備等の道路交

通の安全に寄与する道路の改築事業を推進します。 

(ｲ) 交差点及びその付近における交通事故の防止と交通渋滞の解消を

図るため、交差点のコンパクト化、交差点改良等を推進します。 

(ｳ) 道路の機能と沿道の土地利用を含めた道路の利用実態との調和を

図ることが交通の安全の確保に資することから、交通流の実態を踏

まえつつ、沿道からのアクセスを考慮した副道等の整備、植樹帯の

設置、路上駐停車対策等の推進を図ります。 

(ｴ) 商業系地区等における歩行者及び自転車利用者の安全で快適な通

行空間を確保するため、これらの者の交通量や通行の状況に即して、

幅の広い歩道、自転車道、自転車通行帯等の整備を推進します。 

(ｵ) 交通混雑が著しい中心市街地、駅周辺地区等において、人と車の

交通を体系的に分離するとともに、歩行者空間の拡大を図るため、

地区周辺の幹線道路、ペデストリアンデッキ、交通広場等の総合的

な整備を推進します。 

(ｶ) 歴史的街並みや史跡など卓越した歴史的環境の残る地区におい

て、地区内の交通と観光交通、通過交通を適切に分離するため、歴

史的地区への誘導路、地区内の生活道路、歴史的みちすじ等の整備

を体系的に推進します。 

ク 交通安全施設等の高度化 

(ｱ) 交通実態に応じて、複数の信号機を面的・線的に連動させる集中

制御化・プログラム多段系統化等の信号制御の改良を推進します。 

(ｲ) 道路の構造、交通の状況等に応じた交通の安全を確保するために、

道路標識の高輝度化等の交通安全施設等の整備を推進するほか、交

通事故発生地点を容易に把握し、速やかな事故処理及び的確な事故

調査が行えるようにするとともに、自動車の位置や目的地までの距

離を容易に確認できるようにするためのキロポスト（地点標）の整

備を推進します。 

 

⑷   交通安全施設等整備事業の推進 

社会資本整備重点計画法（平成 15 年法律第 20 号）に基づき定められ 
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る社会資本整備重点計画に即して、県公安委員会及び道路管理者が連携 

し、事故実態の調査・分析を行いつつ、次の方針により重点的、効果的 

かつ効率的に交通安全施設等整備事業等を推進することにより、道路交 

通環境を改善し、交通事故の防止と交通の円滑化を図ります。 

ア 交通安全施設等の戦略的維持管理 

  将来にわたって必要な交通安全施設等を整備し、適切な維持管理・

更新等を推進するため、県公安委員会において、実態に適合した交通

規制を実施するための不断の見直しや、コスト合理化のための交通安

全施設等のストック管理及び必要性の低い信号機や標識の削減等の見

直しと合理化を推進します。 

 また、横断歩行者優先の前提となる横断歩道の道路標識・道路標示

が破損、滅失、褪色、摩耗等の理由によりその効用が損なわれないよ

う点検を行い、計画的な更新を行うとともに、高齢運転者や外国人に

も見やすく分かりやすい規制標識・道路標示・信号灯器等の整備を推

進します。 

 このほか、道路管理者と警察が連携して、道路路面標示連絡調整会

議等の場を活用し、路面標示の同時施工の調整や、効率的な点検方法

等の共有により、路面標示の効率的な維持管理・改善を図ります。 

 道路管理者では、視認性が低下した道路標識について、標識の視認

性の点検要領に基づく計画的な点検や修繕を推進します。 

イ 歩行者・自転車対策及び生活道路対策の推進 

  生活道路において人優先の考えのもと、「ゾーン 30」・「ゾーン 30

プラス」等の車両速度の抑制、通過交通の抑制・排除等の面的かつ総

合的な交通事故対策を推進するとともに、少子高齢社会の進展を踏ま

え、歩行空間のバリアフリー化及び通学路や未就学児を中心にこども

が日常的に集団で移動する経路における安全・安心な歩行空間の確保

を図ります。 

 また、経過時間表示付き歩行者用灯器の整備による無理な横断防止

対策や歩車分離式信号の整備、自転車通行空間の整備、無電柱化の推

進、安全上課題のある踏切の対策等による歩行者・自転車の安全な通

行空間の確保を図ります。 

ウ 幹線道路対策の推進 

 幹線道路では、交通事故が特定の区間に集中して発生していること

から、事故危険箇所など特に交通事故の発生割合の大きい区間におい

て重点的な交通事故対策を実施します。 
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この際、事故データの客観的な分析による事故原因の検証に基づき、

信号機の改良、交差点改良等の対策を実施します。 

  エ 交通円滑化対策の推進 

    交通安全に資するため、信号機の改良、交差点の立体化、開かずの

踏切の解消等を推進するほか、駐車対策を実施することにより、交通

容量の拡大を図り、交通の円滑化を推進するとともに、自動車からの

二酸化炭素排出の抑止を推進します。 

オ 農道対策の推進 

  農道では、道路整備計画時点から交通安全面での関係機関協議を十

分に行い、事故防止対策を実施します。 

カ ITS の推進による安全で快適な道路交通環境の実現 

 交通情報の収集・分析・提供や交通状況に即応した信号制御その他

道路における交通の規制を広域的かつ総合的に行うため、交通管制シ

ステムの充実・改良を図ります。 

  具体的には、複数の信号機を面的・線的に連動させる集中制御化等

の信号制御の改良を図るほか、新交通管理システム（UTMS*1）を推進

し、情報収集・提供環境の充実、自動運転技術の実用化に資する交通

環境の構築等により、道路交通情報提供の充実等を推進し、安全で快

適な道路環境の実現を図ります。 

キ 道路交通環境整備への住民参加の促進 

  地域住民や道路利用者の主体的な参加のもとに、交通安全施設等の

点検を行う交通安全総点検を積極的に推進するとともに、「標識 BOX」、

「信号 BOX」等を活用して、道路利用者等が日常から抱いている意見

を道路交通環境の整備に反映します。 

ク 連絡会議等の活用 

  国、県、県警察等の関係機関や道路管理者で組織する「道路交通環

境安全推進連絡協議会」やその下に設置される「アドバイザー会議」

を活用し、学識経験者のアドバイスを受けつつ施策の企画、評価、進

行管理等に関して協議を行うとともに会議への市町村の参加促進を通

じて、データを活用した交通安全対策の組織を支援し、的確かつ着実

に安全な道路交通環境の実現を図ります。 

 

 

*1UTMS：Universal Traffic Management Systems 
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ケ 将来の交通流の変化を見据えた交通環境の整備 

  新設道路や道路改良が実施されると、交通量や交通流が大きく変化

し、将来、信号機の設置など種々の交通安全施設の整備が必要となっ

てくる場合があることから、信号柱・標識柱の建柱場所や歩行者滞留

スペースの確保などについて、事前協議の段階から、道路管理者と交

通管理者の相互において十分な調整を行い、最適な交通環境の整備を

図ります。  

 

⑸ 高齢者等の移動手段の確保・充実 

 高齢者を始めとする地域住民の移動手段の確保に向け、県、市町村が

中心となって、住民や交通事業者等の幅広い関係者と共同で地域公共交

通計画を策定した上で、利用促進を含めた公共交通機関の確保・維持・

改善の取組を推進します。加えて、観光や福祉等の幅広い地域の関係者

の連携と協働を推進することで、移動目的に応じた公共交通機関の利用

促進につなげます。 

 また、地域交通の持続可能性、生産性、利便性の向上に向け、MaaS*1等

による交通サービスの高度化や EBPM 等データ活用などの地域交通 DX を

推進します。 

 

 ⑹ 歩行空間のユニバーサルデザイン化 

 高齢者や障害者等を含めて全ての人が安全に、安心して参加し活動で

きる社会を実現するため、駅、公共施設、福祉施設、病院等を結ぶ道路

において、必要な歩道幅の確保や歩道の段差・傾斜・勾配の改善、無電

柱化、視覚障害者誘導用ブロックの整備等による歩行空間の連続的・面

的なユニバーサルデザイン化を積極的に推進します。また、バリアフリ

ー化を始めとする安全・安心な歩行空間を整備します。 

 

 ⑺ 無電柱化の推進 

       安全で快適な通行空間の確保等の観点から、無電柱化の一層の推進を

図るべく、関係事業者と連携し、「無電柱化の推進に関する法律」に基

づく無電柱化推進計画を策定して事業を推進します。 

 また、幅員が著しく狭い歩道等の新設電柱の占用禁止や既設電柱の占

 

*1MaaS：Mobility as a Service 
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用制限を実施するとともに、地上機器の小型化による歩行者の安全性確

保などの取組により、本格的な無電柱化を推進します。 

  

 ⑻ 効果的な交通規制の推進 

  地域の交通実態等を踏まえ、交通規制や交通管制の内容について常に

点検・見直しを図るとともに、交通事情の変化を適確に把握してソフト

・ハード両面での総合的な対策を実施することにより、安全で円滑な交

通流の維持を図ります。 

 一般道路の速度規制については、最高速度規制が交通実態に合った合

理的なものとなっているかどうかの観点から、実勢速度、交通事故発生

状況等を勘案しつつ、規制速度の引上げを含む見直し、点検、規制理由

の周知措置等を計画的に推進します。 

 駐車規制については、必要やむを得ない駐車需要への対応が十分でな

い場所を中心に、地域住民等の意見要望を十分に踏まえた上で、道路環

境、交通量、駐車需要等に即応したきめ細かな駐車規制を推進します。 

  信号制御については、歩行者・自転車の視点で、信号をより守りやす

くするために横断実態等を踏まえ、歩行者の待ち時間が長い押しボタン

式信号の改善を行うなど、信号表示の調整等の運用の改善を推進します。 

  さらに、県公安委員会が行う交通規制の情報についてデータベース化

を推進し、効果的な交通規制を行います。 

  

 ⑼ 自転車利用環境の総合的整備 

    ア 安全で快適な自転車利用環境の整備  

    自転車活用推進法（平成 28 年法律第 113 号）及び自転車活用推進計

画に基づき、地方版自転車活用推進計画及び自転車ネットワーク計画

の策定を促進するとともに、歩行者、自転車及び自動車が適切に分離

された自転車通行空間の計画的な整備を推進します。 

    また、自転車通行の安全性を向上させるため、自転車通行帯の設置

区間や自転車と自動車を混在させる区間では、沿道状況に応じて、駐

車禁止又は駐停車禁止の規制を実施します。 

 あわせて、自転車通行帯をふさぐなど悪質性、危険性、迷惑性の高

い違法駐停車車両の取締りを積極的に実施します。 

    中高生・高校生の自転車での通学中の交通事故を減らすため、セン

サーによる注意喚起看板の設置等、学校等とも連携した交通安全対策

を面的に推進します。 
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イ  自転車等の駐車対策の推進    

     自転車等の駐車対策については、自転車等駐車対策協議会の設置、

総合計画の策定を促進するとともに、自転車等の駐車需要の多い地域

及び今後駐車需要が著しく多くなることが予想される地域を中心に、

利用のされ方に応じた路外・路上の自転車駐車場等の整備を推進しま

す。 

また、大量の自転車等の駐車需要を生じさせる施設について、自転

車駐車場等の設置を義務付ける条例制定の促進及び自転車駐車場整備

センター、日本自転車普及協会等による自転車駐車場整備事業の促進

を図ります。 

さらに、民間事業者が整備する駐車施設を県及び市町村が支援する

ことで、さらなる駐車対策を図ります。 

 駅周辺等における放置自転車等の問題の解決を図るため、県及び市

町村、道路管理者、県警察、鉄道事業者等が連携し、地域の状況に応

じ、条例の制定等による駅前広場及び道路に放置されている自転車等

の整理・撤去等の推進を図ります。 

 特に、バリアフリー法に基づき、市町村が定める重点整備地区内に

おける生活関連経路を構成する道路においては、高齢者、障害者等の

移動の円滑化に資するため、関係機関・団体が連携した広報啓発活動

等の違法駐車を防止する取組及び自転車駐車場等の整備を重点的に推

進します。 

        

⑽ ITS の活用 

  道路交通の安全性、輸送効率及び快適性の向上を実現するとともに、

渋滞の軽減等の交通の円滑化を通じて環境保全に寄与することを目的に

情報通信技術等を用いて、人と道路と車両とを一体のシステムとして構

築する新しい道路交通システムである「高度道路交通システム」（ITS）

を引き続き推進します。 

ア 道路交通情報通信システムの整備 

 安全で円滑な道路交通を確保するため、リアルタイムな渋滞情報、

所要時間、規制情報等の道路交通情報を提供する道路交通情報通信シ

ステム（VICS）の整備・拡充を推進するとともに、高精度な情報提供

の充実及び対応車載機の普及を図ります。 

 また、より高精度な道路交通情報の収集・提供のため、光ビーコン、

ETC2.0 等のインフラの整備を推進するとともに、インフラから提供さ
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れる情報を補完するため、リアルタイムの自動車走行履歴（プローブ）

情報を含む広範な道路交通情報を集約・配信します。 

イ 新交通管理システムの推進 

 情報通信技術等を用いて交通管理の最適化を図るため、新交通管理

システム（UTMS）の開発・整備を行うことにより ITS を推進し、安全

・円滑かつ快適で環境負荷の低い交通社会の実現を目指します。 

ウ 交通事故防止のための運転支援システムの推進 

 運転者に信号交差点への到着時における信号灯色等に関する情報を

事前に提供することで、ゆとりある運転を促す信号情報活用運転支援

システム（TSPS*1）を始めとする UTMS の整備を行うことにより ITS を

推進します。 

  エ ETC2.0 等デジタルデータの活用推進 

 事故多発地点、道路上の落下物等の注意喚起等に関する情報を提供

することで安全運転を支援します。また、収集した速度データや利用

経路・時間データ等、多種多様できめ細かいビッグデータを活用し、

渋滞と交通事故を減らす賢い料金等、道路を賢く使う取組を推進しま

す。 

オ 道路運送事業に係る高度情報化の推進 

 環境に配慮した安全で円滑な自動車の運行を実現するため、道路運

送事業において ITS 技術を活用し、公共交通機関の利用促進を進めま

す。 

 

⑾ 交通需要マネジメントの推進 

  道路交通渋滞を緩和し、道路交通の円滑化を図ることによる交通安全

の推進に資するため、広報啓発活動を積極的に行うなど、TDM（交通需要

マネジメント）の定着・推進を図ります。具体的には、バイパス・環状

道路の整備や交差点の改良等の交通容量の拡大策、交通管制の高度化等

に加えて、交通情報提供の充実、時差通勤・通学、フレックスタイム制

の導入等により、道路利用の仕方に工夫を求め、輸送効率の向上や交通

量の時間的・空間的平準化を推進します。 

 交通の円滑化等に係る施策については、交通政策基本法（平成 25 年法

律第 92 号）及び交通政策基本計画（平成 27 年２月閣議決定）に即して、

 

*1TSPS：Traffic Signal Prediction Systems 
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国、県、市町村、警察、交通関連事業者、交通施設管理者、住民その他

の関係者が相互に連携を図りながら協力し、総合的かつ計画的に推進し

ます。 

ア 公共交通機関の利用促進 

    県・市町村が中心となって、住民や交通事業者等の幅広い関係者と

共同で地域公共交通計画を策定した上で、利用促進を含めた公共交通

機関の確保・維持・改善の取組を推進します。加えて、観光や福祉等

の幅広い地域の関係者の連携と協働を推進することで、移動目的に応

じた公共交通機関の利用促進につなげます。 

  また、鉄道、バス等の公共交通機関の確保・維持・改善を図るため

の施策を推進することにより、利用を促進し、公共交通機関への転換

による円滑な道路交通の実現を図ります。 

 さらに、鉄道・バス事業者による運行頻度・運行時間の見直し、乗

り継ぎ改善等により、利用者の利便性の向上を図るとともに、鉄道駅

・バス停までのアクセス確保のため、自転車道、自転車専用通行帯等

の自転車通行空間等の整備を促進し、交通結節機能を強化します。 

イ 貨物自動車利用の効率化 

 効率的な貨物自動車利用等を促進するため、共同輸配送による貨物

自動車の積載効率向上や、置き配や宅配ボックスの活用による宅配便

の再配達削減に資する取組等による物流効率化を推進します。 

 

⑿ 災害に備えた道路交通環境の整備 

ア 災害に備えた道路の整備 

 地震、豪雨・豪雪、津波等の災害が発生した場合においても安全で

安心な生活を支える道路交通の確保を図ります。 

 地震発生時の応急活動を迅速かつ安全に実施できる信頼性の高い道

路ネットワークを確保するため、緊急輸送道路上にある橋梁の耐震対

策を推進します。 

 また、豪雨・豪雪時等においても、安全・安心で信頼性の高い道路

ネットワークを確保するため、道路斜面等の防災対策や災害のおそれ

のある区間を回避・代替する道路の整備を推進します。 

  津波に対しては、津波による人的被害を最小限にするため、道路利

用者への早期情報提供、迅速な避難を行うための避難路の整備及び津

波被害発生時においても緊急輸送道路を確保するため、津波浸水域を

回避する高規格幹線道路等の整備を推進します。 
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  また、地震・津波等の災害発生時に、避難場所等となる「道の駅」

について防災拠点としての活用を促進します。 

イ 災害に強い交通安全施設等の整備 

  地震、豪雨、豪雪、津波等の災害が発生した場合においても、交通

状況に応じた対策と関連情報の提供を行い、安全で円滑な道路交通を

確保するため、交通管制センター、交通監視カメラ、各種車両感知器、

交通情報板等の交通安全施設の整備を推進するとともに、通行止め等

の交通規制を迅速かつ効果的に実施するための道路災害の監視システ

ムの開発・導入や交通規制資機材の整備を推進します。 

あわせて、災害発生時の停電による信号機の機能停止を防止する信

号機電源付加装置の整備や老朽化した信号機、道路標識・道路標示等

の戦略的な維持管理と計画的な整備を推進します。 

  また、オンライン接続により各都道府県警察の交通管制センターか

ら詳細な交通情報をリアルタイムで警察庁に収集し、広域的な交通管

理に活用する「広域交通管制システム」の的確な運用を推進します。 

ウ 災害発生時における交通規制 

 災害発生時においては、被災地域への車両の流入抑制を行うととも

に、被害状況を把握した上で、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223

号）の規定に基づく通行禁止等の必要な交通規制を迅速かつ的確に実

施します。 

エ 災害発生時における情報提供の充実 

  災害発生時において、道路の被災状況や道路交通状況を迅速かつ的

確に収集・分析・提供し、復旧や緊急交通路、緊急輸送道路等の確保

及び道路利用者等に対する道路交通情報の提供等に資するため、自治

体管理道路を含めて、被災情報を整理できるプラットフォームを活用

し、迅速かつ効率的に情報を収集・提供するなど防災 DX を推進します。 

 

⒀ 総合的な駐車対策の推進 

 道路交通の安全と円滑化を図り、都市機能の維持及び増進に寄与する

ため、道路交通の状況や地域の特性に応じた総合的な駐車対策を推進し

ます。 

ア きめ細かな駐車規制の推進 

 地域住民等の意見要望等を十分に踏まえつつ、駐車規制の点検・見

直しを実施するとともに、物流の必要性や自動二輪車の駐車需要等に

も配意し、地域の交通実態等に応じた規制の緩和を行うなど、きめ細
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やかな駐車規制を促進します。 

 また、駐車許可等の制度を適切に運用するとともに、駐車許可等を

受けた車両に対して、横断歩道の前後５メートル以内等、法定の道路

の部分については、交通の安全性等の観点から駐車等が禁止されてい

ることの周知徹底を図ります。 

イ 違法駐車対策の推進 

(ｱ) 悪質性・危険性・迷惑性の高い違反に重点を指定して、地域の実

態に応じた取締り活動ガイドラインを策定し、メリハリを付けた取

締りを推進します。 

また、道路交通環境等の状況を勘案した上で必要があると認めら

れる場合には、取締り活動ガイドラインの見直し等適切に対応しま

す。 

(ｲ) 運転者の責任を追及できない放置車両について、当該車両の使用

者に対する放置違反金納付命令を行い、繰り返し放置違反金納付命

令を受けた使用者に対しては使用制限命令の積極的な活用を図り、

使用者責任を追及します。 

他方、交通事故の原因となった違反や常習的な違反等悪質な駐車

違反については、運転者の責任追及を徹底します。 

ウ 駐車場等の整備 

 路上における無秩序な駐車を抑制し、安全かつ円滑な道路交通を確

保するため、また、高速道路における大型車ドライバーの労働環境改

善等のため、駐車規制及び違法駐車の取締りの推進と併せ、以下の施

策により駐車場の整備と有効利用を促進します。 

(ｱ) 駐車場整備に関する調査を促進し、自動車交通が著しく混雑する

地区等において、駐車場整備地区の指定を促進するとともに、当該

地区において計画的、総合的な駐車対策を行うため、駐車場整備計

画の策定を促進します。 

(ｲ) 地域の駐車需要を踏まえた附置義務駐車施設の整備を促進すると

ともに、民間駐車場の整備を促進します。 

 また、立地適正化計画の策定など、コンパクトなまちづくりの推

進に併せて、歩行者等にとって利便性・安全性の高い歩いて暮らせ

るまちづくりの実現のため、路外駐車場の適正配置や附置義務駐車

施設の集約化を促進します。 

(ｳ) 郊外部からの過剰な自動車流入を抑止し、中心市街地での交通の

混雑を回避するため、パークアンドライドを普及するなどの駐車場
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等の環境整備を促進します。 

エ 違法駐車を排除しようとする気運の醸成・高揚 

 違法駐車の排除及び自動車の保管場所の確保等に関し、県民への広

報啓発活動を行うとともに、関係機関・団体、地域交通安全活動推進

委員と連携して、住民の理解と協力を得ながら違法駐車を排除する気

運の醸成・高揚を図ります。 

オ ハード・ソフト一体となった駐車対策の推進 

 必要やむを得ない駐車需要への対応が十分でない場所を中心に、地

域の駐車管理構想を見直し、自治会、地元商店街等地域の意見要望を

十分に踏まえた駐車規制の点検・改善、道路利用者や関係事業者等に

よる自主的な取組の促進、市町村や道路管理者に対する路外駐車場や

路上荷捌きスペース整備の働き掛け、違法駐車の取締り、積極的な広

報・啓発活動等ハード・ソフト一体となった駐車対策を推進します。 

     

⒁ 道路交通情報の充実 

 安全で円滑な道路交通を確保するためには、運転者に対して正確で、

きめ細かな道路交通情報を分かりやすく提供することが重要であり、高

度化・多様化する道路交通情報に対するニーズに対応し、適時・適切な

情報を提供するため、ICT*1等を活用して、道路交通情報の充実を図る必

要があります。 

ア 情報収集・提供態勢の充実 

  多様化する道路利用者のニーズに応えて道路利用者に対し必要な道

路交通情報を提供することにより、安全かつ円滑な道路交通を確保す

るため、光ビーコン、交通監視カメラ、車両感知器、交通情報板、道

路情報提供装置等の整備による情報収集・提供態勢の充実等の交通管

制システムの充実・高度化を図るほか、全国の交通規制情報のデータ

ベース化を推進します。 

  また、ITS の一環として、運転者に渋滞状況等の道路交通情報を提

供する VICS や ETC2.0 の整備・拡充を積極的に図ることにより、交通

の分散を図り、交通渋滞を解消し、交通の安全と円滑を推進します。 

イ ITS を活用した道路交通情報の高度化 

 ITS の一環として、運転者に渋滞状況等の道路交通情報を提供する

 

*1ICT：Information and Communications Technology 
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VICS の整備・拡充を積極的に図るとともに、VICS 対応カーナビを活用

し、渋滞回避支援や安全運転支援、災害時の支援に関する情報提供サ

ービスを推進することにより、情報提供の高度化を図り、交通の分散

による交通渋滞を解消し、交通の安全の円滑化を推進します。 

ウ 適正な道路交通情報提供事業の促進 

   予測交通情報を提供する事業者の届出制、不正確又は不適切な予測 

交通情報の提供により道路における交通の危険や混雑を生じさせた事

業者に対する是正勧告措置等を規定した道路交通法及び交通情報を提

供する際に事業者が遵守すべき事項を定めた交通情報の提供に関する

指針（平成 14 年国家公安委員会告示第 12 号）に基づき、事業者に対

する指導・監督を行い、交通情報提供事業の適正化を図ること等によ

り、民間事業者による正確かつ適切な道路交通情報の提供を促進しま

す。 

エ 分かりやすい道路交通環境の確保 

 時間別・車種別等の交通規制の効果を上げるため、視認性・耐久性

に優れた大型固定標識の整備及び利用者のニーズに即した系統的で分

かりやすい案内標識の整備を推進します。 

 また、主要な幹線道路の交差点及び交差点付近において、ルート番

号等を用いた案内標識の設置の推進、案内標識の英語表記改善の推進

や英語を併記した規制標識の整備等により、国際化の進展への対応に

努めます。 

 外国人の交通安全対策を推進するため、外国人運転者の交通事故多

発箇所等において、英語表記等の看板や路面標示による注意喚起等の

取組を強化します。 

 

⒂ 交通安全に寄与する道路交通環境の整備 

ア 道路の使用及び占用の適正化等 

(ｱ) 道路の使用及び占用の適正化 

工作物の設置、工事等のための道路の使用及び占用の許可に当た

っては、道路の構造を保全し、安全かつ円滑な道路交通を確保する

ために適正な運用を行うとともに、許可条件の遵守、占用物件等の

維持管理の適正化について指導します。 

(ｲ) 不法占用物件の排除等 

道路交通に支障を与える不法占用物件等については、実態把握、

強力な指導取締りによりその排除を行い、特に市街地について重点
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的にその是正を図ります。 

さらに、道路上から不法占用物件等を一掃するためには、沿道住

民をはじめ道路利用者の自覚に待つところが大きいことから、不法

占用等の防止を図るための啓発活動を沿道住民等に対して積極的に

行い、「道路ふれあい月間」等を中心に道路の愛護思想の普及を図

ります。 

なお、道路工事調整等を効果的に行うため、図面を基礎として、

デジタル地図を活用し、データ処理を行うコンピュータ・マッピン

グ・システムの更なる充実及び活用の拡大を図ります。 

(ｳ) 道路の掘り返しの規制等 

道路の掘り返しを伴う占用工事については、無秩序な掘り返しと

工事に伴う事故・渋滞を防止するため、施工時期や施工方法を調整

します。 

さらに、掘り返しを防止する抜本的対策として共同溝等の整備を

推進します。 

イ 休憩施設等の整備の推進 

  過労運転に伴う事故防止や近年の高齢運転者等の増加に対応して、

「道の駅」等の休憩施設等の整備を積極的に推進します。 

ウ こどもの遊び場等の確保 

 こどもの遊び場の不足を解消し、路上遊戯等による交通事故の防止

に資するとともに、都市における良好な生活環境づくり等を図るため、

都市公園等の整備を推進します。 

エ 道路法に基づく通行の禁止又は制限 

 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路の破損、

欠壊又は異常気象等により交通が危険であると認められる場合及び道

路に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合には、「道路

法」（昭和 27 年法律第 180 号）に基づき、迅速かつ的確に通行の禁止

又は制限を行います。また、危険物を積載する車両の水底トンネル等

の通行の禁止又は制限及び道路との関係において必要とされる車両の

寸法、重量等の最高限度を超える車両の通行の禁止又は制限に対する

違反を防止するため、必要な体制の拡充・強化を図ります。 

オ 降灰除去活動の推進 

 火山爆発による道路への降灰の除去活動を速やかに行い、安全かつ

円滑な交通の確保を図ります。 
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２ 交通安全思想の普及徹底 

  交通安全教育は、自他の生命尊重という理念のもとに、交通社会の一員

としての責任を自覚し、交通安全意識と交通マナーの向上に努めるととも

に、相手の立場を尊重し、他の人々や地域の安全にも貢献することが求め

られ、良き社会人を育成する上で、重要な意義を有しています。 

交通安全意識を向上させ交通マナーを身に付けるためには、人間の成長

過程に合わせ、生涯にわたる学習を通じて県民一人ひとりが交通安全の確

保を自らの課題として捉えるよう、意識の改革を促すことが重要です。 

また、人優先の交通安全思想のもと、こども、高齢者、障害者等の交通

弱者に関する知識や思いやりの心を育むとともに、交通事故被害者等の痛

みを思いやり、交通事故の被害者にも加害者にもならない意識を育てるこ

とが重要です。 

  このため、基本となる交通ルールや交通マナーが見に付けられるよう「交

通安全教育指針」（平成 10 年国家公安委員会告示第 15 号）等を活用し、

幼児から成人に至るまで、心身の発達段階やライフステージに応じた段階

的かつ体系的な交通安全教育を推進します。 

特に、高齢化が進む中で、高齢者自身の交通安全意識の向上を図るとと

もに、他の世代が高齢者の特性を理解し、高齢者に配慮する意識を高める

ための啓発指導を強化します。 

また、地域の見守り活動等を通じ、地域が一体となって高齢者の安全確

保に取り組みます。 

さらに、自転車を使用することが多い小学生、中学生及び高校生に対し

ては、交通社会の一員として、自転車利用に関する道路交通の基礎知識、

交通安全意識及び交通マナーについての教育を充実させます。 

特に中高生に対して、自転車事故が最も多くなる年代となることを踏ま

えた基本的な交通ルールを周知徹底するとともに、ヘルメット着用促進等

の交通安全教育を強化します。 

 学校においては、ICT を活用した効果的な学習活動を取り入れながら、

学習指導要領等に基づく関連教科、総合的な学習（探究）の時間、特別活

動等、教育活動全体を通じて計画的かつ組織的に実施するよう努めるとと

もに、学校保健安全法（昭和 33 年法律第 56 号）に基づき策定することと

なっている学校安全計画により、児童生徒等に対し、通学を含めた学校生

活及びその他の日常生活における交通安全に関して、自転車の利用に係る

ものを含めた指導を実施します。 

障害のある児童生徒等に対しては、その障害の特性を踏まえ、交通安全
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に関する指導に配慮します。 

 また、急速な技術の進展、自動運転社会の進展、新たなモビリティ等の

道路交通の変化等に応じて、新たに設けられたルールを的確に理解し、着

実に守ることが重要となっており、生涯を通じた交通安全教育を行いま

す。 

 交通安全教育・普及啓発活動を行うに当たっては、参加・体験・実践型

の教育方法を積極的に取り入れるとともに、教材の充実を図りホームペー

ジに掲載するなどにより、地域や学校等において行われる交通安全教育の

場における活用を促進し、県民が自ら納得して安全な交通行動を実践する

ことができるよう、必要な情報を分かりやすく提供することに努めます。 

 特に若年層に対しては、効果的な情報提供により交通安全意識の向上を

図るとともに、自らも自主的に交通安全の啓発活動等に取り組むことがで

きる環境の整備に努めます。 

 また、交通安全教育・普及啓発活動については、本計画に基づき、国、

県及び市町村、県警察、学校、関係民間団体、地域社会、企業及び家庭が

それぞれの特性を生かし、互いに連携を取りながら効率的・効果的に情報

発信するとともに地域が一体となった活動を促進します。 

情報発信に当たっては、テレビ、ラジオ、ポスター、SNS を含めたイン

ターネット等のあらゆる媒体を活用して常時正確な情報を発信すること

が重要であり、特にインターネット上の情報については、正確性と最新性

に留意し、情報提供者は適切な更新や管理に努めます。 

あわせて、交通安全教育・普及啓発活動に当たる県及び市町村職員や教

職員の指導力の向上を図るとともに、地域における民間の指導者を育成す

ること等により、地域の実情に即した自主的な活動を促進します。 

  このほか、地域が一体となった交通安全教育・普及啓発活動を効果的に

推進するため、地域や家庭においては、こども、父母、祖父母等の各世代

が交通安全について話し合い、注意を呼び掛けるとともに、例えば正しい

道路横断方法の実践や反射材用品の着用、自転車乗車時のヘルメット着用

等について率先して実践するなど世代間交流の促進に努めます。 

  さらに、交通安全教育・普及啓発活動の実施後には、効果を検証・評価

し、より一層効果的な実施に努めるとともに、交通安全教育・普及啓発活

動の意義、重要性等について関係者の意識が深まるよう努めます。 

あわせて、在留外国人や訪日外国人の増加等も踏まえ、多様な文化的背 

景への寛容さを基本としつつ、世界一安全な交通社会を目指す我が国の交 

通ルールを的確に伝えてその遵守の徹底を図ります。 
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⑴ 段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 

ア 幼児に対する交通安全教育の推進 

  幼児に対する交通安全教育は、心身の発達段階や地域の実情に応じ

て、基本的な交通ルールを遵守し、交通マナーを実践する態度を習得

させるとともに、日常生活において安全に道路を通行するために必要

な基本的な技能及び知識を習得させることを目標とします。 

 幼稚園・保育所及び認定こども園においては、家庭及び関係機関・

団体等と連携・協力を図りながら、日常の教育・保育活動のあらゆる

場面を捉えて交通安全教育を計画的かつ継続的に行います。 

これらを効果的に実施するため、例えば、紙芝居や視聴覚教材等を

利用したり親子で実習したりするなど、分かりやすい指導に努めると

ともに、指導資料の作成、教職員の指導力の向上及び教材・教具の整

備を推進します。 

 児童館及び児童遊園においては、遊びによる育成の一環として、交

通安全に関する指導を推進します。 

 関係機関・団体は、幼児の心身の発達や交通状況等の地域の実情を

踏まえた幅広い教材・教具・情報の提供等を行うことにより、幼稚園、

保育所及び認定こども園において行われる交通安全教育の支援を行う

とともに、幼児の保護者が常に幼児の手本となって安全に道路を通行

するなど、家庭において適切な指導ができるよう保護者に対する交通

安全講習会等の実施に努めます。 

また、地域の交通ボランティアにより、幼児に対する通園時の安全

な行動の指導等の充実を図るため、交通安全講習会等の開催を促進し

ます。 

イ 小学生に対する交通安全教育の推進 

 小学生に対する交通安全教育は、心身の発達段階や地域の実情に応

じて、歩行者及び自転車の利用者として必要な技能と知識を習得させ

るとともに、道路及び交通の状況に応じて、安全に道路を通行するた

めに、道路交通における危険を予測し、これを回避して安全に通行す

る意識及び能力を高めることを目標とします。 

 小学校においては、家庭及び関係機関・団体等と連携・協力を図り

ながら、体育、道徳、総合的な学習の時間、特別活動等学校の教育活

動全体を通じて、安全な歩行の仕方、自転車の安全な利用、乗り物の

安全な利用、危険の予測と回避、交通ルールの意味及び必要性等につ

いて、重点的に交通安全教育を実施します。 
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 このため、自転車の安全な利用等も含め、安全な通学のための教育

教材等を作成・配布するとともに、交通安全教室を一層推進するほか、

教員等を対象とした心肺蘇生法の実技講習会等を実施します。 

 関係機関・団体は、小学校において行われる交通安全教育の支援を

行うとともに、児童に対する補完的な交通安全教育の推進を図ります。 

 また、児童の保護者が日常生活の中で模範的な行動をとり、歩行中、

自転車乗車中など実際の交通の場面で、児童に対し、基本的な交通ル

ールや交通マナーを教えられるよう保護者を対象とした交通安全講習

会等を開催します。 

 さらに、交通ボランティアによる児童に対する安全な行動の指導、

児童の保護者を対象とした交通安全講習会等の開催を促進します。 

ウ 中学生に対する交通安全教育の推進 

  中学生に対する交通安全教育は、日常生活における交通安全に必要

な事柄、特に、自転車で安全に道路を通行するために、必要な技能と

知識を十分に習得させるとともに、道路を通行する場合は、思いやり

を持って、自己の安全ばかりでなく、他の人々の安全にも配慮できる

ようにすることを目標とします。 

 中学校においては、家庭及び関係機関・団体等と連携・協力を図り

ながら、保健体育、道徳、総合的な学習の時間、特別活動等学校の教

育活動全体を通じて、安全な歩行の仕方、自転車の安全な利用、自動

車等の特性、危険の予測と回避、標識等の意味、自転車事故における

加害者の責任、応急手当等について重点的に交通安全教育を実施しま

す。 

 このため、自転車の安全な利用等も含め、安全な通学のための教育

教材等を作成・配布するとともに、交通安全教室を一層推進するほか、

教員等を対象とした心肺蘇生法の実技講習会を実施します。 

 関係機関・団体は、中学校において行われる交通安全教育が円滑に

実施できるよう指導者の派遣、情報の提供等の支援を行うとともに、

地域において、保護者対象の交通安全講習会や中学生に対する補完的

な交通安全教育の推進を図ります。 

エ 高校生に対する交通安全教育の推進 

  高校生に対する交通安全教育は、日常生活における交通安全に必要

な事柄、特に、二輪車の運転者及び自転車の利用者として安全に道路

を通行するために、必要な技能と知識を習得させるとともに、交通社

会の一員として交通ルールを遵守し、自他の生命を尊重するなど責任
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を持って行動することができるような健全な社会人を育成することを

目標とします。 

 高等学校においては、家庭及び関係機関・団体等と連携・協力を図

りながら、保健体育、総合的な探究の時間、特別活動等学校教育活動

全体を通じて、自転車の安全な利用、二輪車・自動車の特性、危険の

予測と回避、運転者の責任、応急手当等について、さらに理解を深め

るとともに、生徒の多くが、近い将来、普通免許等を取得することが

予想されることから、免許取得前の教育としての性格を重視した交通

安全教育を行います。 

特に、二輪車・自動車の安全に関する指導については、生徒の実態

や地域の実情に応じて、安全運転を推進する機関・団体や PTA 等と連

携しながら、安全運転に関する意識の向上と実践力の向上を図るとと

もに、実技指導等を含む実践的な交通安全教育の充実を図ります。 

 このため、自転車の安全な利用等も含め、安全な通学のための教育

教材等を作成・配布するとともに、交通安全教育を一層推進するほか、

教員等を対象とした心肺蘇生法の実技講習会を実施します。 

 関係機関・団体は、高等学校において行われる交通安全教育が円滑

に実施できるよう指導者の派遣、情報の提供等の支援を行うとともに、

地域において、高校生及び相当年齢者に対する補完的な交通安全教育

の推進を図ります。 

また、小中学校等との交流を図るなどして高校生の果たしうる役割

を考えさせるとともに、交通安全活動への積極的な参加を促します。 

 このほか、令和８年４月から、高校卒業時の運転免許取得者が急増

することに対応するとともに、高校卒業後に社会人として自動車を運

転できることを可能とするため、17 歳６か月での普通免許等の仮運転

免許取得が可能となります。 

こうした制度改正について、周知を図るとともに、運転免許の取得

自体は引き続き 18 歳以上であることから、仮運転免許期間中の違法な

運転や交通事故を防止するため、警察と学校、自動車教習所、関係機

関・団体が連携し、交通安全教育を行います。 

オ 成人に対する交通安全教育の推進 

  成人に対する交通安全教育は、自動車等の安全運転の確保の観点か

ら、免許取得時及び免許取得後の運転者の教育を中心として行うほか、

社会人、大学生等に対する自転車の安全な利用を始めとする交通安全

教育の充実を図るとともに、運転免許を取らない若者が増加している
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ことを鑑み、運転免許を持たない若者や成人についても SNS 等を利用

するなど、積極的に交通安全について学ぶ機会を設けます。 

 運転免許取得時の教育は、自動車教習所における教習が中心となる

ことから、教習水準の一層の向上に努めます。 

 免許取得後の運転者教育は、運転者としての社会的責任の自覚、安

全運転に必要な技能及び技術、特に危険予測・回避の能力の向上、交

通事故被害者等の心情など交通事故の悲惨さに対する理解及び交通安

全意識・交通マナーの向上を目標とし、県公安委員会が行う各種講習、

自動車教習所、民間の交通安全教育施設等が受講者の特性に応じて行

う運転者教育及び事業所の安全運転管理の一環として安全運転管理

者、運行管理者等が行う交通安全教育を中心として行います。 

 自動車の使用者は、安全運転管理者、運行管理者等を法定講習、指

導者向けの研修会等へ積極的に参加させ、事業所における自主的な安

全運転管理の徹底に努めます。 

 また、公民館等の社会教育施設における社会人を対象とした学級・

講座等において自転車、特定小型原動機付自転車の安全利用を含む交

通安全教育の促進を図るなど、交通安全のための諸活動を促進すると

ともに、関係機関・団体、交通ボランティア等による活動を促進しま

す。 

 大学生・専修学校生等に対しては、学生の自転車、特定小型原動機

付自転車や二輪車・自動車の交通事故・利用等の実態に応じ、関係機

関・団体等と連携し、交通安全教育の充実に努めます。  

カ 高齢者に対する交通安全教育の推進 

  高齢者に対する交通安全教育は、運転経験の有無等により、交通行

動や危険認識、交通ルール等の知識に差があることに留意しながら、

加齢に伴う身体機能の変化が歩行者又は運転者としての交通行動に及

ぼす影響や運転者側から見た歩行者や自転車の危険行動を理解させる

とともに、自ら納得して安全な交通行動を実践することができるよう

必要な実践的技能及び交通ルール等の知識を習得させることを目標と

します。 

 高齢者に対する交通安全教育を推進するため、県及び市町村は、高

齢者に対する交通安全指導担当者の養成、教材・教具等の開発など指

導体制の充実に努めるとともに、各種教育機材を活用したシルバーリ

ーダー（高齢者交通安全指導員）等を対象とした参加・体験・実践型

の交通安全教育を積極的に推進します。 
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特に、歩行者横断中の交通死亡事故における法令違反別では、高齢

者は他の歩行者と比較して「横断違反 *1」の割合が高い実態を踏まえ、

交通ルールの遵守を促す交通安全教育に努めます。 

また、関係団体、交通ボランティア、医療機関、福祉施設関係者等

と連携して、高齢者の交通安全教室等を開催するとともに、高齢者に

対する社会教育の場面、福祉活動、各種催し等の多様な機会を活用し

た交通安全教育を実施します。 

特に、運転免許を持たないなど、交通安全教育を受ける機会のなか

った高齢者を中心に、民生委員や在宅福祉アドバイザー等の家庭訪問

による個別指導、見守り活動や三師会（県医師会・歯科医師会・薬剤

師会）会員等による医療関係施設利用の高齢者への助言（交通安全一

口アドバイス）等が地域ぐるみで行われるように努めます。   

この場合、高齢者の自発性を促すことに留意しつつ、高齢者の事故

実態に応じた具体的な指導を行うとともに、反射材の活用など交通安

全用品の普及にも努めます。 

 加えて、これらの取組について、アンケートや意見交換を通じた交

通安全教育等の効果検証を行い、地域全体で高齢歩行者を交通事故か

ら守る取組を推進します。 

 このほか、高齢運転者に対しては、高齢者講習及び更新時講習の内

容の充実に努めるほか、高齢者同士の相互啓発等により交通安全意識

の向上を図るため、シルバーリーダーの養成等を促進し、老人クラブ

等が関係機関・団体と連携して、自主的な交通安全活動を展開し、地

域・家庭における交通安全活動の主導的役割を果たすよう努めます。 

 電動車いすを利用する高齢者に対しては、電動車いすの製造メーカ

ー等で組織される団体等と連携して、購入時における安全利用に向け

た指導・助言を徹底するとともに、電動車いすが道路交通法上「歩行

者」とみなされることを他の交通主体にも広く理解されるよう広報啓

発に努めます。 

 地域における高齢者の安全運転の普及を促進するため、シルバーリ

ーダー及び地域の高齢者に影響力のある者等を対象とした参加・体験

・実践型の講習会を実施し、高齢者の安全運転に必要な知識の習得と

 

*1横断違反：「横断歩道外横断」､「斜め横断」､「駐停車車両の直前・直後の横断」､「走行車両の直前・直

後の横断」及び「指定横断禁止区間の横断」の道路交通法違反をいう。 
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その指導力の向上を図り、高齢者交通安全教育の継続的な推進役の養

成に努めます。 

 また、高齢者が安全運転サポート車等に搭載される先進安全技術を

体験できる機会を推進します。 

 さらに、高齢化の一層の進展に的確に対応し、高齢者が安全に、か

つ、安心して外出できる交通社会を形成するため、高齢者自身の交通

安全意識の向上はもとより、県民全体が高齢者を見守り、高齢者に配

慮する意識を高めていくことで、地域の見守り活動を推進し、先進技

術を活用するなどして、高齢者の安全確保に取り組むよう努めます。 

キ 障害者に対する交通安全教育の推進 

 障害者に対しては、交通安全のために必要な技能及び知識の習得の

ため、手話通訳員の配置、字幕入りビデオの活用等に努めるとともに、

参加・体験・実践型の交通安全教育を開催するなど障害の程度に応じ、

きめ細かい交通安全教育を推進します。 

  さらに、自立歩行ができない障害者に対しては、介護者、交通ボラ

ンティア等の障害者に付き添う者を対象とした講習会等を開催しま

す。 

ク 外国人に対する交通安全教育の推進 

 在留外国人に対する外国人コミュニティや日本語学校等における交

通安全教育、外国人を雇用する事業者等による外国人運転者の交通安

全教育、観光客等の訪日外国人に対する多言語によるガイドブックや

ウェブサイト等を活用した日本の交通ルールの周知活動等を推進しま

す。 

 特に、特定技能制度等により国内で働く外国人運転者に対しては、

雇用者や関係機関・団体等による交通安全対策を充実させます。 

 外国人に対する交通安全教育に当たっては、自動車の左側通行、赤

信号での右左折禁止、一時停止標識等、自国の交通ルール等との違い

を踏まえた、日本の交通ルール等を理解させることに努めます。 

 また、訪日外国人を始めとする外国人の交通ルールの遵守を図るた

め、レンタカー事業者、シェアサイクル事業者、特定小型原動機付自

転車のシェアリング事業者等と連携した多言語対応の広報啓発を推進

します。 

 加えて、外国人の交通安全意識を醸成するため、地域の交通安全活

動に、外国人コミュニティや居住する外国人の参加を促し、その取組

を支援する活動を推進します。 
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ケ 交通事犯被収容者に対する教育活動等の充実 

  刑事施設においては、被害者の生命や身体に重大な影響を与える交 

通事故を起こした受刑者や重大な交通違反を反復した受刑者を対象 

に、改善指導として実施している「交通安全指導」、「被害者の視点 

を取り入れた教育」等の指導の更なる充実に努めます。 

特に飲酒運転を行った者やアルコール依存の問題を持つ受刑者に対

しては、その指導内容の一層の充実を図ります。 

 少年鑑別所における交通事犯の少年に対する資質鑑別については、

交通事犯の少年の特性の的確な把握やその事例分析を行うとともに、

運転適正検査や法務省式運転態度検査等の活用により、一層の適正・

充実化を図ります。 

コ 交通事犯により保護観察に付された者に対する保護観察の充実 

  交通事犯に係る保護観察については、集団又は個別の処遇に当たる 

保護観察官及び保護司の処遇能力の充実を図るとともに、飲酒運転防 

止プログラム等交通事犯保護観察対象者の問題性に焦点を当てた効果 

的な処遇を実施します。 

 

⑵ 効果的な交通安全教育の推進 

 交通安全教育を行うに当たっては、受講者が、道路を安全に通行する

ために必要な技能及び知識を習得し、かつ、その必要性を理解できるよ

うにするため、従来の方法にとらわれず、参加・体験・実践型の教育方

法を積極的に活用します。 

 交通安全教育を行う機関・団体は、交通安全教育に関する情報を共有

し、他の関係機関・団体の求めに応じて交通安全教育に用いる資機材の

貸与、講師の派遣及び情報の提供を行うなど、相互の連携を図りながら

交通安全教育を推進します。 

 また、受講者の年齢や情報リテラシー、道路交通への参加の態様に応

じた交通安全教育指導者の養成・確保、ドライブレコーダーやシミュレ

ーター、VR 等の機器の活用等、柔軟に多様な方法を活用し、着実に教育

を推進するよう努めます。 

 さらに、交通安全教育の効果を確認し、必要に応じて教育の方法、利

用する教材等を見直して、社会やライフスタイルの変化、情報通信技術

の進展を踏まえ、新たな手法等も活用し、効果的な交通安全教育に努め

ます。 
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⑶ 交通安全に関する普及啓発活動の推進 

ア 交通安全運動の推進 

 県民一人ひとりに広く交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルー

ルの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに、県民自身

による道路交通環境の改善に向けた取組を推進するための県民運動と

して、県及び市町村の交通安全運動推進協議会等の構成機関・団体が

相互に連携して、交通安全運動を組織的・継続的に展開します。 

  交通安全運動の運動重点としては、高齢者の交通事故防止、子ども

の交通事故防止、シートベルト及びチャイルドシートの正しい着用の

徹底、夜間（特に薄暮時）における交通事故防止、自転車の安全利用

の推進、飲酒運転や妨害運転（いわゆる「あおり運転」）等の危険運

転の根絶等、全県的な交通情勢に即した事項を設定します。 

 交通安全運動の実施に当たっては、事前に、運動の趣旨、実施期間、

運動重点、実施計画等について広く住民に周知することにより、住民

参加型の交通安全運動の充実・発展を図るとともに、関係機関・団体

が連携し、運動終了後も継続的・自主的な活動が展開されるよう、事

故実態、住民等のニーズ等を踏まえた実施に努めます。 

 また、事後に、運動の効果を検証、評価することにより、一層効果

的な運動が実施されるよう配慮します。 

イ 歩行者の安全確保  
(ｱ) 横断歩行者 

     信号機のない横断歩道での交通死亡事故では、自動車の横断歩道  
手前での減速が不十分なものが多いことから、運転者に対して横断

歩道手前での減速義務や横断歩道における歩行者優先義務を再認識

させるため、交通安全教育や交通指導取締り等を推進します。  
     歩行者に対しては、交通死亡事故の原因として横断歩行者の法令

違反（65 歳以上は車両直前の横断、65 歳未満は信号無視が最多）の

割合が高いことを踏まえ、信号機に従う、横断歩道を渡るといった、

基本的な交通ルールの遵守を徹底させ、信号機のないところの横断

であっても、横断時に手を上げることで、運転者に横断する意思を

明確に伝える必要性があることや、横断前の安全確認を徹底し、横

断中も周囲の安全確認に努めるといった、歩行者自身が交通安全を

守るための交通行動を促す交通安全教育を推進します。 

     歩行者の危険な違反行為を認知した場合は、警察官による積極的 

な指導と是正を行い、遵法意識の向上を図ります。 
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     さらに、高齢歩行者は、加齢に伴う身体機能の低下により、横断 

に時間を要するため交通事故の危険性が高まることを踏まえ、横断

時の交通事故防止にかかる交通安全教育を推進するとともに、運転

者に対して、このような高齢者の行動特性について注意喚起に努め

ます。 

(ｲ) 反射材用品等の普及促進 

     薄暮の時間帯から夜間における歩行者及び自転車利用者の交通事

故防止に効果が期待できる反射材用品等の普及を図るため、各種広

報媒体を活用して積極的な広報啓発を推進するとともに、反射材用

品等の視認効果、使用方法等について理解を深めるため、参加・体

験・実践型の交通安全教育の実施及び関係機関・団体と協力した反

射材用品等の展示会の開催や、反射材用品等活用の先導役となる地

域住民等への委嘱等を推進します。 

  反射材用品等は、全年齢層を対象として普及を図る必要がありま 

すが、歩行中の交通事故死者数の中で占める割合が高い高齢者に対

しては、特にその普及の促進を図ります。 

また、明るい目立つ衣類等の着用に加え、衣服や靴、鞄等の身の

回り品への反射材用品の組込を推奨するとともに、適切な反射性能

を有する製品についての情報提供に努めます。 

ウ 自転車の安全利用の推進 

(ｱ) 自転車の安全対策の強化 

  自転車利用者に対し、自転車が道路を通行する場合は、車両とし 

てのルールを遵守するとともに交通マナーを実践しなければなら 

ないことを理解するための交通安全教育等を強化します。 

  令和６年 11 月に施行された、自転車の「ながらスマホ」の罰則強 

化、酒気帯び運転の罰則対象化に関する広報啓発を推進するほか、 

交通事故防止のための基本的な交通ルールの理解等を徹底する取組 

を推進します。 

また、令和８年４月から交通反則通告制度（いわゆる「青切符」） 

が施行されることを踏まえ、次のとおり自転車の安全対策を強化し 

ます。 

〇 自転車乗用中の交通事故防止や自転車の安全利用を促進するた 

め、「かごしま自転車安全利用五則」を活用するなどにより、歩 

行者や他の車両に配慮した通行など自転車の正しい乗り方に関す 

る普及啓発の強化を図ります。 
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〇 自転車は、歩行者と衝突した場合には加害者となる側面も有し 

 ており、交通に参加するものとしての十分な自覚・責任が求めら 

れることから、自転車利用者に歩行者優先の意識を根付かせるた

めの交通安全教育を推進するとともに、関係事業者の協力を得つ

つ、自転車の点検整備や加害者になった場合への備えとして損害

賠償責任保険等への加入促進等の広報啓発を推進します。 

〇 自転車に同乗する幼児の安全を確保するため、保護者に対して 

 幼児の同乗が運転操作に与える影響等を体感できる参加・体験・ 

実践型の交通安全教育を実施するほか、幼児を同乗させる場合に 

おいて安全性に優れた幼児二人同乗用自転車の普及を促進すると 

ともに、シートベルトを備えている幼児用座席に幼児を乗せる時 

は、シートベルトを着用させるよう広報啓発活動を推進します。 

〇 自転車乗車時の頭部保護の重要性とヘルメット着用による被害 

軽減効果について理解促進に努め、全ての自転車利用者に対して

ヘルメットの着用を促進します。 

    〇 高齢者に対して、加齢に伴う身体機能の低下を自覚させ、それ

に応じた安全運転を促すとともに、自転車が運転免許証返納後の

交通手段となり得ることを視野に入れた教育を推進します。 

    〇 自転車を用いた配達業務中の交通事故を防止するため、関係事 

     業者等に対する交通安全対策の働き掛け、自転車配達員への街頭 

における指導啓発、飲食店等を通じた配達員への交通ルール遵守 

の呼び掛け等を推進します。 

〇 薄暮の時間帯から夜間における自転車事故を防止するため、灯 

 火点灯の徹底と、反射材用品等の取付けの促進により、自転車の 

被視認性の向上を図ります。 

    〇 電動アシスト自転車及び普通自転車の型式認定制度及び安全基 

準適合品の利用を促進します。 

    〇 電動アシスト自転車の事故状況の分析や、車両特性を踏まえた 

     注意喚起を推進します。  

    〇 自転車運転者講習制度の適切な運用やかごしま自転車条例の広

報啓発により、自転車利用者のルールに対する遵法意識を醸成し

ます。 

    〇 交通反則通告制度についての広報啓発を推進します。 

(ｲ) 自転車の交通安全教育の推進 

   自転車の交通安全教育は、効果的な取組を行っている民間事業者、 
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関係団体等の知見を取り入れながら、心身の発達状況や利用目的等 

のライフステージに応じて、自転車の安全・安心な運転に必要な事 

項を習得することができるように、教育内容をまとめて策定された 

「自転車の交通安全教育ガイドライン」を踏まえ、民間事業者や団 

体、自治体、家庭、学校等の様々な教育主体が、それぞれが持つ教 

育機会に応じた交通安全教育を推進します。 

 警察は、自転車の交通安全教育について優れた取組を行っている 

民間事業者等をウェブサイト上に公開することで、自転車の交通安 

全教育の実施主体（供給側）と交通安全教育を受けようとする（需 

要側）とのマッチングを促進し、民間事業者等による自転車の交通 

安全教育の充実化を図ります。 

  エ 自動車（二輪車を含む。）の安全運転の推進 

(ｱ) 妨害運転（あおり運転）防止に向けた広報啓発活動の推進 

   妨害運転（あおり運転）を防止するため、その罰則の重さを認識 

させるとともに、自動車の運転者が全ての交通参加者に対し、思い

やりと譲り合いの気持ちを持った運転を行うことが必要であるこ

と、妨害運転を受けた場合には、安全な場所に避難し、車外に出る

ことなく 110 番通報するなどの対応、ドライブレコーダーが被害を

受けたことの認定に役立ち、かつ、被害抑止にもつながること等に

ついて、SNS を含めたインターネット、広報紙等の各種媒体、交通

情報板、各種交通安全イベントや交通安全教室等の場を効果的に活

用し、広報啓発活動を推進します。 

 (ｲ) 飲酒運転の根絶に向けた交通安全教育及び広報啓発活動等の推進 

〇 規範意識の確立 

飲酒運転の危険性や飲酒運転による交通事故の実態を周知する 

ための交通安全教育や広報啓発を引き続き推進するとともに、関 

係機関・団体、事業所等が一体となった飲酒運転根絶活動等、飲 

酒運転根絶の機運醸成を促す取組の展開を推進します。 

飲酒運転については、アルコールが運転技能に及ぼす影響や分 

解に要する時間等の正しい知識の不足に起因している場合もある 

ことから、正しい知識について、マスメディア、ポスター、県ホ 

ームページ等の広報媒体等の活用により普及・啓発を図ります。 

また、交通ボランティアや安全運転管理者、運行管理者、酒類 

製造・販売業者、酒類提供飲食店、駐車場関係者等と連携してハ 

ンドルキーパー運動の普及啓発等、地域、職域等における飲酒運 
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転根絶の取組を更に進め、「飲酒運転を絶対にしない、させない」 

という県民の規範意識の更なる向上を図ります。 

さらに、各自治体で取り組んでいる飲酒運転根絶に向けた施策 

については、他の地域における施策実施に当たっての参考となる 

よう、積極的な情報共有を図ります。 

〇 アルコール依存症対策 

飲酒運転を繰り返す行為の背景には、アルコール依存症やアル 

コール依存症まで至っていない問題飲酒の存在があります。 

アルコール依存症は、自ら依存症であることを自覚することが 

     困難であることから、家庭や職場で専門相談機関への相談を積極 

     的に勧めることのできる環境づくりなど、機会をとらえた知識の 

     普及・啓発、情報提供等の取組などを推進します。 

 (ｳ) 「ながらスマホ」対策の強化 

     自動車運転中の携帯電話使用等による交通死亡・重傷事故が増加 

している状況に鑑み、スマートフォンの画面を注視したり、携帯電 

話で通話したりしながら運転する「ながらスマホ」について、道路 

交通法で禁止されていること及びその危険性や交通事故実態等につ 

いて広報啓発を推進するほか、関係事業者等や、安全運転管理者に 

よる教育の徹底を推進します。 

(ｴ) 後部座席を含めた全ての座席におけるシートベルトの正しい着用

の徹底 

      シートベルトの着用効果及び正しい着用方法について理解を求め、 

後部座席を含めた全ての座席におけるシートベルトの正しい着用の 

徹底を図るための広報啓発を推進します。 

     特に、後部座席のシートベルト着用率向上を図るため、非着用時

の致死率は、着用時と比較して格段に高くなることを引き続き周知

することや、バス・タクシーにおいては運転者から旅客に対し着用

を促す働きかけをすること、県、市町村、関係機関・団体等との協

力の下、衝突実験映像やシートベルトの着用効果を体験できる装置

を用いた参加・体験・実践型の交通安全教育を推進するほか、あら

ゆる機会・媒体を通じて全席におけるシートベルト着用徹底の啓発

活動等を展開します。 

   妊婦やその配偶者に対して、シートベルトの正しい着用が交通事 

故の被害から母体や胎児を守ることについて、広報啓発を推進しま 

す。 
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(ｵ) 児童を含むチャイルドシートの正しい使用の徹底 

   チャイルドシートの使用効果及び正しい使用方法について、理解 

を深めるための広報啓発・指導を推進し、正しい使用の徹底を図る 

とともに、市町村、民間団体等が実施している各種支援制度の活用 

を通じて、チャイルドシートを利用しやすい環境づくりを促進しま 

す。特に、比較的年齢の高い幼児の保護者に対し、その取組を強化 

します。 

  不適正使用時の致死率は、適正使用時と比較して格段に高くなる 

ことを注意喚起し、チャイルドシートの使用効果及び使用方法 

について、チャイルドシート着用推進シンボルマーク等を活用しつ 

つ、幼稚園・保育所・認定こども園、病院、販売店等と連携した保 

護者に対する効果的な広報啓発・指導を推進します。 

   なお、６歳以上であっても、体格等の事情により、シートベルト 

を適切に着用させることができない場合にはチャイルドシートを使 

用させることが望ましいこと等についての理解、普及及びその実践 

を呼び掛けるなど、広報啓発を強化し、適切なチャイルドシートの

使用の定着化を図ります。 

     さらに、取り付ける際の誤装着の防止や、側面衝突時の安全確保

等の用件を定めた新基準（i-Size）に対応したチャイルドシートの

普及促進、チャイルドシートと座席との適合表の公表の促進、製品

ごとの安全性に関する比較情報の提供、分かりやすい取扱説明書の

作成など、チャイルドシート製作者又は自動車製作者における取組

を促すとともに、販売店等における利用者への正しい着用の指導・

助言やチャイルドシートを必要とする方々に情報が行き渡るように

するため、例えば、妊婦向けアプリ等を通じた正しい使用方法の周

知徹底を推進します。 

(ｶ) 高速自動車国道における逆走防止 

  高速自動車国道等における逆走事故・事案の防止のため、関係機

関において広報啓発を進めます。 

(ｷ) 二輪車乗車中のヘルメット及びプロテクターの正しい着用方法の

周知徹底の推進  

二輪車乗用中の死者の損傷部位は頭部が最も多く、次いで胸部と

なっており、二輪車運転者の被害軽減を図るため、顎紐をしっかり

締めるなどヘルメットの正しい着用とプロテクターの着用につい

て、関係機関・団体と連携した広報啓発活動を推進するなど、頭部
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と胸部等保護の重要性について理解増進に努めます。 

(ｸ) 農耕車の安全利用の推進 

農業用トラクターや耕耘機、運搬車等の農耕車による事故防止を 

図るために、運転者に対し作業機を装着・けん引した状態で公道を 

走行する際に灯火器等を設置する交通ルールの遵守や、キャビン・ 

フレームの装備、シートベルト等の安全装置の装着等の指導、関係 

機関・団体等と連携した事故防止対策の研修会や広報啓発活動など 

を行い、農耕車の安全利用の推進に努めます。 

(ｹ) 先進技術に関する正しい理解の促進 

  縦・横方向の運行補助機能（DCAS*1）や自動運転等の先進技術につ

いて、ユーザーが過信することなく使用してもらえるような情報を

始め、自動車アセスメント情報や、安全装置の有効性、ドライブレ

コーダーの普及啓発、自動車の正しい使い方、点検整備の方法、交

通事故の概況等に係る情報を総合的な安全情報として取りまとめ、

自動車ユーザー、自動車運送事業者、自動車製作者などの情報の受

け手に応じ適時・適切に届けることや、交通安全教育を推進するこ

とにより、関係者の交通安全に関する意識を高めます。 

オ 新しい小型モビリティの安全対策 

(ｱ) 特定小型原動機付自転車の安全利用の推進 

   特定小型原動機付自転車について、６キロメートル毎時の速 

度を超えて加速することができない構造であること等の基準を満た 

す特例特定小型原動機付自転車が一定の要件を満たす場合にのみ歩 

道通行が可能であり、それ以外の場合は歩道通行が禁止されている 

こと、車道における左側通行の徹底、信号の遵守と停止線での停止

の徹底、飲酒運転の禁止といった基本的な交通ルールや自己を守る

ためにヘルメットの着用が効果的であることについて、関係事業者

と連携して利用者に対して周知徹底を図るとともに、若い世代を中

心に様々な機会を利用し、安全教育を強化します。 

(ｲ) ペダル付き電動バイクの安全対策の推進 

   ペダル付き電動バイクについては、電動アシスト自転車ではなく、 

一般原動機付自転車又は自動車に該当し、道路を通行させるにはナ 

ンバープレートを取得し、車体に表示しなければならないほか、そ

 

*1DCAS：Driver Control Assistance System 
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の運転には運転免許が必要であり、乗車用ヘルメットをかぶらなけ

ればならないなど、一般原動機付自転車等に適用される交通ルール

を遵守する必要があることについて、関係機関・団体、販売事業者、

プラットフォーム提供事業者等と連携して、周知を徹底します。 

 また、ペダル付き電動バイクの安全な利用を確保するため、販売

事業者が販売時に販売するペダル付き電動バイク等の電動モビリテ

ィの車両区分を明示することや飲食物等の配送業務を委託する事業

者において、配達員がペダル付き電動バイク等の電動モビリティを

配送業務に使用しようとする場合に正確な車両区分を登録させるこ

と等、「自動車又は一般原動機付自転車に該当するペダル付き電動

バイク及びキックボード様の立ち乗り型電動車の交通事故を防止す

るための関係事業者ガイドライン」に基づき、関係事業者が取り組

むべき交通安全対策の一層の推進を図ります。 

カ 効果的な広報の実施 

 交通の安全に関する広報については、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、

ポスター、SNS を含めたインターネット、街頭ビジョン等の広報媒体

を活用して、交通事故等の実態を踏まえた広報、日常生活に密着した

内容の広報など、具体的で訴求力の高い内容を重点的かつ集中的に実

施するなど、実効性のある広報を次の方針により行います。 

（ｱ） 交通安全に果たす家庭の役割は極めて大きいことから、家庭向け 

広報媒体の積極的な活用、県及び市町村、町内会、交通安全母の会

等を通じた広報等により家庭に浸透するきめ細かな広報の充実に

努め、こども、高齢者等を交通事故から守るとともに、妨害運転や 

飲酒運転等の悪質・危険な運転を根絶する気運の高揚を図ります。 

(ｲ) 通学で自転車を利用する機会の多い中高生や特定小型原動機付自 

転車を利用する若い世代を中心に、SNS を活用するなどし、自転車

や特定小型原動機付自転車の交通ルールについて、分かりやすく、

かつ、効果のある広報啓発活動を推進します。     

  (ｳ) 民間団体の交通安全に関する広報活動を援助するため、県及び市

町村は、交通の安全に関する資料、情報等の提供を積極的に行うと

ともに、報道機関の理解と協力を求め、全県的気運の高揚を図りま

す。 

また、県、市町村が発行する広報誌に交通事故発生状況や各季の

交通安全運動の重点等を掲載します。 
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キ その他の啓発活動の推進 

(ｱ) 高齢者の交通事故防止に関する県民の意識を高めるため、毎月 

15 日を「高齢者交通安全の日」として定め、県及び市町村、関係機 

関・団体が一斉に街頭活動等を強化するとともに、広報・啓発活動 

を推進します。 

(ｲ) また、高齢運転者標識の普及・活用を図るとともに、加齢に伴う

身体機能の変化が交通行動に及ぼす影響等について、科学的な知見

に基づいた広報を積極的に行います。 

  薄暮の時間帯から夜間にかけて重大事故が多発する傾向にあるこ 

とから、夜間の重大事故の主原因となっている最高速度違反、飲酒 

運転等による事故実態・危険性等を広く周知し、これら違反の防止 

を図ります。 

        また、早朝、夕暮れ時、夜間は、車両運転者には「早めのライト

点灯」「原則上向きライト点灯」「トンネル内ライト点灯」の３（サ

ン）ライト運動、歩行者には「プラス１（ワン）運動」の定着を促

します。 

(ｳ) 県民が、交通事故の発生状況を認識し、交通事故防止に関する意 

識の啓発等を図ることができるよう、地理情報システム等を活用し 

た交通事故分析の高度化を推進し、県のホームページ等を通じて事 

故データ及び事故多発地点に関する情報の提供に努めます。 

 

⑷ 交通の安全に関する民間団体等の主体的活動の推進 

 交通安全を目的とする民間団体については、交通安全指導者の養成等

の事業及び諸行事に対する援助並びに交通安全に必要な資料の提供活動

を充実するなど、その主体的かつ継続的な活動を促進します。 

また、地域団体、自動車製造・販売団体、自動車利用者団体等につい

ては、それぞれの立場に応じた交通安全活動が地域の実情に即して効果

的かつ積極的に行われるよう、全国交通安全運動等の機会を利用して働

き掛けを行います。 

そのため、交通安全対策に関する行政・民間団体間及び民間団体相互

間において定期的に連絡協議を行い、交通安全に関する県民をあげての

活動の展開を図ります。 

 また、交通指導員など必ずしも組織化されていない交通ボランティア

等に対しては、資質の向上に資する支援を行うこと等により、その主体

的な活動及び相互間の連絡協力体制の整備を促進します。 
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加えて、交通指導員及び交通ボランティア等に対する講習等の機会に

おいて、地域の見守り活動に関する各地域の実情及び課題を共有すると

ともに、スクールガード・リーダーを始めとする学校安全ボランティア

・キッズガード等交通安全に携わる地域の人材の充実に資する施策を強

化します。 

 このほか、地域の状況に応じた交通安全教育を行う指導者や団体等を

育成し、民間団体・交通ボランティア等が主体となった交通安全教育・

普及啓発活動の促進を図ります。 

 また、交通ボランティア等の高齢化が進む中、交通安全の取組を着実

に次世代につないでいくよう幅広い年代の参画に努めます。  

 

⑸   地域における交通安全活動への参加・協働の推進 

  交通の安全は、住民の安全意識により支えられていることから、地域

住民に留まらず、当該地域を訪れ、関わりを有する通勤・通学者等も含

め、交通社会の一員であるという当事者意識を持つよう意識改革を促し

ていきます。 

 このため、交通安全思想の普及徹底に当たっては、行政、民間団体、

企業等と住民が連携を密にした上で、それぞれの地域における実情に即

した身近な活動を推進し、住民の参加・協働を積極的に促進するととも

に、地域に根ざす住民、町内会、自治会、外国人コミュニティ、防犯協

会等との連携を図ります。 

 このような観点から、地域の交通安全への住民等の理解に資するため、

住民や道路利用者が主体的に「ヒヤリ地図」の作成、交通安全総点検、

交通安全市町村計画の積極的活用・広報等のほか、交通安全の取組に地

域住民等の意見を積極的にフィードバックするよう努めます。 
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３ 安全運転の確保 

  安全運転を確保するためには、運転者の能力や資質の向上を図ることが

必要であることから、運転者のみならず、これから運転免許を取得しよう

とする者までを含めた運転者教育等の充実に努めます。 

特に、高齢運転者に対しては、運転免許証の更新時における高齢者講習、

認知機能検査及び運転技能検査を適切に実施するとともに、受講者等の交

通事故を分析し、その結果を踏まえて実施課題の見直しを行うなど、高齢

運転者の交通事故を防止するための新たな対策を講じていきます。 

 また、運転者に対して、運転者教育、安全運転管理者による指導、その

他広報啓発等により、横断歩道においては、歩行者が優先であることを含

め、高齢者や障害者、こどもを始めとする歩行者や自転車に対する保護意

識の向上を図ります。 

 さらに、今後の自動車運送事業の変化を見据え、企業・事業所等が交通

安全に果たすべき役割と責任を重視し、企業・事業所等の自主的な安全運

転管理対策の推進及び自動車運送事業者等の安全対策の充実を図るとと

もに、交通労働災害の防止等を図るための取組を進めます。 

  加えて、道路交通の安全に影響を及ぼす自然現象に関する適時・適切な

情報提供を実施するため、ICT 等を活用しつつ、道路交通に関する総合的

な情報提供の充実を図ります。 

 

⑴ 運転者教育等の充実 

  安全運転に必要な知識及び技術を身に付けた上で安全運転を実践でき

る運転者を育成するため、免許取得前から、安全意識を醸成する交通安

全教育の充実を図るとともに、免許取得時及び免許取得後においては、

特に、実際の交通場面で安全に運転する能力を向上させるための教育を

行います。 

  また、これらの機会が、単なる知識や技能を教える場にとどまること

なく、個々の心理的・性格的な適性を踏まえた教育、交通事故被害者等

の手記等を活用した講習を行うなどにより、交通事故の悲惨さの理解を

深める教育、自らの身体機能の状況や健康状態について自覚を促す教育

等を行うことを通じて、運転者の安全に運転しようとする意識及び態度

を向上させるよう教育内容の充実を図ります。 

ア  運転免許を取得しようとする者に対する教育の充実 

(ｱ) 自動車教習所における教習の充実 

自動車教習所の教習に関し、交通事故の発生状況、道路環境等の
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交通状況を勘案しつつ、教習カリキュラムの見直し・検討を進める

ほか、教習指導員等の資質の向上、教習内容及び技法の充実を図り、

教習水準を高めます。 

 また、教習水準に関する情報の県民への提供に努めます。 

(ｲ) 取得時講習の充実 

原付免許、普通二輪免許、大型二輪免許、普通免許、準中型免許、

中型免許、大型免許、普通二種免許、中型二種免許及び大型二種免

許を取得しようとする者に対する取得時講習の充実に努めます。 

 

イ  運転者に対する再教育等の充実 

  取消処分者講習、停止処分者講習、違反者講習、初心運転者講習、

更新時講習及び高齢者講習により運転者に対する再教育が効果的に行

われるよう、講習施設・設備の拡充を図るほか、講習指導員の資質向

上、講習資機材の高度化並びに講習内容及び講習方法の充実に努めま

す。 

  特に、飲酒運転を根絶するという観点から、飲酒取消講習における、

アルコール依存症が疑われる者を専門医療機関につなげる取組や停止

処分者講習における飲酒学級の充実に努め、妨害運転等の悪質・危険

な運転者に対しては運転適性検査により、受講者の運転特性を診断し

た上で、必要な個別的指導等を実施し、悪質・危険な運転特性の矯正

を図ります。 

 自動車教習所については、既に運転免許を取得した者に対する再教

育も実施するなど、地域の交通安全教育センターとしての機能の充実

に努めます。 

ウ  妨害運転等の悪質・危険な運転者に対する処分者講習での再教育 

  運転適性検査により、受講者の運転特性を診断した上で、必要な個 

別的指導等を実施し、悪質・危険な運転特性の矯正を図ります。 

エ  二輪車安全運転対策の推進 

  取得時講習のほか、二輪車安全運転講習及び原付等安全講習の推進

に努めます。 

また、指定自動車教習所における交通安全教育体制の整備等を促進

し、二輪車運転者に対する教育の充実強化に努めます。 

オ  高齢運転者対策の充実 

(ｱ) 高齢者に対する教育の充実 

高齢者講習の効果的実施、更新時講習における高齢者学級の講習
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内容の充実等に努めます。 

特に、認知機能検査に基づく高齢者講習においては、運転技能に

着目したきめ細かな講習を実施するとともに、高速道路における逆

走防止や運転支援機能への理解、技術の進展状況について周知させ

るなど、より効果的な教育に努めます。 

(ｲ) 臨時適性検査の確実な実施 

認知機能検査、安全運転相談等の機会等を通じて、認知症の疑い

がある運転者の把握に努め、臨時適性検査等の確実な実施等により、

安全な運転に支障のある者については、運転免許の取消等の行政処

分を行います。 

(ｳ) 運転技能検査の適切な実施 

令和４年５月から施行された道路交通法の一部を改正する法律

（令和２年法律第 42 号）に基づく 75 歳以上で一定の違反歴がある

高齢運転者に対する運転技能検査について、一時停止等を実施する

課題を通して運転技能を適切に評価するとともに、その結果を踏ま

えた交通事故防止に資する安全指導を実施します。 

(ｴ) 高齢運転者標識（高齢者マーク）の活用 

高齢運転者の安全意識を高めるため、高齢運転者に対する高齢運

転者標識（高齢者マーク）の表示の促進を図るとともに、他の年齢

層に対しても、高齢運転者の特性を理解し、高齢運転者標識（高齢

者マーク）を表示した車両に対する保護意識の向上に努めます。 

カ  外国人運転者対策の強化 

  外国人の運転免許保有者が増加する中、既に実施されている免許取 

得時の多言語化に加え、免許更新時における多言語の教材の活用等に 

より、外国人運転者による交通事故や交通違反の取扱い時における出 

入国在留管理庁との連携を強化します。 

 また、いわゆる「外免切替」制度について、令和７年 10 月に改正

された新たな制度を厳格に運用するとともに、更なる外国人運転者に

よる適正な運転の確保のための取組を進めます。 

  レンタカー利用時等における国際運転免許証や外国運転免許証の確 

認が十分に行われるようレンタカー事業者に対する情報提供を充実す 

るなど、取組を強化します。 

 このほか、今後増加が予想される特定技能等の外国人運転者に対応

し、円滑な免許関係手続が実施できるよう受入体制の強化を図ります。 
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キ  自動車安全運転センターの業務の充実 

  自動車安全運転センター安全運転中央研修所における各種訓練施設

を活用し、高度の運転技能と専門的知識を必要とする安全運転指導者

や職業運転者、青少年運転者等に対する参加・体験・実践型の交通安

全教育の充実を図るとともに、通知、証明及び調査研究業務等の一層

の充実を図ります。 

ク 自動車運転代行業の指導育成等 

 自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保し、交通の安全及び利

用者の保護を図るため、自動車運転代行業者に対し、立入検査を行う

ほか、無認定営業、損害賠償措置義務違反、無免許運転等の違法行為

の厳正な取締りを実施します。 

ケ  自動車運送事業等に従事する運転者に対する適性診断の充実 

 自動車運送事業等に従事する運転者に対する適性診断については、

自動車運送事業等の安全を確保するため、事業者に対し、高齢運転者

等に受診させるよう義務付けるとともに、受診の環境を整えるため、

適性診断実施の認定基準の見直しを検討するなど、引き続き、適性診

断の実施者への民間参入を促進します。 

コ  危険な運転者の早期排除等 

  行政処分制度の適正かつ効果的な運用により長期未執行者の解消に

努めるほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気

等にかかっていると疑われる者等に対する臨時適性検査等の迅速・適

確な実施に努めるなど、危険な運転者の早期排除を図ります。 

また、仮停止制度を適切に運用し、交通死傷事故発生時における運

転者に対する免許停止処分を迅速に行います。 

 

⑵ 運転免許業務の改善 

 県民の立場に立った運転免許業務を行うため、手続きの利便性の向上

等による更新負担の軽減や、交通事故被害者の心情に沿った対応を行う

とともに、増加する高齢者の免許保有者に対応し、自動車教習所等と連

携し、高齢者講習、認知機能検査及び運転技能検査の受講者の受入体制

の拡充を図ります。 

  また、運転免許試験場における障害者等が利用する際の設備・資機材

の整備及び安全運転相談活動の充実を図ります。 

 令和７年３月に運用を開始した運転免許証とマイナンバーカードの一

体化について、マイナンバーカードとの一体化手続、住所変更ワンスト
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ップサービス、住所地以外での迅速な経由地更新及びオンラインによる

更新時講習の円滑な運用に努めるとともに、優良運転者等に対するオン

ライン講習受講等のメリットに関する周知により、交通違反及び交通事

故の防止に関する意識の醸成を図ります。 

 

⑶ 自動運転等の安全の確保と支援 

  ア 特定自動運行許可制度の適正かつ円滑な運用等 

    特定自動運行の許可に係る審査内容や手続等の明確化等の取組、特

定自動運行実施者に対する立入検査の実施等により、特定自動運行許

可制度の適正かつ円滑な運用を図ります。 

また、安全で円滑な公道実証実験のため、ガイドラインや道路使用

許可制度の適正な運用と事業者に対する周知を図ります。 

  イ 遠隔操作型小型車の安全な運行の支援 

    遠隔操作型小型車の届出制度の周知や使用者に対する立入検査の実

施等により、道路における危険を防止するとともに届出制度の適正か

つ円滑な運用を図ります。 

    また、遠隔操作型小型車の安全で円滑な公道実証実験のため、道路

使用許可の適正な運用と事業者に対する周知を図ります。 

 

⑷ 安全運転管理の推進 

  安全運転管理者及び副安全運転管理者（以下「安全運転管理者等」と

いう。）に対する講習の充実等により、これらの者の資質及び安全意識

の向上を図るとともに、令和５年 12 月から実施されることとなった安全

運転管理者による運転者に対する運転前後におけるアルコール検知器を

用いた酒気帯びの有無の確認等の義務が確実に履行され、また、交通安

全教育指針に基づいた交通安全教育が適切に行われるよう安全運転管理

者等を指導します。 

 また、安全運転管理者等による若年運転者対策及び貨物自動車の安全

対策の一層の充実を図るとともに、安全運転管理者等の未選任事業所の

一掃を図り、企業内の安全運転管理体制を充実強化し、安全運転管理業

務の徹底を図ります。 

さらに、事業活動に関してなされた道路交通法違反等についての使用

者等への通報制度を十分活用するとともに、使用者、安全運転管理者等

による下命、容認違反等については、使用者等の責任追及を徹底し適正

な運転管理を図ります。 
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  事業活動に伴う交通事故防止を更に促進するため、映像記録型ドライ

ブレコーダー、デジタル式運行記録計等（以下「ドライブレコーダー等」

という。）の安全運転の確保に資する車載機器の普及促進に努めるとと

もに、ドライブレコーダー等によって得られた映像を元に、身近な道路

に潜む危険や、日頃の運転行動の問題点等の自覚を促す交通安全教育や

安全運転管理への活用方法について周知を図ります。 

 

⑸ 事業用自動車の安全プラン等に基づく安全対策の推進 

 事業用自動車の交通事故死者数・重傷者数・飲酒運転件数の削減等を

目標とする事業用自動車総合安全プランに基づき、関係者（行政、事業

者、利用者）が一体となり総合的な取組を推進します。 

ア 運輸安全マネジメント等を通じた安全体質の確立 

 事業者の安全管理体制の構築・改善状況を国が確認する運輸安全マ

ネジメント評価を引き続き実施します。 

また、運輸安全マネジメント評価を通じて、運輸事業者による防災

意識の向上及び事前対策の強化等を図り、運輸防災マネジメントの取

組を強化するとともに、感染症による影響を踏まえた運輸事業者の安

全に係る取組及び事業者によるコンプライアンスの徹底を意識付ける

取組を的確に確認します。 

 さらに、事業者の安全意識の向上を図るため、メールマガジン「事

業用自動車安全通信」や「自動車総合安全情報」ホームページにより、

事業者に事業用自動車による重大事故発生状況、事業用自動車に係る

各種安全対策等の情報を引き続き提供するとともに、外部専門家等の

活用による事故防止コンサルティング実施に対して支援するなど、社

内での安全教育の充実を図ります。 

イ 運行管理未実施、飲酒運転等悪質な法令違反の根絶 

 点呼時にアルコール検知器を使用した酒気帯びの有無の確認を徹底

するよう指導するとともに、飲酒運転を防止するための具体的な取組

やアルコールが身体に及ぼす影響等を分かりやすくまとめたほか、ア

ルコール依存傾向の強い運転者に関する症状の把握や治療の必要性に

ついて記載した「自動車運送事業者における飲酒運転防止マニュアル」

の周知、常習飲酒者に対するスクリーニング検査の普及促進を図り、

事業者における飲酒運転ゼロを目指します。また、薬物使用による運

行の根絶に向け啓発を続けます。 

 さらに、スマートフォンの画面を注視したり、携帯電話で通話しな
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がら運転する「ながらスマホ」、他の車両の通行を妨害し、重大な交

通事故にもつながる「あおり運転」といった迷惑運転について、運転

者に対する指導・監督を実施するよう、事業者に対し指導を行うとと

もに、それに資する運転中の運転者の状況を確認できる機器の普及を

促進します。 

ウ ICT、先進安全自動車、自動運転等新技術の開発・普及推進 

 事業者による交通事故防止の取組を推進するため、ドライバー異常

時対応システム等の先進安全自動車（ASV*1）装置や運行管理に資する

機器等の普及促進に努めます。 

 また、自動車や車載器等の通信システムにより取得した運転情報や、

車両と車載機器、ヘルスケア機器等を連携させた総合的データを活用

したシステムの普及を図り、更なる事故の削減を目指します。 

 さらに、運行管理に利用可能な ICT 技術を活用することにより、働

き方改革の実現に加え、運行管理の質の向上による安全性の向上を図

るため、開発・普及を促進します。 

エ 少子超高齢社会における交通事故の防止対策 

 事業用自動車の運転者の高齢化、及び高齢者が被害者となる交通事

故の増加を踏まえ、高齢運転者による交通事故防止対策を推進すると

ともに、運転者不足に伴い外国人人材の活用等今まで運送事業におい

て運送業務を行っていない者による運行の増加が一定数見込まれると

ころ、これらの者による運転業務においても安全運行が確実に行われ

るための方策を講じていきます。 

オ 業態ごとの交通事故発生傾向、主要な要因等を踏まえた交通事故防 

止対策 

 輸送の安全を図るため、トラック・バス・タクシーの業態ごとや運

転者の年齢、健康状態等の特徴的な交通事故傾向を踏まえた交通事故

防止の取組を現場関係者とも一丸となって実施させるとともに、運転

者に対する指導・監督マニュアルの策定を随時見直すとともに、より

効果的な指導方法の確立等、更なる運転者教育の充実・強化を検討・

実施します。 

カ 事業用自動車の事故調査委員会の提案を踏まえた対策 

 社会的影響の大きな事業用自動車の重大事故については、事業用自

 

*1ASV：Advanced Safety Vehicle 
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動車事故調査委員会における交通事故の背景にある組織的・構造的問

題の更なる解明を含めた原因分析、より客観的で質の高い再発防止策

の提言を受け、事業者等の関係者が適切に対応し、交通事故の未然防

止に向けた取組を促進します。 

キ 運転者の健康起因事故防止対策の推進 

 運転者の疾病により、運転を継続できなくなる健康起因事故を防止

するため、「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」の周知徹

底を図るとともに、睡眠時無呼吸症候群、脳血管疾患、心臓疾患・大

血管疾患、視野障害等の主要な疾病について、対策ガイドラインの周

知徹底を図るとともに、中小の事業者への受診費用の補助制度を通し

て、スクリーニング検査の普及を促進します。 

ク 自動車運送事業者に対するコンプライアンスの徹底 

 労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）等の関係法令等の履行及び運

行管理の徹底を図るため、飲酒運転等の悪質違反を犯した事業者、重

大事故を引き起こした事業者及び新規参入事業者等に対する監査を徹

底するとともに、関係機関合同による監査・監督を実施し、不適切な

事業者に対して厳正な処分を行います。また、IT を活用して効果的・

効率的な監査・監督を実施します。 

 多様な輸送ニーズに対応しつつ、安全性の確保を図るため、空港等

のバス発着場を中心とした街頭検査等を活用し、バス事業における交

替運転者の配置、運転者の飲酒・過労等の運行実態を把握し、事業用

自動車による交通事故の未然防止を図ります。 

 関係行政機関との連携として、相互の連絡会議の開催及び指導監督

結果の相互通報制度等の活用により、過労運転に起因する交通事故等

の通報制度の的確な運用と業界指導の徹底を図ります。 

事業者団体等関係団体による指導として、国が指定した機関である、

適正化事業実施機関を通じ、過労運転・過積載の防止等、運行の安全

を確保するための指導の徹底を図ります。 

 以上のような取組を確実に実施するため、監査体制の充実・強化を

重点的に実施します。 

ケ 自動車運送事業安全性評価事業の促進等 

 全国貨物自動車運送適正化事業実施機関において、貨物自動車運送

事業者について、利用者が安全性の高い事業者を選択することができ

るようにするとともに、事業者全体の安全性向上に資するものとして

実施している「貨物自動車運送事業安全性評価事業」（通称Ｇマーク
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制度）を促進します。 

 また、国、県、市町村及び民間団体等において、貨物自動車運送を

伴う業務を発注する際には、それぞれの業務の範囲内で道路交通の安

全を推進するとの観点から、安全性優良事業所（通称Ｇマーク認定事

業所）の認定状況も踏まえつつ、関係者の理解も得ながら該当事業所

が積極的に選択されるよう努めます。 

 さらに、貸切バス事業者安全性評価認定実施機関において、貸切バ

ス事業者の安全性や安全の確保に向けた取組状況を評価し、認定・公

表することで、貸切バスの利用者や旅行会社がより安全性の高い貸切

バス事業者を選択しやすくする「貸切バス事業者安全性評価認定制度」

を推進し、貸切バス事業者の安全性の確保に向けた意識の向上や取り

組みの促進を図り、より安全な貸切バスサービスの提供に努めます。 

  コ トラック・物流Ｇメンによる荷主等への是正指導の強化 

    貨物自動車運送事業における長時間労働や過積載運行等の一因とな 

っている、荷主等による違反原因行為を排除するため、トラック・物 

流Ｇメンによる荷主等への是正指導を強化し、貨物自動車運送事業に 

おける交通安全環境の実現を図ります。 

  

⑹ 交通労働災害の防止等 

ア  交通労働災害の防止 

  交通労働災害防止のためのガイドラインの周知徹底を行うことによ

り、事業場における管理体制の確立、適正な労働時間等の管理、適正

な走行管理、運転者に対する教育、健康管理、交通労働災害防止に対

する意識の高揚等を促進します。 

  また、これらの対策が効果的に実施されるよう関係団体と連携して、

事業場における交通労働災害防止に関する管理者の選任、交通労働災

害防止のためのガイドラインに基づく同管理者及び運転者に対する教

育の実施を推進するとともに、交通・荷役労働災害防止指導員による

事業場に対する個別指導等を実施します。 

イ  運転者の労働条件の適正化等 

 自動車運転者の労働時間、休日、割増賃金、賃金形態等の労働条件

の改善を図るため、労働基準法等の関係法令及び「自動車運転者の労

働時間等の改善のための基準」（平成元年労働省告示第７号）の履行

を確保するための監督指導を実施します。 

  また、関係行政機関において相互の連絡会議の開催及び監査・監督
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結果の相互通報制度等の活用を図るとともに、必要に応じ合同による

監査・監督を実施します。 

 

⑺ 道路交通に関連する情報の充実 

ア  危険物輸送に関する情報提供の充実等 

 危険物の輸送時の交通事故による大規模な災害を未然に防止し、災

害が発生した場合の被害の軽減に資する情報提供の充実等を図るた

め、イエローカード（危険有害物質の性状、交通事故発生時の応急措

置、緊急通報・連絡先等事故の際、必要な情報を記載した緊急連絡カ

ード）の携行、関係法令の遵守、乗務員教育の実施等について危険物

運送事業者の指導を強化します。 

  また、危険物運搬車両の交通事故による危険物の漏えい等が発生し

た場合に、安全かつ迅速に事故処理等を行うため、危険物災害情報支

援システムの充実を図ります。 

イ  国際海上コンテナの陸上輸送に係る安全対策 

  国際海上コンテナの陸上輸送における安全を確保するため、コンテ 

ナ内に収納された貨物の品目、重量、梱包等に関する情報の伝達やコ 

ンテナロックの確実な実施等を内容とする「国際海上コンテナの陸上 

における安全輸送ガイドライン」について、地方連絡会議や関係業界 

を通じて、関係者への周知徹底を図ります。 

ウ  気象情報等の充実 

  道路交通に影響を及ぼす台風、大雨、竜巻等の激しい突風、地震、

津波、火山噴火等の自然現象を的確に把握し、特別警報・警報・予報

等の適時・適切な発表及び迅速な伝達に努めるとともに、これらの情

報の質的向上に努めます。 

 また、道路の降雪状況や路面状況等を収集し、道路利用者に提供す

る道路情報提供装置等の整備を推進します。 

  さらに、気象、地震、津波、火山現象等に関する観測施設を適切に

整備・配置し、維持するとともに、防災関係機関等との情報の共有や

ICT を活用した観測・監視体制の強化を図るものとします。このほか

広報や講習会等を通じて気象知識の普及や情報の利活用促進に努めま

す。 
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４ 車両の安全性の確保 

 近年、自動車に関する技術の進歩は目覚ましく、様々な先進安全技術の

開発・実用化が急速に進んでいます。 

交通事故のほとんどが運転者の交通ルール違反や運転操作ミスに起因し

ている状況において、こうした技術の活用・普及促進により、交通事故の

飛躍的な減少が期待できると考えられます。 

既に衝突被害軽減ブレーキの普及等に伴い、交通事故件数及び死傷者数

は減少傾向にあるものの、交通事故情勢は依然として厳しく、相次いで発

生している高齢運転者による交通事故やこどもの安全確保も喫緊の課題

であることから、自家用自動車及び事業用自動車双方における先進安全技

術の更なる活用・普及促進により着実に交通安全を確保していくことが肝

要です。 

 ただし、先進安全技術を円滑かつ効果的に社会に導入していくために

は、最低限の安全性を確保するための基準の策定等に加え、運転者がその

機能を正確に把握して正しく使用してもらうための対策も重要です。 

 さらに、先進技術の導入により自動車の構造が複雑化するなか、使用過

程においてその機能を適切に維持するためには、適切な保守管理が重要と

なります。 

特に自動運転技術については、その機能を適切に保守管理するための仕

組みや体制の整備が求められ、自動車整備事業及び自動車検査の制度にお

いても適切に対応しなければなりません。 

 

⑴ 自動車アセスメント情報の提供等 

  自動車の安全装置の正しい使用方法、装備状況等の一般情報とともに、

自動車の車種ごとの安全性に関する比較情報を公正中立な立場で取りま

とめ、これを自動車ユーザーに定期的に提供する自動車アセスメント事

業を推進します。 

また、チャイルドシートについても、i-Size 対応のチャイルドシート

の普及啓発を行うほか、安全性能評価の強化について検討を行うととも

に、製品ごとの安全性に関する比較情報等を、例えば、妊婦向けアプリ

等を通じ、それを必要とする自動車ユーザーに正しく行き渡るようにす

ることにより、より安全なチャイルドシートの普及拡大を図ります。 
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⑵ 自動車の検査及び点検整備の充実 

ア  自動車の検査の充実 

  近年急速に普及している衝突被害軽減ブレーキ等の先進技術の機能

維持を図るために、現在の外観確認やブレーキテスタ等の測定器を中

心とした検査に加え、車両に搭載された車載式故障診断装置（OBD* 1）

に記録された不具合の情報を読み取ることによる機能確認を実施する

など、自動車検査の高度化を図ります。 

また、独立行政法人自動車技術総合機構と連携し、これらの検査が

指定自動車整備事業者等において確実に行われるよう努めます。 

さらに、不正改造を防止するため、適宜、自動車使用者の立入検査

を行うとともに、街頭検査体制の充実強化を図ることにより、不正改

造車両を始めとした整備不良車両及び基準不適合車両の排除等を推進

します。 

 指定自動車整備事業制度の適正な運用・活用を図るため、事業者に

対する指導監督を強化します。 

加えて、軽自動車の検査については、その実施機関である軽自動車

検査協会における検査の充実強化を図ります。 

イ  自動車点検整備の充実 

(ｱ) 自動車点検整備の推進 

自動車ユーザーの保守管理意識を高揚し、点検整備の確実な実施

を図るため、「自動車点検整備推進運動」を関係者の協力のもとに

全県的に展開するなど、自動車ユーザーによる保守管理の徹底を強

力に促進します。 

また、自動車運送事業者の保有する事業用車両の安全性を確保す

るため、自動車運送事業者監査、整備管理者研修等のあらゆる機会

をとらえ、関係者に対し、車両の保守管理について指導を行い、そ

の確実な実施を推進します。 

なお、車両不具合による交通事故については、その原因の把握・

究明に努めるとともに、点検整備方法に関する情報提供等により、

再発防止の徹底を図ります。 

(ｲ) 不正改造車の排除 

道路交通に危険を及ぼすなど社会的問題となっている暴走族の不

 

*1OBD：On-Board Diagnostics 
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正改造車や過積載を目的とした不正改造車両等を排除し、自動車の

安全運行を確保するため、関係機関の支援及び自動車関係団体の協

力のもとに「不正改造車を排除する運動」を全県的に展開し、広報

活動の推進、関係者への指導、街頭検査等を強化することにより、

不正改造防止について、自動車ユーザー及び自動車関係事業者等の

認識を高めます。 

また、不正改造行為の禁止及び不正改造車両に対する整備命令制

度について、その的確な運用に努めます。 

(ｳ) 自動車特定整備事業の適正化及び生産性向上 

点検整備に対する自動車ユーザーの理解と信頼を得るため、自動

車分解整備事業者に対し、整備料金、整備内容の適正化について、

消費者保護の観点も含め、その実施の推進を指導します。 

また、自動車分解整備事業者における経営管理の改善や整備の近

代化等への支援を推進します。 

(ｴ) 自動車の新技術への対応等整備技術の向上 

自動車新技術の採用・普及、車社会の環境の変化に伴い、自動車

を適切に維持管理するためには、自動車整備業がこれらの変化に対

応していく必要があることから、関係団体からのヒアリング等を通

じ自動車整備業の現状について把握するとともに、自動車整備業の

環境整備・技術の高度化を推進します。 

また、整備主任者を対象とした新技術研修の実施等により、整備

要員の技術の向上を図るとともに、新技術が採用された自動車の整

備や自動車ユーザーに対する自動車の正しい使用についての説明等

のニーズに対応するため、一級自動車整備士制度の活用を推進しま

す。 

(ｵ) ぺーパー車検等の不正事案に対する対処の強化 

民間能力の活用等を目的として、指定自動車整備事業制度が設け

られていますが、依然としてペーパー車検等の不正事案が発生して

いることから、制度の適正な運用・活用を図るため、事業者に対す

る指導監督を引き続き行います。 

 

⑶ リコール制度の充実・強化 

   自動車製作者の垣根を越えた装置の共通化・モジュール化が進む 

中、複数の自動車製作者及び自動車装置製作者による大規模なリコー 

ルが行われていることから、自動車のリコールをより迅速かつ確実に 



 - 76 - 

実施するため、自動車製作者等からの情報収集体制の強化を図るとと 

もに、安全・環境性に疑義のある自動車については独立行政法人自動 

車技術総合機構において現車確認等による技術的検証を行います。 

  また、自動車ユーザーの目線に立ったリコールの実施のために、自動 

車不具合情報ホットラインの認知度を高めるための広報活動を行い、 

自動車ユーザーからの自動車の不具合情報の収集を強化します。 

さらに、自動車ユーザーに対して、自動車の不具合に対する関心を高

めるためのリコール関連情報等の提供の充実を図ります。 

    

⑷ 自転車の安全性の確保 

   近年、電動アシスト自転車の基準を満たさず、運転免許を要する一般原 

動機付自転車等に該当する車両を電動アシスト自転車として、安易に販売 

する事業者が見られ、自転車の安全な利用を確保し、自転車事故の防止 

を図るため、電動アシスト自転車及び普通自転車の型式認定制度を周知

し、適切に運用することが、より重要となっています。 

また、自転車の安全性を確保するため、関係団体が実施している自転

車の安全性向上を目的とする各種マーク制度（BAA マーク、TS マーク、

SG マーク、JIS マーク等）の普及に努め、自転車利用者が定期的に点検

整備や正しい利用方法等の指導を受ける気運を醸成します。 

さらに、近年、自転車が加害者となる交通事故に関し、高額な賠償額

となるケースもあり、こうした賠償責任を負った際の支払い原資を担保

し、被害者の救済の十全を図るため、関係事業者の協力を得つつ、損害

賠償責任保険等の全員加入※に向けて広報啓発に取り組みます。 

      加えて、夜間における交通事故の防止を図るため、灯火点灯の徹底と

反射器材の普及促進を図り、自転車の被視認性の向上を図ります。 

※ かごしま自転車条例第１１条により義務化 
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５  道路交通秩序の維持 

    交通事故を防止し、安全で安心な交通を確保するためには、それぞれの

道路交通の主体が交通ルールを遵守することが必要不可欠であり、交通安

全教育等とともに、交通指導取締り、交通事故事件捜査、暴走族取締り等

を通じ、道路交通秩序の維持を図る必要があります。 

    このため、交通事故実態等を的確に分析し、死亡事故など重大事故に直

結する悪質性・危険性の高い違反や、駐車違反等の迷惑性の高い違反に重

点をおいた交通指導取締りを推進します。 

  また、交通事故事件の発生に際しては初動段階から組織的な捜査を行う

とともに、危険運転致死傷罪の立件も視野に入れた捜査の徹底を図るほ

か、研修等による捜査力の強化や客観的な証拠に基づいた事故原因の究明

等により適正かつ緻密な捜査の一層の推進を図ります。 

 さらに、暴走族等対策を強力に推進するため、関係機関・団体が連携し、

地域が一体となって暴走族追放気運の高揚等に努め、暴走行為をさせない

環境づくりを推進します。 

 

⑴ 交通指導取締りの強化等 

ア  一般道路における効果的な交通指導取締りの強化等 

  一般道路においては、こども、高齢者、障害者の保護の観点から歩

行者及び自転車利用者の交通事故防止並びに交通事故多発路線等にお

ける重大事故の防止に重点を置いて、交通指導取締りを効果的に推進

します。 

 その際、地域の交通事故実態や違反等に関する地域特性等を十分考

慮します。 

(ｱ) 交通事故抑止に資する指導取締りの推進 

 交通事故実態の分析結果等を踏まえ、交通事故多発路線等におけ

る街頭指導活動を強化するとともに、無免許運転、飲酒運転、妨害

運転に繋がる可能性の高い違反、著しい速度超過、通行区分違反、

交差点関連違反等の交通事故に直結する悪質性・危険性・迷惑性の

高い違反に重点を置いた指導取締りを推進します。 

また、「ながらスマホ」の交通指導取締りを推進強化します。 

無免許運転及び飲酒運転については、取締りにより常習者を道路

交通の場から排除するとともに、運転者に対する捜査のみならず、

周辺者に対する捜査を徹底するなど、無免許運転及び飲酒運転の根

絶に向けた取組を推進します。 
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地理的情報等に基づく交通事故分析の高度化を図り、交通指導取

締りの実施状況について、交通事故実態の分析結果等を踏まえて検

証し、その検証結果を取締り計画の見直しに反映させる、いわゆる

PDCA サイクルをより一層機能させます。 

また、交通事故抑止対策について県民の理解を深めるため、交通

事故実態等の分析に基づき、重点交差点や路線等を選定し、指導取

締り計画に沿って組織的に交通指導取締りを推進していることや、

交通指導取締りの結果生じた交通事故実態の変化、交通流の円滑化、

実勢速度の抑制、放置駐車車両台数の変化等、さらにその結果を踏

まえた今後の交通指導取締りの方針等についてウェブサイトや SNS

等を活用して県民に説明し、PDCA サイクルに基づく交通指導取締り

の趣旨や目的が伝わるよう情報発信に努めます。 

(ｲ) 背後責任の追及 

 事業活動に関してなされた無免許運転、過積載、過労運転等の違

反については、自動車の使用者等に対する責任追及を徹底するとと

もに、必要に応じ自動車の使用制限命令や荷主等に対する再発防止

命令を行うほか、運送事業者やその他の事業者について、その背後

責任が明らかとなった場合は、関係省庁との連携の下、それらの者

に対する指導、監督処分等を行うことにより、悪質な事業者の排除

や是正に向けて取り組むなど、この種の違反の防止を図ります。 

また、事業所における従業員による飲酒運転の発覚時の自動車の使

用者の責任追及を含め、運行管理者・安全運転管理者による運転前

後のアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等の義務の履

行が徹底されるよう、指導を行うとともに履行状況の確認を行いま

す。 

さらに、外国人による無免許運転が多いことを踏まえ、雇用する

外国人が無免許運転等を起こした場合における雇用者等の背後責任

の追及を徹底します。 

(ｳ) いわゆる白タク・白トラの取締りの強化 

  いわゆる白タク・白トラ行為については、関係機関の連携の下、

抑止に向けた広報啓発活動を行うとともに、関連情報の収集・共有、

取締り等を強化します。 

  取締りについては、末端被疑者の検挙にとどまることなく、組織

的な突き上げ捜査等による全容解明や上位被疑者等の検挙に努める

ほか、犯罪収益の没収や車両使用制限等の制裁を複合的に実施する
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ことにより、効果的に白タク・白トラ行為の排除を図ります。 

  また、国内外の旅行会社や関係サイト運営者、配車アプリ提供者、

その利用者等に対して注意喚起等を行うことにより、白タク行為の

抑止を図ります。 

(ｴ) 自転車利用者に対する指導取締りの推進 

 自転車利用者による無灯火、二人乗り、信号無視、一時不停止に

対して積極的に指導警告を行うとともに、令和８年４月１日から施

行される自転車への交通反則通告制度の導入を踏まえ、自転車指導

啓発重点地区等を中心とした事故抑止に資する取締りを推進し、悪

質・危険な交通違反に対しては検挙を行います。 

 自転車指導啓発重点地区等の選定状況を、具体的な選定理由と共

にウェブサイトや広報紙等の効果的な媒体を用いて公表し、交通ル

ール遵守の重要性及び重点地区等において推進する交通指導取締り

等の活動に対する県民の理解の確保に努めます。 

 また、自転車利用時の「ながらスマホ」の取締りを通じた、若年

時からの基本ルール、遵法意識の浸透を図ります。 

 さらに、飲酒運転等の悪質・危険な違反を繰り返す者や違反によ

り交通事故を発生させた者については、法無視の心理的傾向やこれ

までの処分歴・違反歴等を踏まえ、危険性帯有者として評価できる

場合は、機を逸せずに免許停止処分を行うなど的確に対処します。 

(ｵ) 特定小型原動機付自転車の利用者に対する交通指導取締りの強化 

  特定小型原動機付自転車に係る悪質・危険な違反行為に対する交通指

導取締りを強化します。 

  また、交通の危険を生じさせるおそれのある違反行為を反復して行っ

た特定小型原動機付自転車の利用者に対しては、特定小型原動機付自転

車運転者講習制度を実施し、違反の再犯防止に努めます。 

運転免許を保有する悪質・危険な違反を繰り返したり、悪質・危険な 

違反による交通事故を発生させたりした者に対しては、免許停止処分を

含めた的確な行政処分を実施します。 

  さらに、シェアリング関係事業者に対しては、悪質・危険な利用者の

サービス利用停止措置又はアカウント抹消措置を講ずることを働き掛

けます。 

(ｶ) ペダル付き電動バイクの利用者に対する交通指導取締りの強化 

  ペダル付き電動バイクについては、電動アシスト自転車ではなく、一

般原動機付自転車又は自動車に該当し、道路を通行させるにはナンバー
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プレートを取得し、車体に表示しなければいけないほか、その運転には

運転免許が必要であり、乗車用ヘルメットをかぶらなければならないな

ど、一般原動機付自転車等に適用される交通ルールを遵守する必要があ

ることの周知徹底を図るとともに、無免許運転、通行区分違反等の悪質

・危険な運転に対する交通指導取締りを強化します。 

  また、ペダル付き電動バイクを電動アシスト自転車として販売する違

法な販売事業者対策を推進します。 

イ  高速自動車国道等における交通指導取締りの強化等 

  高速自動車国道等においては、重大な違反行為はもちろんのこと、

軽微な違反行為であっても重大事故に直結するおそれがあることか

ら、交通の指導取締り体制の整備に努め、交通流や交通事故発生状況

等の交通の実態に即した効果的な機動警ら等を実施することにより、

違反の未然防止及び交通流の整序を図ります。 

 交通指導取締りは、悪質性・危険性・迷惑性の高い違反を重点とし、

特に、著しい速度超過、飲酒運転、妨害運転、車間距離不保持、通行

帯違反、携帯電話使用等の取締りを強化します。 

⑵ 交通事故事件等に係る適正かつ緻密な捜査の一層の推進 

ア 危険運転致死傷罪の立件を視野に入れた捜査の徹底 

 交通事故事件等の捜査においては、初動捜査の段階から自動車運転

死傷処罰法第２条又は第３条（危険運転致死傷罪）の立件も視野に入

れ、適正かつ緻密な捜査を推進します。 

イ 交通事故事件等に係る捜査力の強化 

 交通事故事件等の捜査力を強化するため、捜査体制の充実及び研修

等による捜査員の捜査能力の一層の向上に努めます。 

ウ 交通事故事件等に係る科学的捜査の推進 

 交通事故の現場見取図の作成に活用する MMS*1や３D レーザースキャ

ナ、ひき逃げ事件等の被疑車両の特定に資する捜査支援システム等、

科学的捜査を支える装備資機材等の整備を進め、客観的な証拠に基づ

いた科学的な交通事故事件等の捜査を推進します。 

⑶ 暴走族対策の推進 

  暴走族（暴走族及び違法行為を敢行する旧車會員（暴走族風に改造し

た旧型の自動二輪車等を運転する者））による各種不法事案を未然に防

 

*1MMS：Mobile Mapping System 
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止し、交通秩序を確保するとともに、青少年の健全な育成に資するため、

関係機関・団体が連携し、次の暴走族対策を強力に推進します。 

ア  暴走族追放気運の高揚及び家庭、学校等における青少年の指導の充実 

  暴走族追放の気運を高揚させるため、広報活動を積極的に行います。

また、家庭、学校、職場、地域等において、青少年に対し、暴走族に

加入しないよう適切な指導等を促進します。 

この場合、暴走族問題と青少年の非行など問題行動との関連性にか

んがみ、地域の関係団体等との連携を図るなど青少年の健全育成を図

る観点から施策を推進します。 

イ 暴走行為阻止のための環境整備 

  暴走族及びこれに伴う群衆の集合場所として利用されやすい施設の

管理者に協力を求め、暴走族等を集合させないための施設の管理改善

等の環境づくりを推進するとともに、地域における関係機関・団体が

連携を強化し、暴走行為等ができない道路環境づくりを積極的に行い

ます。     

ウ  暴走族等に対する交通指導取締りの推進 

  集団暴走行為、爆音暴走行為その他悪質事犯に対しては、共同危険

行為等の禁止違反をはじめとする各種法令を適用して検挙及び補導を

徹底し、併せて解散指導を積極的に行うなど、暴走族等に対する交通

指導取締りを推進します。 

  また、違法行為を敢行する旧車會員に対する実態把握を徹底し、把

握した情報を関係都道府県間で共有するとともに、騒音関係違反及び

不正改造等の取締りを推進し、不正改造等暴走行為を助長する行為に

対しても背後責任の追及を行います。 

エ  暴走族関係事犯者の再犯防止 

  暴走族関係事犯の捜査を通じ、グループの解体や暴走族グループか

ら構成員を離脱させるなど暴走族関係事犯者の再犯防止に努めます。 

 保護処分に付された暴走族少年の処理に当たっては、遵法精神のか

ん養、家庭環境の調整、交友関係の改善指導、暴走族組織からの離脱

など再犯防止に重点を置いた個別指導・教育の実施に努めます。 

オ  車両の不正改造の防止 

  暴走行為を助長するような車両の不正な改造を防止するよう、また、

道路運送車両の部品等が不正な改造に使用されることがないよう、「不

正改造車を排除する運動」を通じ、広報活動の推進及び企業、関係団

体等に対する指導を積極的に行います。 
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  また、自動車ユーザーだけでなく、不正改造等を行った者に対して、

必要に応じて立ち入り検査を行います。 
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６ 救助・救急活動の充実 

  交通事故による負傷者の救命を図り、また、被害を最小限にとどめるた

め、高速自動車国道を含めた道路上の交通事故に即応できるよう、救急医

療機関、消防機関等の救急関係機関相互の緊密な連携・協力関係を確保し

つつ、救助・救急体制及び救急医療体制の整備を図ります。 

特に、負傷者の救命率・救命効果の一層の向上を図る観点から、救急現

場又は搬送途上において、医師、看護師、救急救命士、救急隊員等による

一刻も早い救急医療、応急処置等を実施するための体制整備を図るほか、

事故現場からの緊急通報体制の整備やバイスタンダー（現場に居合わせた

人）による応急手当の普及等を促進します。 

 

⑴ 救助・救急体制の整備 

ア  救助体制の整備・拡充 

  交通事故の種類・内容の複雑多様化に対処するため、救助体制の整

備・拡充を図り、救助活動の円滑な実施を図ります。 

イ  多数の負傷者発生時における救助・救急体制の充実 

 大規模道路交通事故等の多数の負傷者が発生する大事故に対処する

ため、連絡体制の整備、救護訓練の実施及び消防機関と医療機関等の

連携による救助・救急体制の充実を図ります。    

ウ 自動体外式除細動器（AED*1）の使用も含めた心肺蘇生法等の応急手

当の普及啓発活動の推進 

 現場におけるバイスタンダーによる応急手当の実施により、救命効

果の向上が期待できることから、AED の使用も含めた応急手当につい

て、消防機関等が行う講習会等の普及啓発活動を推進します。 

 このため、心肺蘇生法等の応急手当の知識・実技の普及を図ること

とし、消防機関、保健所、医療機関、日本赤十字社、民間団体等の関

係機関においては、指導資料の作成・配布、講習会の開催等を推進す

るとともに、救急の日、救急医療週間等の機会を通じて広報啓発活動

を積極的に推進します。 

また、応急手当指導者の養成を積極的に行っていくほか、救急要請

受信時における応急手当の口頭指導を推進します。 

 さらに、自動車教習所における教習及び取得時講習、更新時講習等

 

*1AED：Automated External Defibrillator 
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において応急救護処置に関する知識の普及に努めるほか、交通安全の

指導に携わる者、安全運転管理者等及び交通事故現場に遭遇する可能

性の高い業務用自動車運転者等に対しても広く知識の普及に努めると

ともに、業務用自動車を中心に応急手当に用いるゴム手袋、止血帯、

包帯等の救急用具の搭載を推進します。 

 加えて、学校においては、教職員対象の心肺蘇生法（AED の使用を

含む。）の実習及び各種講習会の開催により指導力・実践力の向上を

図るとともに、中学校、高等学校の保健体育において止血法や包帯法、

心肺蘇生法等の応急手当（AED の使用を含む。）について指導の充実

を図ります。 

エ  救急救命士の養成・配置等の促進 

 プレホスピタルケア（救急現場及び搬送途上における応急処置）の

充実のため、県下の消防機関において救急救命士を計画的に配置でき

るようその養成を図り、救急救命士が行える気管挿管、薬剤投与及び

輸液等の特定行為を円滑に実施するための講習及び実習の実施を推進

します。 

また、医師の指示又は指導・助言の下に救急救命士を含めた救急隊

員による応急処置等の質を確保するメディカルコントロール体制の充

実を図ります。 

オ  救助・救急用資機材の整備の推進 

  救助工作車、救助資機材の整備を促進するとともに、救急救命士等

がより高度な救急救命処置を行うことができるよう、高規格救急自動

車、高度救命処置用資機材等の整備を促進します。 

さらに、救急医療機関等へのアクセスを改善するため、高速自動車

国道における緊急開口部の整備を促進します。 

カ 消防・防災ヘリコプターによる救急業務の推進 

 ヘリコプターは、事故の状況把握、負傷者の救急搬送に有効である

ことから、ドクターヘリとの相互補完体制を含めて、救急業務におけ

るヘリコプターの積極的活用を推進します。 

キ  救助隊員及び救急隊員の教育訓練の充実 

  複雑多様化する救助・救急事象に対応すべく救助隊員及び救急隊員

の知識・技能等の向上を図るため、教育訓練を積極的に推進します。 

ク  高速自動車国道等における救急業務実施体制の整備 

 高速自動車国道における救急業務については、西日本高速道路株式

会社（以下「高速道路株式会社」という。）が、道路交通管理業務と
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一元的に自主救急として処理するとともに、沿線市町村等においても

「消防法」（昭和 23 年法律第 186 号）の規定に基づき処理すべきもの

として、両者は相互に協力して適切かつ効率的な人命救護を行います。 

  このため、関係市町村等と、高速道路株式会社の連携を強化すると

ともに、高速道路株式会社が自主救急実施区間外のインターチェンジ

所在市町村等に財政措置を講じ、当該市町村等においても、救急業務

実施体制の整備を推進します。 

 また、高速道路株式会社及び関係市町村は、救急業務に必要な施設

等の整備、従業者に対する教育訓練の実施等を推進します。 

ケ  現場急行支援システムの整備 

  緊急車両が現場に到着するまでのリスポンスタイムの縮減及び緊急

走行時の交通事故防止のため、緊急車両優先の信号制御を行う現場急

行支援システム（FAST*1）の整備を図ります。 

コ 緊急通報システム・事故自動通報システムの活用拡大  

 交通事故等緊急事態発生時における負傷者の早期かつ的確な救出及

び交通事故処理の迅速化のため、人工衛星を利用して位置を測定する

GPS 技術や、その位置を地図表示させる技術、重症度合の判定に資す

る技術等を活用し、自動車乗車中の交通事故発生時に車載通信装置等

を通じてその発生場所の位置情報や交通事故情報を消防・警察等の通

信指令室の地図画面に表示できるよう自動通報すること等により緊急

車両の迅速な現場急行を可能にする緊急通報システム（HELP*2）や先

進型事故自動緊急通報装置（AACN*3）の広報・啓発を含めた活用を促

進するとともに、検知対象の拡大を図ります。 

         

⑵ 救急医療体制の整備 

 ア 救急医療機関等の整備 

 救急医療の確保については、救急患者の症状に応じて、軽度な患者

については、休日夜間急患センターや在宅当番医制等の初期救急医療

体制により、入院を必要とする重症患者については、病院群輪番制方

式や共同利用型病院方式による第二次救急医療体制により、更には直

 

*1FAST：Fast Emergency Vehicle Preemption Systems 

*2HELP：Help system for Emergency Life saving and Public safety 

*3AACN：Advanced Automatic Collision Notification 
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ちに救命措置を必要とする重篤患者については、鹿児島市立病院や鹿

児島大学病院、県立大島病院、米盛病院の第三次救急医療体制により

対応しています。 

救急医療体制の充実を図るために、初期及び第二次救急医療機関と

第三次救急医療機関との緊密な連携体制を維持し、医療機関・救急搬

送機関等の連携・協力関係の確保に努めます。 

  イ 救急医療担当医師・看護師等の養成等 

    救急医療に携わる医師を確保していくために、救急科などの特定診

療科を 対象とした修学資金の貸与や専門研修を受ける救急医等への

奨励金支給などに取り組み、救急医療従事者の確保を図ります。 

    看護師についても、養成課程において救急医療に関する教育を行う

養成校への支援に努めるとともに、救急医療に関する内容を含む新人

看護研修を行う医療機関への補助を行うなど、救急医療も担える看護

師の確保を図ります。 

  ウ ドクターヘリ事業の推進 

    交通事故等で負傷した患者の救命率の向上や後遺症を軽減させるた 

め、医師が速やかに救急現場等に出動して傷病者に対して必要な治療

を行う救急医療用ヘリコプター（ドクターヘリ）の活用など、救急医

療体制の充実・確保に努めます。 

 

⑶ 救急関係機関の協力関係の確保等 

 救急医療施設への迅速かつ円滑な収容を確保するため、救急医療機関、

消防機関等の関係機関における緊密な連携・協力関係の確保を図るとと

もに、傷病者の状況に応じた適切な搬送及び受入体制の整備に努めます。 

  また、特に多くの被害者が生じる大規模な交通事故が発生した場合に

備え、災害派遣医療チーム（DMAT）の活用を促進します。 
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７  被害者等支援の充実と推進 

  交通事故被害者等は、交通事故により多大な肉体的、精神的及び経済的

打撃を受けたり、又はかけがえのない生命を絶たれたりするなど、深い悲

しみやつらい体験をされており、このような交通事故被害者等を支援する

ことが極めて重要であることから、犯罪被害者等基本法等のもと、交通事

故被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進します。 

 また、近年、自転車が加害者になる交通事故に関し、高額な賠償額とな

るケースもあり、こうした賠償責任を負った際の支払い原資を担保し、被

害者の救済の十全を図るため、関係事業者の協力を得つつ、損害賠償責任

保険等への加入を加速化します。 

  さらに、交通事故被害者等は、精神的にも大きな打撃を受けている上、

交通事故に係る知識、情報が乏しいことが少なくないことから、交通事故

に関する相談を受けられる機会を充実させるとともに、交通事故の概要、

捜査経過等の情報を提供し、被害者支援を積極的に推進します。 

 

⑴ 自動車損害賠償保障制度の充実等 

  自動車事故による被害者の救済対策の中核的役割を果たしている自動

車損害賠償保障制度の重要性について周知・啓発に努め、加入促進によ

る被害者救済の充実を図ります。 

ア  無保険（無共済）車両対策の徹底 

 自動車損害賠償責任保険（共済）の重要性等について、広報活動等

を通じて広く県民に周知するとともに、街頭における監視活動等によ

る注意喚起を推進し、無保険（無共済）車両の運行の防止を徹底しま

す。 

 また、ペダル付き電動バイクや電動キックボードなど新たなモビリ

ティに対しても引き続き自動車損害賠償責任保険（共済）の加入促進

のために周知徹底を図ります。 

イ  任意の自動車保険（自動車共済）の広報・啓発等 

  自動車損害賠償責任保険（共済）とともに、重要な役割を果たして

いる任意の自動車保険（自動車共済）は、自由競争のもと、補償範囲

や金額、サービスの内容も多様化してきており、交通事故被害者等の

救済に大きな役割を果たしているが、被害者救済等の充実に資するた

めの広報・啓発を引き続き推進します。 
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⑵ 損害賠償の請求についての援助等 

ア  交通事故相談活動の推進 

  交通事故相談所を活用し、地域における交通事故相談活動を推進し

ます。 

(ｱ) 交通事故相談所における円滑かつ適正な相談活動を推進するた

め、交通事故相談所は、日弁連交通事故相談センター、交通事故紛

争処理センターその他民間の犯罪被害者支援団体等の関係機関、団

体等との連携を図ります。 

(ｲ) 交通事故被害者等の心情に配慮した相談業務の推進を図るととも

に、相談内容の多様化・複雑化に対処するため、研修等を通じて、

相談員の資質向上を図ります。 

(ｳ) 交通事故相談所において各種の広報を行うほか、県及び市町村の

ホームページや広報誌の積極的な活用等により交通事故相談活動の

周知を図り、交通事故当事者に対し広く相談の機会を提供します。 

イ  損害賠償請求の援助活動等の強化 

  警察においては、交通事故被害者に対する適正かつ迅速な支援とし

て、救済制度の教示や交通事故相談活動を積極的に推進します。また、

法務局、地方法務局及び人権擁護委員による人権相談の一環として交

通事故に関する相談を積極的に取り扱うとともに、交通事故紛争処理

センター、交通安全活動推進センター及び日弁連交通事故相談センタ

ーにおける交通事故の損害賠償請求についての相談及び援助に関する

業務の充実を図ります。 

 

⑶ 交通事故被害者等支援の充実強化 

ア  自動車事故被害者等に対する援助措置の充実 

(ｱ) 独立行政法人自動車事故対策機構による、交通遺児等に対する生 

活資金貸付けや、公益財団法人交通被災者たすけあい協会の行う交

通遺児の支援活動等に対する支援を行います。 

(ｲ) 事故の概要等の記録を残すこと、各種支援制度を知ること等を目

的とした「交通事故被害者ノート」、「交通事故にあったときには」

について、周知徹底を図ります。 

 

イ  交通事故被害者等の心情に配慮した支援の推進 

  交通事故被害者等の支援の充実を図るため、交通事故被害者等の自

助グループの活動等に対する支援をはじめとした施策を推進します。 
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  交通事故被害者等の心情に配慮した相談業務を、警察署の交通課、

交通安全活動推進センター、検察庁の被害者支援員等により推進する

とともに、関係機関相互の連携を図り、さらには、民間の犯罪被害者

支援団体等との連携を図ります。 

 警察において、交通事故被害者等に対して交通事故の概要、捜査経

過等の情報を提供するとともに、刑事手続きの流れや各種相談機関等

を教示し、また、交通事故被害者等がその要望や置かれている状況等

を記録することのできる「被害者手帳」等を作成し、活用します。 

 特に、ひき逃げ事件、交通死亡事故等の重大な交通事故事件の被害

者等については、被疑者の検挙、送致状況等を連絡する被害者連絡制

度の充実を図ります。また、交通死亡事故等の被害者等からの加害者

の行政処分に係る意見聴取等の期日や行政処分結果についての問い合

わせに応じ、適切な情報の提供を図ります。 

 さらに、重大・悪質な交通事故事件等については、県警察本部交通

指導課に設置した交通事故事件捜査統括官及び交通事故鑑識官が事故

現場に赴いて客観的証拠の収集等の捜査指揮を行うなど、適正かつ緻

密な交通事故事件捜査を推進します。 

加えて、同様に設置した被害者連絡調整官等が、各警察署で実施す

る被害者連絡について指導を行うほか、自ら被害者連絡を実施するな

どして組織的な対応を図るとともに、職員に対し交通事故被害者等の

心情に配意した対応について徹底を図ります。 
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８  交通事故分析の高度化 

交通事故の実態を的確に把握し、更なる交通事故死傷者数の減少に向け

た効果的かつ詳細な交通安全施策の検討、立案等に資するため、人、道路

及び車両について総合的な観点からの事故分析を行うことに加え、車載式

の記録装置であるイベントデータレコーダー（EDR*1）や映像記録型ドライ

ブレコーダー等のミクロデータの充実を通した交通事故分析への活用に

ついて検討を行います。 

さらに、交通事故分析に係る情報を県民に対して積極的に提供すること

により、交通安全に対する県民の意識の高揚を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1EDR：Event Data Recorder 
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    第２部 鉄道交通の安全 

 

    １ 鉄道事故のない社会を目指して 

         

         ひとたび列車の衝突や脱線等が発生すると、 

        多数の死傷者が発生するおそれがあることから、 

        一層安全で安定した鉄道輸送を目指します。 

                 

         

 

           鉄道交通の安全についての目標 

         乗客の死者数ゼロの継続と運転事故全体の 

        死者数の減少を目指します。 

 

 

 

 

    ２ 鉄道交通の安全についての対策 

 

    〈２つの視点〉 

      ① 重大な列車事故の未然防止 

      ② 利用者等の関係する事故の防止 

 

 

    

    〈講じようとする４つの施策〉 

      ① 鉄道交通環境の整備 

      ② 鉄道交通の安全に関する知識の普及 

      ③ 鉄道の安全な運行の確保 

      ④ 救助・救急活動の充実 
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第１章 鉄道事故のない社会を目指して 

 

 人や物を大量に、高速に、かつ定時に輸送できる鉄道は、人々の生活に欠

くことのできない交通手段ですが、ひとたび列車の衝突や脱線等が発生する

と、多数の死傷者が発生するおそれがあります。 

このため、一層安全な鉄道輸送を目指し、各種の安全対策を総合的に推進

していく必要があります。 

  

１  鉄道事故の状況 

  本県の鉄道における運転事故は、近年はほぼ横ばいの傾向にあり、「乗

客の死者数ゼロの継続と運転事故全体の死者数の減少を目指す」という目

標に対し、令和３年から令和７年までの間、乗客の死亡事故は発生せず、

運転事故全体については、令和４年から７年までの３年間に死亡事故ゼロ

を達成しました。 

 

２  鉄道交通の安全についての目標 

  列車の衝突や脱線等により乗客に死者が発生するような重大な列車事故

を未然に防止することが必要です。また、近年の鉄道運転事故等の特徴等

を踏まえ、ホーム等における鉄道人身障害事故を含む鉄道運転事故全体の

死者数を減少させることが重要です。 

  近年は人口減少等による輸送量の伸び悩み等から、厳しい経営を強いら

れている事業者が多い状況ですが、引き続き安全対策を推進していく必要

があります。 

  こうした現状を踏まえ、県民の理解と協力のもと、第２章に掲げる諸施

策を総合的かつ強力に推進することにより、列車の運転による乗客の死者

数ゼロを目指すこと、及び鉄道運転事故全体の死者数を減少させることを

目指すものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 93 - 

第２章  鉄道交通の安全についての対策 

 

   第１節  今後の鉄道交通安全対策を考える視点 

 

  鉄道の運転事故は減少傾向にあり、これまでの交通安全計画に基づく施策

には一定の効果が認められます。 

しかしながら、ひとたび列車の衝突や脱線等が発生すれば、多数の死傷者

が発生するおそれがあることから、引き続き重大な列車事故の未然防止を図

る必要があります。 

  

   第２節  講じようとする施策 

 

１  鉄道交通環境の整備 

  鉄道交通の安全を確保するためには、鉄道施設、運転保安設備等につい

て常に高い信頼性を保持し、システム全体としての安全性を確保する必要

があります。 

このため、運転保安設備の整備等の安全対策の推進を図ります。 

 

 ⑴ 鉄道施設等の安全性の向上 

鉄道施設の維持管理及び補修を適切に実施するとともに、老朽化が進

んでいる橋梁等の施設について、長寿命化に資する補強・改良を進めま

す。 

特に、人口減少等による輸送量の伸び悩み等から厳しい経営を強いら

れている地域鉄道については、補助制度等を活用しつつ、施設、車両等

の適切な維持・補修等の促進を図ります。 

研究機関の専門家による技術支援制度を活用する等して技術力の向

上についても推進します。 

また、多発する自然災害へ対応するために、防災・減災対策の強化が

喫緊の課題となっています。 

このため、切土や盛土等の土砂災害への対策の強化等を推進します。

切迫する首都直下地震・南海トラフ地震等に備えて、鉄道ネットワーク

の維持や一時避難場所としての機能の確保等を図るため、主要駅や高架

橋等の耐震対策を推進します。 

さらに、駅施設等について、高齢者、障害者等の安全利用にも十分配

慮し、段差の解消、ホームドア又は内方線付き点状ブロック等の整備な
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どによる転落防止設備の整備等によるバリアフリー化を引き続き推進し

ます。  

 

 ⑵ 運転保安設備等の整備 

  曲線部等への速度制限機能付き自動列車停止装置（ATS*1）等、運転士

異常時列車停止装置、運転状況記録装置等について、法令により整備の

期限が定められたもの *2の整備については完了しましたが、これらの装

置の整備については引き続き推進を図ります。 

 

２ 鉄道交通の安全に関する知識の普及 

 踏切障害事故と鉄道人身障害事故の多くは、利用者や踏切通行者、鉄道

沿線住民等が関係するものであることから、これらの事故の防止には、鉄

道事業者による安全対策に加えて、利用者等の理解と協力が必要です。こ

のため、学校、沿線住民、道路運送事業者等を幅広く対象として、関係機

関等の協力の下、全国交通安全運動や踏切事故防止キャンペーンの実施、

鉄道事業者・携帯電話業者等が一体となって、鉄道利用者にホームの「歩

きスマホ」による危険性の周知や酔客に対する事故防止のための注意喚起

を行うプラットホーム事故０（ゼロ）運動、訪日外国人向けの多言語ポス

ター等において積極的に広報活動を行い、鉄道の安全に関する正しい知識

の浸透を図ります。 

 また、これらの機会を捉え、駅ホーム及び踏切道における非常押ボタン

等の安全設備について分かりやすい表示の整備や非常押ボタンの操作等

の緊急措置の周知徹底を図ります。 

 

３  鉄道の安全な運行の確保 

 重大な列車事故を未然に防止するため、鉄道事業者への保安監査等を実

施し、適切な指導を行うとともに、万一大規模な事故等が発生した場合に

は、迅速かつ適確に対応します。 

さらに、運転士等の資質の保持、事故情報及び安全上のトラブル情報の

 

*1ATS：Automatic Train Stop 

*2：１時間当たりの最高運行本数が往復 10 本以上の線区の施設又はその線区を走行する車両若し

くは運転速度が 100km/h を超える車両又はその車両が走行する線区の施設について 10 年以内

に整備するよう義務付けられたもの。 
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共有・活用、気象情報等の充実を図ります。 

 

 ⑴ 保安監査の実施  

 鉄道事業者に対し、計画的に保安監査を実施し、輸送の安全の確保に

関する取組の状況、施設及び車両の保守管理状況、運転取扱いの状況、

乗務員等に対する教育訓練の状況等について適切な指導を行うととも

に、過去の指導のフォローアップを実施します。 

 また、計画的な保安監査のほか、重大な事故等の発生等の際にも臨時

で保安監査を行うなど、メリハリの効いたより効果的な保安監査を実施

するなどして、保安監査の充実を図ります。 

 

 ⑵ 運転士等の資質の保持 

   運転士の資質の確保を図るため、動力車操縦者運転免許試験を適正に

実施します。 

また、乗務員の資質が保持されるよう、運転管理者及び乗務員指導管 

理者が教育等について適切に措置を講ずるよう指導します。 

 

 ⑶ 安全上のトラブル情報の共有・活用  

  主要な鉄道事業者の安全担当者等による鉄道保安連絡会議を開催し、

事故等及びその再発防止対策に関する情報共有を行うとともに、安全上

のトラブル情報を関係者間において共有できるよう、情報を収集し、速

やかに鉄道事業者へ周知・共有することによる事故等の再発防止に活用

します。 

さらに、運転状況記録装置等の活用や現場係員による安全上のトラブ

ル情報の積極的な報告を推進するよう指導します。 

 

 ⑷ 気象情報等の充実  

 鉄道交通に影響を及ぼす台風、大雨、竜巻等の激しい突風、地震、津

波、火山噴火等の自然現象を的確に把握し、特別警報・警報・予報等の

適時・適切な発表及び迅速な伝達に努めるとともに、これらの情報の質

的向上に努めます。 

鉄道事業者は、これらの気象情報等を早期に収集・把握し、運行管理

へ反映させることで、安全を確保しつつ、鉄道施設の被害軽減と安定輸

送に努めます。 

 また、気象、地震、津波、火山現象等に関する観測施設を適切に整備
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・配置し、維持するとともに、防災関係機関等との間の情報の共有化や

ICT を活用した観測・監視体制の強化を図るものとします。 

さらに、広報や講習会等を通じて気象知識の普及や情報の利活用促進

に努めます。 

  

 ⑸ 大規模な事故等が発生した場合の適切な対応  

 国及び鉄道事業者における、夜間・休日の緊急連絡体制等を点検・確

認し、大規模な事故又は災害が発生した場合に、迅速かつ的確な情報の

収集・連絡を行います。 

 事故等が発生した場合の混乱を軽減するため、鉄道事業者に対し、列

車の運行状況を的確に把握して、鉄道利用者への適切な情報提供を行う

とともに、迅速な復旧に必要な体制を整備するよう指導します。 

 また、情報提供を行うに当たっては、在留外国人や訪日外国人にも対

応するため、事故等発生時における多言語案内体制の強化も指導します。 

 

 ⑹ 運輸安全マネジメント評価の実施 

  鉄道事業者の安全管理体制の構築・改善状況を国が確認する運輸安全

マネジメント評価を引き続き実施します。 

 また、運輸安全マネジメント評価を通じて、運輸事業者による防災意

識の向上及び事前対策の強化等を図り、運輸防災マネジメントの取組を

強化するとともに、感染症による影響を踏まえた運輸事業者の安全への

取組及び事業者によるコンプライアンスの徹底を意識付ける取組を的確

に確認します。 

 

⑺ 計画運休への取組 

 鉄道事業者に対し、大型の台風が接近・上陸する場合等、気象状況に

より列車の運転に支障が生じるおそれが予測されるときは、一層気象状

況に注意するとともに、安全確保の観点から、路線の特性に応じて、前

広に情報提供した上で計画的に列車の運転を休止するなど、安全の確保

に努めるよう指導します。 

 また、情報提供を行うに当たっては、訪日及び定住外国人にも対応す

るため、事故等発生時における多言語案内体制の強化も指導します。 
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４ 救助・救急活動の充実  

 鉄道の重大事故等の発生に対して、避難誘導、救助・救急活動を迅速か

つ適確に行うため、主要駅における防災訓練の充実や鉄道事業者と消防機

関、医療機関その他の関係機関との連携・協力体制の強化を図ります。 

 また、鉄道職員に対する、自動体外式除細動器（AED）の使用も含めた

心肺蘇生法等の応急手当の普及啓発活動を推進します。 

 なお、住民に対する心肺蘇生法等の応急手当の普及啓発活動について

は、消防機関、保健所、医療機関、日本赤十字社等の関係機関において、

引き続き実施していきます。 
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    第３部 踏切道における交通の安全 

 

    １ 踏切事故のない社会を目指して 

               踏切事故は、長期的には減少傾向にありますが、 

       改良すべき踏切道がなお残されており、引き続き 

       踏切事故防止対策を推進することにより、踏切事故 

       のない社会を目指します。 

 

 

         

         踏切道における交通の安全についての目標 

         踏切事故の発生を極力防止します。 

                   

 

 

 

    ２ 踏切道における交通の安全についての対策 

 

      〈視点〉 

       それぞれの踏切の状況等を勘案した効果的対策の推進 

       

 

 

     〈講じようとする４つの施策〉 

      ① 踏切道の立体交差化、構造の改良及び歩行者等立体 

       横断施設の整備、バリアフリー化の促進 

      ② 踏切道の統廃合の促進 

      ③ 踏切保安設備の整備及び交通規制の実施 

      ④ その他踏切道の交通の安全及び円滑化等を図るため 

       の措置 
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第１章  踏切事故のない社会を目指して 

 

    踏切事故は長期的には減少傾向にありますが、依然として発生しており、 

改良すべき踏切道も、なお残されている現状です。 

  このような現状を踏まえ、引き続き踏切道における安全対策を積極的に 

推進します。 

 

１  踏切事故の状況 

  本県の踏切事故（鉄道の運転事故のうち、踏切障害及びこれに起因する

列車事故をいう。）は、増減を繰り返しながら減少している傾向にありま

すが、改良すべき踏切道がなお残されている現状にあります。 

 

２  近年の踏切事故の特徴 

    近年の踏切事故の特徴としては、踏切内に取り残されるトリコ、直前の

横断、遮断機がおりているにも関わらず踏切路内に進入しての事故等が発

生しています。 

  踏切道の種類別にみると、発生件数では第１種踏切道（自動遮断機が設置

されている踏切道）が最も多く発生しています。 

 

３ 踏切道における交通の安全についての目標 

   上記の現状を踏まえ、踏切道における交通の安全と円滑化を図るため、  

県民の理解と協力のもと、第２章に掲げる諸施策を総合的かつ積極的に推  

進することにより、踏切事故の発生を極力防止します。 
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第２章  踏切道における交通の安全についての対策 

 

   第１節  今後の踏切道における交通安全対策を考える視点 

 

  踏切道における交通安全対策について、踏切事故件数、踏切事故による死

傷者ともに減少傾向にあることを考えると、第 11 次交通安全計画に基づき推

進してきた施策には一定の効果が認められます。 

  しかし、踏切事故は、ひとたび発生すると多数の死傷者が発生するなど重

大な結果をもたらすものです。 

そのため、立体交差化、構造の改良、歩行者等立体横断施設の整備、踏切

保安設備の整備、交通規制、統廃合等の施策を実施すべき踏切道が残されて

いる現状にあること、これらの対策が、同時に渋滞の軽減による交通の円滑

化や環境保全にも寄与することを考慮し、開かずの踏切への対策や高齢者等

の歩行者対策、バリアフリー化等、それぞれの踏切の状況等を勘案しつつ、

より効果的な対策を総合的かつ積極的に推進します。 

 また、ICT 技術の発展やライフスタイルの変化等、社会を取り巻く環境の

変化を見据え、更なる踏切道の安全性向上を目指し、対策を検討します。 

 さらに、各踏切道の遮断時間や交通量等の諸元、これまでの対策実施状況

等を踏まえて、道路管理者と鉄道事業者が協力し「踏切安全通行カルテ」を

作成・公表することにより、透明性を保ちながら各踏切の状況を踏まえた対

策を重点的に推進していくことも重要です。 

 

   第２節  講じようとする施策 

 

１  踏切道の立体交差化、構造の改良及び歩行者等立体横断施設の整備、 

バリアフリー化の促進 

  道路交通量の多い踏切道が連続している地区等や、主要な道路との交差

に係るもの等については、抜本的な交通安全対策である連続立体交差化等

により、踏切道の除却を促進するとともに、道路の新設・改築及び鉄道の

新線建設に当たっては、原則、立体交差化を図ります。 

 また、歩道が狭隘な踏切についても、踏切道内において歩行者と自動車

等が錯綜することがないよう歩行者滞留を考慮した踏切拡幅など、事故防

止効果の高い構造の改良を促進します。 

 さらに、平成 27 年 10 月の高齢者等による踏切事故防止対策検討会の取

りまとめ及び令和６年１月に改定した「道路の移動円滑化に関するガイド
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ライン」を踏まえ、軌道の平滑化や踏切道内誘導表示の設置等のバリアフ

リー化を含めた高齢者等が安全で円滑に通行するための対策を促進しま

す。 

 以上のとおり、立体交差化等による「抜本対策」と構造の改良等による

「速効対策」の両輪による総合的な対策を促進します。 

 

２  踏切道の統廃合の促進 

  踏切道の立体交差化、構造改良等の事業の実施に併せて、近接踏切道の

うち、その利用状況、迂回路の状況等を勘案して、第３、第４種踏切道等

地域住民の通行に特に支障を及ぼさないと認められるものについて、統廃

合を進めるとともに、これら近接踏切道以外の踏切道についても同様に統

廃合を促進します。 

 ただし、構造改良のうち、踏切道に歩道がないか、歩道が狭小な場合の

歩道整備については、その緊急性を考慮して、近接踏切道の統廃合を行わ

ずに実施できることとします。 

 

３  踏切保安設備の整備及び交通規制の実施 

  踏切遮断機の整備された踏切道は、踏切遮断機の整備されていない踏切

道に比べて事故発生率が低いことから、踏切道の利用状況、踏切道の幅員、

交通規制の実施状況等を勘案し、着実に踏切遮断機の整備を行うととも

に、統廃合や踏切遮断機の整備が困難な踏切道に対して、歩行者等の直前

横断等を抑止するためのゲートや柵等の設置等踏切事故の減少が期待で

きる設備の整備を促進します。 

  県内の踏切道のうち、列車運行本数が多く、かつ、列車の種別等により

警報時間に差が生じているものについては、必要に応じ警報時間制御装置

の整備等を進め、踏切遮断時間を極力短くします。 

  自動車交通量の多い踏切道については、道路交通の状況、事故の発生状

況等を勘案して、必要に応じ、障害物検知装置、オーバーハング型警報装

置、大型遮断装置等、より事故防止効果の高い踏切保安設備の整備を進め

ます。 

高齢者等の歩行者対策としても効果が期待できる、全方位型警報装置、

非常押ボタンの整備、障害物検知装置の高規格化や、AI 等を活用した更な

る踏切安全対策を推進します。 

道路の交通量、踏切道の幅員、踏切保安設備の整備状況、迂回路の状況

等を勘案し、必要に応じ、自動車通行止め、大型自動車通行止め、一方通
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行等の交通規制を実施するとともに、併せて道路標識の大型化、高輝度化

による視認性の向上を図ります。 

 

４  その他踏切道の交通の安全及び円滑化等を図るための措置 

 緊急に対策が必要な踏切道は、「踏切安全通行カルテ」を作成・公表し、

効果検証を含めたプロセスの「見える化」を推進し、透明性を保ちながら

各踏切の状況を踏まえた対策を重点的に推進します。 

 また、踏切道における交通の安全と円滑化を図るため、必要に応じ、踏

切道予告標、踏切信号機の設置や、車両等の踏切通行時の違反行為に対す

る交通指導取締りを積極的に行います。 

自動車運転者や歩行者等の踏切道通行者に対し、交通安全意識の向上及

び踏切支障時における非常ボタンの操作等の緊急措置の周知徹底を図る

ため、踏切事故防止キャンペーンを推進します。 

また、学校、自動車教習所等において、踏切の通過方法等の教育を引き

続き推進するとともに、鉄道事業者等による高齢者施設や病院等の医療機

関へ踏切事故防止のパンフレット等の配布を促進します。 

 踏切事故による被害者等への支援についても、事故の状況等を踏まえ、

適切に対応します。 

 また、ICT 技術の発展やライフスタイルの変化等、社会を取り巻く環境

の変化を見据え、更なる踏切道の安全性向上を目指し、対策を検討します。 

 平常時の交通の安全及び円滑化等の対策に加え、災害時においても、踏

切道の長時間遮断による救急・救命活動や緊急物資輸送に支障を来す等の

課題に対応するため、関係者間で遮断時間に関する情報共有を図るととも

に、遮断の解消やう回に向けた災害時の管理方法を定める取組を推進しま

す。 
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 参考  

交 通 安 全 対 策 基 本 法（抜粋） 

                                               昭和４５年６月１日 

                                             法 律 第 １ １ ０ 号 

 

 （都道府県交通安全対策会議の設置及び所掌事務） 

第１６条 都道府県に、都道府県交通安全対策会議を置く。 

２ 都道府県交通安全対策会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

 (1) 都道府県交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

 (2)  前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における陸上交通の安全 

   に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を 

   推進すること。 

３ 都道府県の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の実施に 

関し、都道府県並びに関係指定地方行政機関及び関係市町村相互間の連絡 

調整を図ること。 

 

 （都道府県交通安全対策会議の組織等） 

第１７条 都道府県交通安全対策会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、都道府県知事をもって充てる。 

３ 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。 

  (1)  都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関の長又 

   はその指名する職員 

  (2)  都道府県教育委員会の教育長 

  (3)  警視総監又は都道府県警察本部長 

  (4)  都道府県知事が都道府県の部内の職員のうちから指名する者 

  (5)  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の 

   指定都市を包括する都道府県にあっては、指定都市の長又はその指名 

   する職員 

  (6)  都道府県の区域内の市町村の市町村長及び消防機関の長のうちから 

   都道府県知事が任命する者 

４ 都道府県交通安全対策会議に、特別の事項を審議させる必要があるとき 

は、特別委員を置くことができる。 

５  前各号に定めるもののほか、都道府県交通安全対策会議の組織及び運営 

に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で定める。 
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 （都道府県交通安全計画等） 

第２５条 都道府県交通安全対策会議は、交通安全基本計画（陸上交通の安 

 全に関する部分に限る。）に基づき、都道府県交通安全計画を作成 

 しなければならない。 

２ 都道府県交通安全計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものと 

する。 

 (1)  都道府県の区域における陸上交通の安全に関する総合的かつ長期的な 

  施策の大綱 

 (2)  前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における陸上交通の安全に 

  関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３ 都道府県交通安全対策会議は、毎年度、都道府県の区域における陸上交 

通の安全に関し、当該区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関及 

び都道府県が講ずべき施策に関する計画（以下「都道府県交通安全実施計 

画」という。）を作成しなければならない。この場合において、都道府県 

交通安全実施計画は、交通安全業務計画（陸上交通の安全に関する部分に 

限る。）に抵触するものであってはならない。 

４ 都道府県交通安全対策会議は、第１項の規定により都道府県交通安全計 

画を作成したときは、すみやかに、これを内閣総理大臣及び指定行政機関 

の長に報告し、並びに都道府県の区域内の市町村の長に通知するとともに、 

その要旨を公表しなければならない。 

５ 都道府県交通安全対策会議は、第３項の規定により都道府県交通安全実 

施計画を作成したときは、すみやかに、これを内閣総理大臣及び指定行政 

機関の長に報告するとともに、都道府県の区域内の市町村の長に通知しな 

ければならない。 

６ 第４項の規定は都道府県交通安全計画の変更について、前項の規定は都 

道府県交通安全実施計画の変更について準用する。 
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交 通 安 全 対 策 基 本 法 施 行 令（抜粋） 

                                            昭和４５年６月８日 

                                          政 令 第 １ ７ ５ 号 

 

 （都道府県交通安全対策会議の組織及び運営の基準） 

第５条 交通安全対策基本法（以下「法」という。）第１７条第５項の政令 

  で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 (1) 会長は、会務を総理するものとする。 

 (2) 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務 

  を代理するものとする。 

 (3) 特別委員は、東日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業 

  を営む公共的機関の役員又は職員のうちから、都道府県知事が任命する 

  ものとする。  

  (4) 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任さ 

  れるものとする。 

  (5) 都道府県交通安全対策会議に、幹事を置くものとする。  

  (6) 幹事は、委員の属する機関のうちから、都道府県知事が任命するもの 

  とする。  

  (7) 幹事は、都道府県交通安全対策会議の所掌事務について、会長、委員 

  及び特別委員を補佐するものとする。 

  (8) 委員、特別委員及び幹事は、非常勤とするものとする。 

  (9) 前各号に定めるもののほか、都道府県交通安全対策会議の議事その他 

  会議の運営に関し必要な事項は、会長が都道府県交通安全対策会議には 

  かって定めるものとする。  
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鹿児島県交通安全対策会議委員構成 

 

会 長   鹿児島県知事 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  九州管区警察局広域調整部長 

   九州経済産業局総務企画部長 

  九州総合通信局総務部長 

   九州運輸局鹿児島運輸支局次長 

  鹿児島地方気象台長 

  鹿児島労働局長 

  九州地方整備局鹿児島国道事務所長 

  鹿児島県教育長 

  鹿児島県警察本部長 

  鹿児島県男女共同参画局長 

  鹿児島県市長会会長 

  鹿児島県町村会会長 

   鹿児島県消防長会会長 

特 別 

委 員 

 

 

  九州旅客鉄道（株）鹿児島支社長 

  西日本高速道路（株）九州支社鹿児島高速道路事務所長 

  鹿児島県バス協会代表 

  鹿児島県タクシー協会代表 

    合計 18 名 
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